
経済産業省が実施した政策評価についての審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 

 

ア 経済産業省「平成 16 年度法令に基づく規制等に係る事前評価について」（平成 16

年 10 月 15 日付け平成 16･10･14 広第２号による送付分及び平成 16 年 12 月 27 日付

け平成 16･12･24 広第１号による送付分）における計３施策についての政策評価（注

１）   

イ 経済産業省「平成 15 年度事後評価書」（平成 16 年６月 15 日付け平成 16・06・08

商第 1号による送付分から平成 17 年１月 12 日付け平成 16・07・23 資第 2号による

送付分まで）における計 18 施策（注２）の政策評価（事後評価） 

 

 

（注１）経済産業省は、同省政策評価基本計画において、同一・類似の目的を有する事業をまとめた「施策」を基

本単位として評価を行うこととしている。「平成 17 年度予算概算要求等に係る事前評価書」（平成 16 年８月

31 日付け平成 16･08･30 広第１号による送付分）の計 109 の施策及びそれらに含まれる約 820 の事業につい

ての事前評価のうち、73 施策には計約 500 の事業については、「経済産業省が実施した政策評価についての

審査結果（通知）」（平成 16 年 11 月 19 日付け総評総第 272 号）において審査を実施済みである。 

なお、研究開発を対象とした事前評価については、別途整理する予定である。また、個々の公共事業につ

いての事前評価についても、別途整理する予定であり、今回の審査の対象から除いている。 

 （注２）経済産業省は、同省政策評価基本計画において、同一・類似の目的を有する事業をまとめた「施策」を基
本単位として評価を行うこととしている。 

なお、研究開発を対象とした事後評価については、別途整理する予定である。また、個々の公共事業につ

いての事後評価についても、別途整理する予定であり、今回の審査の対象から除いている。 

 

２ 事前評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされてい

る（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価においては、一定規模以上の事業費を要する個々

の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策について、

その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13

年法律第 86 号。以下「評価法」という。） 第９条及び行政機関が行う政策の評価に

関する法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条）。 

 



  

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規の

施策・事業や規制等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、政策評価の質の向上に向けた今後の課題等を明らかに

する観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

 

（政策効果の把握及び得ようとする効果の達成見込みについて） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。事前評価を行う場合には、政策を決定する前の時点において、当該政策の実

施により得られると見込まれる政策効果を把握した上で、「得ようとする効果」と「実

際に見込まれる効果」との関係を明らかにし、当該政策の有効性を検証することが必

要である。すなわち、事前評価においては、当該政策を実施することにより得ようと

する政策効果は本当に得られるのか、その確実性（安定性）はどの程度のものなのか

について明らかにしていくことが求められる。 

また、得ようとする政策効果が費用に見合ったものとなっているかどうか等の効率

性に関する予測は、評価の対象とされる政策に適合した測定手法が開発されない状況

において定量的に行うことは必ずしも容易なことではない。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

② 政策の実施により得ようとする効果について、実際にどの程度得られると見込ま

れるかなど、得ようとする効果の達成見込みの確からしさがどのように検証されて

いるか。 

③ 費用に見合った政策効果が得られるかどうかについて、どのような説明がされて

いるか。また、定量的な分析は試みられているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際



  

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うなど、事前評価の結果の妥当性をどのように検証しようとし

ているのか。 

② また、事後的な検証を予定している場合には、政策効果の把握の方法が、得よう

とする効果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定

されているか。 

 

（２）審査の結果 

経済産業省では、評価法上、事前評価の実施が義務付けられている政策以外に、同

省政策評価基本計画において、法令に基づく規制等（公共の利益のために、国民の権

利や自由に対して一定の制約を課したり、義務を課したりする法令等）を対象として

評価を行うこととしている。この基本計画に基づき作成された「経済産業省政策評価

実施要領」（以下「実施要領」という。）の中で、事前評価においては「規制の導入や

強化を行おうとする際に、規制の理由、規制の対象、規制により得られる効果、規制

により発生する費用、代替措置との比較、実績評価の時期を明らかにする。」とされ

ている。 

具体的には、政府が関与すべき必要性、政府の関与によりもたらされる便益や費用

とそれらを受ける主体、当該関与の仕方が他の政策手段に比べ優れていること等を明

らかにすることにより行うものとされている。 

 

個々の政策評価についての審査の結果は、以下のとおりである（詳細は、別添１政

策評価審査表（事前評価関係）参照）。 

 

 

 

【審査結果整理表】 

 

効果の達成見込み 

に関する検証方法 

整

理

番

号 

政策 手段 

得ようと 

する効果 

の明確性 推論 その他 

効果の把

握の方法

の特定性

効率性

に関す

る情報

１ 

特定商取引に関する法律

及び割賦販売法の一部を

改正する法律 

○悪質な訪問販売等に対

する規制強化及び民事

ルールの整備 

○連鎖販売取引等に関す

る民事ルールの整備 

○法執行手続きの整備 

○ 
法的義務付けに 

よる効果の確保 
○ ○ 



  

効果の達成見込み 

に関する検証方法 

整

理

番

号 

政策 手段 

得ようと 

する効果 

の明確性 推論 その他 

効果の達

成見込み

に関する

検証方法

効率性

に関す

る情報

２ 
商品取引所法の一部を改

正する法律 

○委託者資産の保全制度

の拡充 

○商品取引員に対する規

制の見直し 

○市場の信頼性・利便性

の向上 

○ 
法的義務付けに 

よる効果の確保 
○ ○ 

３ 

鉱山保安法及び経済産業

省設置法の一部を改正す

る法律（「鉱山保安法」関

連部分） 

○鉱業権者が行う保安上

の危険の把握とこれに対

する対策の実施・見直し

を促し、鉱山に応じた、

適切かつ確実に保安を確

保させる。 

○一律・事前の規制の大

幅な整理・合理化 

○ 
法的義務付けに 

よる効果の確保 
○ ○ 

合 計（３件） ○＝３ 

△＝０ 
 

○＝３ 

△＝０ 

○＝３

△＝０

総 
括 
記 
述 

（得ようとする効果の明確性について） 

得ようとする効果の明確性については、「規制等の導入・改廃により期待される効果・費

用」欄が設けられており、今回、評価の対象とされたすべての政策について、得ようとす

る効果は、定性的であっても効果が発現した状態が、例えば「委託者資産の保全」、「委託

者債権の保全」など具体的に特定できるように記述され、明確にされている。 

（効果の達成見込みの検証方法について） 

効果の達成見込みに関する検証方法については、法律の改正による義務付け及び義務違

反に伴う罰則により効果の発現が確保されることが見込まれるため、得ようとする効果が

得られるものであるとしている。 

（効果の把握の方法の特定性について） 

効果の把握の方法については、「必ずしも制度のパフォーマンスを示すものではない」と

した上で、制度に関係する複数の指標を設定し、その推移により、例えば、「消費者等の利

益の保護」などの主な規制影響要素の動きを把握する工夫が図られている。 

（効率性に関する情報について） 

効率性に関する情報については、「規制等の導入・改廃により期待される効果・負担」欄

が設けられており、例えば、政策名「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する

法律（「鉱山保安法」関連部分）」についてみると、「経済産業省における規制影響分析（Ｒ

ＩＡ）の試行実施に係る実施要領」で定めた様式を踏まえた形で、規制の実施により発生

する国民の負担と規制の新設により得られると見込まれる政策効果との関係について分か

りやすく示されている。また、各政策において「想定される選択肢の比較」欄が設けられ

ており、当該規制を現状のままとした場合と、改正した場合との比較が行われている。 

なお、内閣府の「規制影響分析（ＲＩＡ）の試行的実施について」（平成 16 年８月 13 日

内閣府事務連絡）では「可能な限り政策効果と国民の負担を定量化し推計」といった指針

が示され、これを受け、経済産業省では、平成 16 年 10 月１日から上記の経済産業省の実

施要領により、規制影響分析（ＲＩＡ）の試行を実施しており、今後これらに基づいた取

組が進展していくことが期待される。 



  

（注）１ 「得ようとする効果の明確性」欄には、得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」

のかが明らかにされているなどどのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとする

のかその状態が具体的に特定されている場合には「○」を、「何を」、「どうする」のかは説明されているもの

の、「どの程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていない場合には「△」を、得ようとする効果に

ついての記載がない場合には「－」を記入している。 

なお、政策を部分的・局地的に実施してその効果を検証し、それを基に全体的・全国的な事業実施を検討

していくというもの（いわゆるモデル事業に該当するもの）については「（モデル的な事業）」と記載してい

る。 

２ 「効果の達成見込みに関する根拠の分類」欄には、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類（推論

欄には「○」）を記入している（複数もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他の検証方法（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得

ようとする効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得ら

れると見込まれることを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込ま

れることを実証的に根拠付けている。 

３ 「効果の把握の方法の特定性」欄には、政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にされて

いる場合には「○」を、効果の把握の方法が不明確の場合には「△」を記入している。 

４ 「効率性に関する情報」欄には、当該政策（施策や事業）の実施に要する費用等に関する分析の結果が示

されている場合には「○」を、当該政策の実施に要する費用等の見込額、従来からの活動等についての予算

執行額（実績額）等の記載にとどまっている場合には「△」を、上記の情報が記載されていない場合には「－」

を記入している。 

 

（全体注）各府省の評価の実施状況を踏まえた横断的又は共通的な課題等の整理・分析については、今年

度末を目途に別途取りまとめる予定である。 

 

 

３ 事後評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

（政策効果の把握について） 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「評価法」

という。）では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。また、基本方針において、事後評価は、政策の決定後において、政策効果を把

握し、これを基礎として、政策の見直し・改善や新たな政策の企画立案及びそれに基

づく実施に反映させるための情報を提供する見地から行うものとされている（基本方

針Ⅰ－５－ア）。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

② 政策の実施により実際にどの程度の効果が得られているのかが、具体的に把握さ

れているか。また、把握された効果が、得ようとする効果の全体を表すものとなっ

ているか。 

③ 費用に見合った政策効果が得られたかどうかについて、どのような説明がされて

いるか。また、定量的な分析は試みられているか。 



  

 

（把握された効果と評価結果との関連性について） 

事後評価（事後の検証）においては、事前の時点に行った評価内容を踏まえ、実際

に得られた政策効果を把握・測定した上で、あらかじめ期待していた政策効果が得ら

れたのかどうか、見込んでいた政策効果と比べて実際に得られた政策効果はどのよう

に評価されるものなのかを明らかにしていくことが求められる。 

 

（２）審査の結果 

経済産業省では、同省政策評価基本計画において、同一・類似の目的を有する事業

をまとめた「施策」を基本単位として評価を行うこととしている。また原則として、

財政資金を使用する施策、政策の特性上、独自の評価方法による政策及び法令に基づ

く規制等の全ての政策を事後評価（政策を決定した後に行う評価）の対象とするもの

としている。 

これを受けて「平成 15 年度経済産業省事後評価実施計画」（平成 15 年経済産業省告

示第 118 号）では、「評価対象とされている施策のうち、事後評価時期が平成 15 年度

に設定されているもの」を事後評価の対象とする政策とされている。 

経済産業省が行った事後評価（18 施策 97 事業についての評価）について点検を行っ

た。 

 

個々の政策評価の審査の結果は、以下のとおりである（詳細は、別添２政策評価審

査表（事後評価関係）参照）。 

 

【審査結果整理表】 
 

整

理

番

号 

施策（施策及び施策に含まれる事業） 

得ようと

する効果

の明確性

把握した効

果の客観性

効率性に 

関する情報 

把握された効

果と評価の結

果との関連性

１ ＰＦＩ事業の促進 △ ○ ◎ ○ 

２ 地球環境問題への対策の推進 

 
（１）二酸化炭素削減等地球環境産業技術研究開発事

業 
○ ○ △ ○ 

 （２）温室効果ガス削減普及支援事業 △ 注６ ○ ○ 

 

（３）地域地球温暖化防止支援事業費 △ 

(モデル的

な事業)

注６ △ ○ 

 （４）地球環境保全関係産業技術開発促進事業 △ ○ △ △ 

 

（５）地球温暖化対策国内構築事業 △ 

(モデル的

な事業)

○ △ ○ 

 
（６）地域共同エネルギー使用合理化・多様化支援事

業費補助金 
△ 注６ △ ○ 

 （７）排出量削減取引市場設計事業 △ － △ △ 

 （８）地球温暖化防止支援事業 △ 注６ △ △ 



  

整

理

番

号 

施策（施策及び施策に含まれる事業） 

得ようと

する効果

の明確性

把握した効

果の客観性

効率性に 

関する情報 

把握された効

果と評価の結

果との関連性

 （９）国際エネルギー消費効率化等協力支援事業 △ 注６ △ △ 

 
（10）エネルギー使用合理化取引市場設計関連調査委

託費 
△ － △ △ 

３ 環境負荷物質対策 

 （１）ダイオキシン類対策技術等啓蒙普及調査 △ ○ △ ○ 

 （２）環境負荷物質対策調査 △ ○ △ ○ 

 
（３）生物の持つ機能を利用した環境中化学物質の高

度検出・計測技術の開発 
△ ○ ○ ○ 

 
（４）リデュース・リユース・リサイクル事業、適正

な廃棄物処理を行うための施設整備 
△ ○ △ ○ 

 （５）産業公害防止基金 △ ○ △ ○ 

 （６）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法関連環境対策資金 △ ○ △ ○ 

 
（７）公害防止用の設備の特別償却制度及び課税の特

例措置 
△ ○ △ ○ 

 （８）特定の資産の買換えの場合の課税の特例措置 △ ○ △ ○ 

 
（９）有害廃棄物等土壌汚染修復技術実用化開発 

△ 
(把握時期

未到） 
○ ○ 

 （10）産業公害防止技術開発費補助事業 △ 注６ △ △ 

 （11）石炭燃焼浮遊粒子状物質実態調査 △ ○ △ ○ 

 （12）ＰＣＢ適正管理推進 △ ○ △ ○ 

 （13）飛灰無害化技術開発 ○ ○ ○ ○ 

４ 高効率・低公害車の普及促進     

 （１）高効率クリーンエネルギー自動車開発 ○ ○ ○ ○ 

 （２）環境負荷低減に資する自動車の普及促進 △ ○ △ ○ 

 （３）電気自動車等に係る自動車取得税の特例措置 △ ○ △ ○ 

 
（４）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に係る自動車取得税の特

例措置 
△ ○ △ ○ 

 
（５）最新排出ガス規制適合車の取得に係る自動車取

得税の特例措置 
△ ○ △ ○ 

 （６）自動車税のグリーン化 △ ○ △ ○ 

 （７）低燃費車に係る自動車取得税の特例措置 △ ○ △ ○ 

５ ＩＴ分野における国際的な協調及び貢献     

 （１）アジアｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇの推進 △ ○ △ ○ 

 
（２）情報処理技術者育成の推進（海外ＩＴ技術者育

成） 
△ ○ △ ○ 

 （３）ＩＰｖ6に対応した情報通信機器共同研究 △ ○ △ ○ 

 
（４）先端マルチメディア情報システムの開発に関す

る研究開発 
△ ○ △ ○ 

６ コンテンツ制作・流通促進支援     

 
（１）ブロードバンドコンテンツのブレークスルー技

術等開発支援事業 
△ ○ △ ○ 

 
（２）コンテンツ・プロデュース機能の基盤強化に関

する調査研究  
△ ○ △ ○ 

７ 中心市街地活性化事業の推進     

 （１）商業・サービス業集積関連施設整備事業 △ ○ ◎ ○ 

 （２）地域振興整備公団出資事業 △ ○ ◎ ○ 

 
（３）中心市街地商業等活性化総合支援事業 

△ 
(把握時期

未到） 
△ ○ 

 （４）商業施設等の整備を行う者に対する出資融資等 △ ○ ◎ ○ 



  

整

理

番
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 （５）商店街・商業集積等活性化基本構想策定事業 ○ ○ △ △ 

 （６）中心市街地等中小商業活性化施設整備事業 △ ○ △ ○ 

 （７）中小商業活性化総合補助事業 ○ ○ △ ○ 

 （８）大型空き店舗活用支援事業 ○ ○ △ ○ 

 （９）ＴＭＯ及び商店街振興組合等に対する税制措置 △ ○ △ ○ 

 （10）流通業強化資金 △ ○ △ ○ 

 （11）商業タウンマネージメント計画策定事業 ○ ○ △ ○ 

 （12）ＴＭＯ活性化支援事業 ○ △ △ △ 

 

（13）ＴＭＯ診断・評価調査研究事業 △ 

(モデル的

な事業)

○ △ ○ 

 （14）商店街活性化専門指導事業 △ ○ △ ○ 

 （15）全国商店街振興組合連合会補助金 △ ○ △ ○ 

 （16）商店街振興組合指導事業 △ ○ △ ○ 

 
（17）原子力発電施設等周辺地域中心市街地活性化等

促進事業 
○ ○ ◎ ○ 

８ レアメタルの安定供給確保 ○ ○ ◎ ○ 

９ 海外炭の安定供給確保     

 （１）海外炭開発可能性調査 △ ○ △ ○ 

 （２）海外地質構造調査費等補助金 △ ○ △ ○ 

 （３）炭鉱技術海外移転事業 △ ○ ○ ○ 

 
（４）石炭生産・利用技術振興費補助金のうち生産技

術 
○ ○ △ ○ 

 

（５）石炭導入促進調査委託費のうち石炭保安技術 △ 

(モデル的

な事業)

○ △ ○ 

 
（６）石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金

（石炭分） 
△ ○ △ ○ 

10 石油製品流通安定化対策     

 （１）災害対応型給油所普及事業   △ ○ ◎ ○ 

 （２）石油情報普及啓発事業  △ ○ △ ○ 

11 石油製品販売業の構造改善支援 △ ○ △ ○ 

12 適正な品質の石油製品の安定的な供給     

 （１）石油製品品質確保事業費補助金 △ ○ ○ ○ 

 （２）軽油流通適正化事業費補助金 △ ○ △ ○ 

13 送配電設備の高度化     

 （１）共同溝 △ ○ △ ○ 

 （２）電線の地中化事業及び電力系統防災対策事業 △ ○ △ ○ 

 
（３）エネルギー需給構造改革投資促進税制による配

電多重化設備 
△ ○ △ ○ 

 
（４）エネルギー需給構造改革投資促進税制による四

百ボルト級配線設備 
△ ○ ○ ○ 

 （５）電線類の地中化設備に対する特例措置 △ ○ △ ○ 

14 
電力需給システムの高度化（負荷平準化、石炭火力発

電ＬＮＧ化等 
    

 （１）氷蓄熱式空調システム普及促進事業補助金 ○ ○ ◎ ○ 

 （２）超電導電力貯蔵システム技術開発 ○ ○ ◎ ○ 

 （３）海水揚水発電技術実証試験 ○ △ △ ○ 

 （４）既築中小建築物個別分散ガス冷房導入促進事業 ○ ○ ◎ ○ 

 （５）電力負荷平準化事業  ○ ○ △ ○ 
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（６）エネルギー需給構造改革投資促進税制（負荷平

準化設備） 
○ ○ △ ○ 

 （７）石炭火力発電天然ガス化転換補助事業 △ － △ △ 

15 中小企業経営資源強化対策     

 （１）都道府県等中小企業支援センター等事業 △ ○ ◎ ○ 

 （２）地域中小企業支援センター事業 △ ○ ◎ ○ 

 （３）中小企業・ベンチャー総合支援センター事業 △ ○ ◎ ○ 

 （４）センター等交流ネットワーク事業  △ ○ ◎ ○ 

 

（５）エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業  △ 

(モデル的

な事業)

○ ◎ ○ 

 （６）中小企業エネルギー対応情報提供事業 ○ ○ ◎ ○ 

 （７）中小企業環境・安全等対応情報提供事業  ○ ○ ◎ ○ 

 （８）養成研修事業 △ ○ △ ○ 

 （９）企業年金制度啓発普及事業 △ ○ △ ○ 

16 中小企業経営革新対策     

 
（１）中小企業経営革新事業及び中小企業経営革新支

援事業 
△ ○ ◎ ○ 

 （２）創業・経営革新意識喚起活動事業 △ ○ ◎ ○ 

 （３）中小企業経営革新等支援貸付 △ ○ ◎ ○ 

 （４）中小企業経営革新関連税制 △ ○ ◎ ○ 

17 地場産業振興対策      

 （１）地場産業活性化事業 △ ○ △ ○ 

 （２）全国地場産業販路拡大支援事業 △ ○ △ ○ 

18 小規模企業支援      

 （１）小規模事業支援事業 ○ △ ◎ ○ 

 

（２）まちの企業家等資金調達マッチングモデル事業 △ 

(モデル的

な事業)

－ △ △ 

 （３）小企業等経営改善資金融資事業（マル経融資） ○ ○ △ ○ 

 （４）小規模企業設備資金貸付事業・設備貸与事業 ○ ○ ◎ ○ 

合  計（18 施策 97 事業） 
○＝22 

△＝75 

○＝82 

△＝３ 

－＝４ 

◎＝23 

○＝８ 

△＝66 

○＝87 

△＝10 

総 
 
括 
 
記 
 
述 

（評価の実施時期） 
「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定）によれば、事後評価と
は「政策の決定後において、政策効果を把握し、これを基礎として、政策の見直し・改善
や新たな政策の企画立案及びそれに基づく実施に反映させるための情報を提供する見地か
ら行うもの」とされている。また事前評価については「政策の決定に先立ち、当該政策に
基づく活動により得られると見込まれる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の
可否を検討し、又は複数の政策代替案の中から適切な政策を選択する上で有用な情報を提
供する見地から行うもの」とされている。同一の施策にかかる評価については事後評価に
おいて「政策の見直し・改善」を行った後に、事前評価において「政策の決定に先立ち、
当該政策に基づく活動により得られると見込まれる政策効果を基礎として」評価を行うこ
とが肝要である。 
経済産業省では、「経済産業省政策評価実施要領」（以下「実施要領」という。）において、

当該要領設計に当たっての基本的考え方として「事前評価と事後評価とをリンクさせるこ
とを基本とする。」としている。 



  

総 
 
括 
 
記 
 
述 

今回の審査の対象となる事後評価の送付時期を見ると、事前評価書の送付後に事後評価
書が送付されて来たものが散見されるが、今後は事前評価と事後評価とをリンクさせると
している経済産業省の政策評価の取組を有意義なものとするためにも、事後評価の結果を
次年度の予算要求に係る事前評価に十分反映できるタイミングで事後評価を行うことが重
要である。 
（得ようとする効果の明確性） 
今回の評価では、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られた

とするのか、その状態が特定されているものは 22 事業であるのに対し、残る 75 事業にお
いては、得ようとする効果について、「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、
「どの程度」の効果が発現したことをもって得られたとするのか、その状態は必ずしも特
定されていない。事後評価においては、実際に発現した効果が期待どおりのものなのか、
当初得ようとしていた効果との関係はどのようになっているのかを明らかにすることが重
要である。すなわち、得ようとする効果と発現した効果との関係において、当初見込んで
いた効果は実際に得られたのか、得られなかったとすればどのような理由があり得るのか
を明らかにすることが求められる。 
このためにも、得ようとする効果をあらかじめ明確にしておくことが望ましい｡ 
（把握した効果の客観性） 
 実施要領においては、事後評価に当たって、可能な限り客観的・具体的なデータなどを
多用することとされている。 
具体的な評価をみると、例えば、施策名「中小企業経営資源強化対策」の事業名「中小

企業エネルギー対応情報提供事業」において、講習会の参加者数や参加者の省エネルギー
に対する意識の向上度を計測して効果をとらえようとしており、ほとんどの事業において、
客観的・具体的なデータにより効果を把握しようとしている。今後とも可能な限りこのよ
うな取組の一層の進展が望まれる。 
（効率性に関する情報） 
実施要領においては、事後評価に際し、費用便益分析に限界がある場合であっても、費

用効果分析ができるようにすることを目指すとされている。
今回の評価では、当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれ
る政策効果との関係について定量的な分析が試みられているものは 23事業である。例えば、
施策名「中小企業経営革新対策」の事業名「中小企業エネルギー対応情報提供事業」につ
いてみると、講習会参加者１人あたりの事業費の平成 13 年度から 15 年度の推移によって、
コストの分析が行われている。一方、66 事業においては、当該政策の実施に要する費用等
の見込額、従来からの活動等についての予算執行額（実績額）等の記載にとどまっている。
政策の特性上、得ようとする政策効果や把握した政策効果が費用に見合ったものとなって
いるかについて、定量的な分析を行うことが難しい政策があることも考えられるが、事後
評価においては、例えば、必要な効果がより少ない費用等で得られなかったのか、同一の
費用等でより大きな効果が得られなかったのか等、政策効果と当該政策に基づく活動の費
用との関係をできる限り客観的に明らかにする取組を進めていくことが望まれる。 

（注）１ 「整理番号」欄における番号は、経済産業省政策評価書に番号が付されていないため、当省において便宜

上通し番号を付した。 

２ 「得ようとする効果の明確性」欄には、得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」の

かが明らかにされているなどどのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとするの

かその状態が具体的に特定されている場合には「○」を、「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、

「どの程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていない場合には「△」を、得ようとする効果につ

いての記載がない場合には「－」を記入している。 
 なお、政策を部分的・局地的に実施してその効果を検証し、それを基に全体的・全国的な事業実施を検討 
していくというもの（いわゆるモデル事業に該当するもの）については「（モデル的な事業）」と記載してい 
る。 
３ 「把握した効果の客観性」欄には、実際に得られた効果が具体的に把握されている（「何が」、「どの程度」、

「どうされた」）場合には「○」を、効果についての記載はあるがどの程度の効果が得られたのかが明確にさ

れていない場合、効果の把握が個別的なものにとどまっており全体を表していない場合、「得ようとする効果」

が複数挙げられているにもかかわらず、そのうちの主要な効果が把握されていない場合等には「△」を、効

果についての記載がない場合には「－」を記入している。 
４ 「効率性に関する情報」欄には、当該政策（施策や事業）の実施に要する費用等に関する分析の結果が示

されている場合には「○」（当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果

との関係について定量的な分析が試みられている場合には「◎」）を、当該政策の実施に要する費用等の見込

額、従来からの活動等についての予算執行額（実績額）等の記載にとどまっている場合には「△」を、上記

の情報が記載されていない場合には「－」を記入している。 



  

５ 「把握された効果と評価の結果との関連性」欄には、把握された効果と評価の結果との関連性について、

不整合が特にみられない場合には「○」を、両者の関連性について必要な説明がなされていない場合には「△」

を記入している。 

６ 政策が未執行であり、評価書上に審査に必要な情報が記述されていなかったことから、審査が実施できな

かった。 
 
 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた横断的又は共通的な課題等の整理・分析につい

ては、今年度末を目途に別途取りまとめる予定である。 
 
 

 



「効果の達成見込みの根拠」欄

「分類」欄

「得ようとする効果」欄

評価書の記載順に従って番号を記入した。

政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。

　得られると見込まれる効果をどのように把握・推計したのか（事後の検証を予定している場合には、政策の
実施後に実際に得られた効果をどのように把握・測定するのか）を記入した。

　政策の実施により「得ようとする効果」が実際に得られる見込みについて、それがどの程度確実なものなの
か、その根拠（確からしさ）が評価の過程でどのように検証されたのかを整理し、記入した。

「手段」欄 政策目的の実現のために具体的に講じる手段を記入した。

「必要性及び効率性に関する特記事項」欄

　以下に該当するものについて記入した。
　「必要性」　当該政策の実施を明確に位置付けている法令、閣議決定等の政府方針に基づいていることが
　　　　　　記述されているもの
　「効率性」　当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果との関係に
　　　　　　ついて分析が試みられているもの

「効果の把握の方法」欄

「有効性」欄

　「得ようとする効果の達成見込みの根拠」の内容について、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類
を記入した（複数もあり得る。）。
「推論」　定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。
＜その他の検証方法（例示）＞
「比較」　過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により
　　　　得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。
「推計」　定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得ら
　　　　れると見込まれることを一定の手法により算出し根拠付けている。
「実験」　実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込ま
　　　　れることを実証的に根拠付けている。

政策評価審査表（事前評価関係）

　本審査表は、公表された「平成16年度法令に基づく規制等に係る事前評価書」（予算概算要求等に係る評価、研究開発を対象とした評価及び個々の公
共事業についての評価を除く。）を基に総務省の責任において整理したものである。
　各欄の記載事項については、以下のとおりである。

「整理番号」欄

「政策（名称、目的等）」欄 評価の対象とされた政策の名称、目的等を記入した。

欄　　　　　名 記　　　載　　　事　　　項

（説明）

【別添１】



効果の達成見込みの根拠 分類

1 ○悪質な訪問販売等に対す
る規制強化及び民事ルール
の整備
○連鎖販売取引等に関する
民事ルールの整備
○法執行手続きの整備

○消費者等の利益の保護 ○消費者トラブルの原因となる行為を行った事
業者に対して行政規制を講じ、各取引類型の特
性を踏まえた適切な民事ルールを整備すること
により、訪問販売・連鎖販売取引等の取引の公
正化と、消費者等が受けることのある損害の防
止による消費者等の利益の保護の実現に資する
と判断
○行政処分の迅速・的確化により、訪問販売・
連鎖販売取引等の取引の公正化と消費者等が受
けることのある損害の防止による消費者等の利
益の保護の実現に資すると判断

法的
義務
付け
によ
る効
果の
確保

以下の指標の推移によ
り、主な規制影響要素の
動きを把握
○苦情相談件数
○消費者への情報提供の
程度（各種広報資料への
配布数、経済産業省ホー
ムページ（消費者政策）
へのアクセス件数）

－

2 ○委託者資産の保全制度の
拡充
○商品取引員に対する規制
の見直し
○取引の決済について、現
行法では、各商品取引所内
で行うことになっている
が、複数商品取引所におけ
る取引の決済を一括して効
率的にできるよう、商品取
引所外での決裁を可能とす
る制度の整備
○商品取引所の組織形態に
ついて、現行法では、会員
制組織に限定されている
が、業務運営の効率化や資
金調達の円滑化ができるよ
う、株式会社形態を可能と
する。
○商品の売買等を業として
行う者（当業者）が有する
多様なリスクヘッジニーズ
に対応するため、商品取引
所外で行われる先物取引に
類似する取引を仲介するた
めの施設の開設を解禁す
る。

○委託者資産の保全
○委託者債権の保全
○競争環境の変化に応じた多
様な事業展開
○顧客トラブルの防止

○委託者資産の保全制度の拡充
　①取引証拠金の全額を商品取引所に直接預託
することにより、委託者が取引の委託をしてい
た商品取引員の破綻等の際にも、委託者は商品
取引所に対して直接に証拠金の返還請求を行う
ことができるため委託者資産の保全が図られる
と判断
　②商品取引員が委託者から預かった取引証拠
金以外の資産について、商品取引員の自己資産
との分離保管義務を厳格化（分離保管方法の厳
格化及び当該義務違反に対する罰則の導入）す
ることにより、委託者債権の保全が図られると
判断
　③商品取引員の破綻等によって万一委託者資
産が毀損した場合であっても、補償等を行う委
託者保護基金の制度を創設することによって、
①②とあわせて委託者資産の保全が図られると
判断
○商品取引員に対する規制の見直し
　①商品取引員の許可制度を市場横断的な包括
許可に改めることにより、商品取引員は、平成
16年末に予定されている委託手数料の完全自由
化をはじめとする競争環境の変化に応じた多様
な事業展開が可能となると判断
　②商品取引員が顧客に対する商品先物取引の
勧誘を行うに際して、商品先物取引の仕組み・
リスクの事前説明義務、適合性原則の規制強
化、不招請勧誘の禁止等の厳格な行為規制を課
すことによって、近年我が国商品先物市場にお
いて増加している顧客トラブルが防止されると
判断

法的
義務
付け
によ
る効
果の
確保

以下の指標の推移によ
り、主な規制影響要素の
動きを把握
○商品先物取引の市場規
模
○商品先物取引に係る苦
情・相談件数
○顧客への情報提供の程
度（経済産業省ホーム
ページ（商品先物取引関
連）へのアクセス件数）

－

整理
番号

得ようとする効果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握の方法
有効性

手段
政　　策

（名称、目的等）

特定商取引に関する法律
及び割賦販売法の一部を
改正する法律

商品取引所法の一部を改
正する法律
　



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

得ようとする効果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握の方法
有効性

手段
政　　策

（名称、目的等）

3 ○災害発生の減少
○り災者の減少
○事業者における（自主）保
安活動の実施

災害発生の減少、り災者の減少、これを実現す
るための事業者における（自主）保安活動の実
施が、主たる効果として考えられる。改正鉱山
保安法では、事前・一律の規制が整理・合理化
される一方、リスクマネジメントが求められる
ことから、合理的・効率的に保安を確保するこ
とが可能となり、鉱山全体に保安意識が浸透
し、創意工夫が促され、より高い水準の保安を
確保することが可能となると判断

法的
義務
付け
によ
る効
果の
確保

以下の指標の推移によ
り、主な規制影響要素の
動きを把握
○リスクマネジメントの
ための現況調査実施回数
○リスクマネジメントの
ための現況調査実施率
○災害発生件数
○災害発生率
○り災者数
○り災率

－

　（注）　本表は、経済産業省の「規制影響事前評価書」を基に、評価の対象とされた政策ごとに、当省が作成した。

鉱山保安法及び経済産業
省設置法の一部を改正す
る法律（「鉱山保安法」関連
部分）
　

○鉱業権者が行う保安上の
危険の把握とこれに対する
対策の実施・見直し（以下
「リスクマネジメント」と
いう。）を促し、鉱山に応
じた、適切かつ確実に保安
を確保させるための制度を
新たに導入
・鉱山の現況及び保安上の
危険に対する調査の義務づ
け
・この調査結果を踏まえ、
保安上必要な措置につい
て、適切に保安規程に反映
することを義務づけ
・災害の発生や他の鉱山で
の災害事例等を踏まえた見
直しを義務づけ
・現場に精通した鉱山労働
者の経験等を保安規程の作
成等の保安活動に反映　等

○一律・事前の規制の大幅
な整理・合理化
・機械器具等の経済産業大
臣による検定を廃止
・施設の工事計画に係る認
可を届出に変更。施設に係
る落成検査及び性能検査を
廃止。これに伴い、施設の
技術基準への適合等を義務
づけ
・保安技術管理者、係員等
多段階の保安管理機構を簡
素化
・鉱山特有の国家試験制度
を廃止　等



（説　明）

「効果の把握の方法」欄

「把握した効果」欄

欄　　　名 記　　載　　事　　項

「手段」欄 　政策目的の実現のために具体的に講じる手段を記入した。

「必要性及び効率性に関する特記事項」欄

　以下に該当するものについて記入した。
　「必要性」　当該政策の実施を明確に位置付けている法令、閣議決定等の政府方針に基づいていることが記述されているもの
　「効率性」　当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果との関係について分析が試みられている
　　　　　　もの

「効果の把握・
測定」欄

　実際に得られた効果の把握・測定方法を記入した。

　実際に得られた効果を記入した。

「評価の結果」欄 　把握した効果を基礎として導き出された評価の結論を記入した。

政策評価審査表（事後評価関係）

　本審査表は、公表された経済産業省の「平成15年度事後評価書」を基に総務省の責任において整理したものである。
　各欄の記載事項については、以下のとおりである。

「整理番号」欄 　評価書の記載順に従って番号を記入した。

「政策（名称、目的等）」欄 　評価の対象とされた施策の名称、目的等を記入した。

「得ようとする効果」欄 　政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。

【 別添２ 】



効果の把握の方法

1

年度 H13 H14 　合計

融資対象事業者数 2 2 4

融資額（億円） 18 9 27

把握した効果

○日本政策投資銀行融資実績

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

【効率性】
○単年度ごとの経
費削減効果:4.3億
円
○コスト:37万円

○ＰＦＩ導入件数
○融資実績（融資
額、融資件数）

○13年度以降に徐々に
実績が出始めたとこ
ろ。なお、平成15年度
においても３社が予定
されており、更に16年
度も実績が見込まれ、
ＰＦＩ事業の促進に効
果を上げている。

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

ＰＦＩ事業の促進

○民間資金活用型社会資本整備（政策金融）
 公共施設等の管理者等との適切なリスク分
担等の措置を講じた上で、民間の資金、経営
能力及び技術的能力を公共施設等の建設、維
持管理及び運営に活用することにより、低廉
かつ良質な公共サービスの提供を可能とする
社会資本の整備を行う。

○公共施設等の管理者
等との適切なリスク分
担等の措置を講じた上
で、民間の資金、経営
能力及び技術的能力を
公共施設等の建設、維
持管理及び運営に活用
することにより、低廉
かつ良質な公共サービ
スの提供を可能とする
社会資本の整備を行
う。

評価の結果



効果の把握の方法

２ ○2008～2012年（京都
議定書の第一約束期
間）において、基準年
比▲６％の温室効果ガ
ス削減達成する。

－ － －

－

 
シーズ探索

研究者交流
（長期招聘
派遣）

Ｈ13年度  3 5
Ｈ14年度  － －

 
招聘（長
期）

派遣（長
期）

 Ｈ13年度  6  2

 Ｈ14年度  5  3

 
招聘（短
期）

派遣（短
期）

Ｈ13年度  4 12
Ｈ14年度  7 4

  
技術動向調
査数

シーズ探索
テーマ数

Ｈ13年度  29 3
Ｈ14年度  14 5

 
開催件数

 Ｈ13年度  6

 Ｈ14年度  3

平成17年度終了予定の
事業であるため、まだ
目的が達成されていな
い。各指標の達成状況
は以下のとおり。

○技術動向調査
　毎年目標とする２～
３件のテーマ実施して
いる。
○シーズ探索
　事業開始から年度が
経っていないこともあ
り、H13年度に29件中3
件が応用研究に発展し
ている状況である。
○国内外の研究者の派
遣・招聘及び国際セミ
ナー開催
 研究者の人材育成、
研究交流を旨とした事
業であり、事業規模も
予算の影響が大きいた
め、目標件数は特に設
定していない。
○先導研究
　本格的な研究開発が
実施可能なテーマ数に
ついては、全ての事業
が実施中のため、中間
評価等の結果を踏まえ
て、研究開発に移行す
るかどうかの見極めを
行う。

○技術動向調査数

○環境技術に関する調
査について、毎年２～
３テーマ行い、その成
果を各種施策に反映さ
せる。
○技術シーズの抽出に
おいて、基礎（先導）
研究に移行可能な技術
テーマを事業中間年度
までに概ね10件程度用
意する。
○温室効果ガスを大幅
に削減可能で、尚かつ
プロジェクト研究開発
として実施可能な技術
テーマを概ね３～５件
程度用意する。
○国際セミナーや研究
者交流について、途上
国から可能な限りの技
術者を招聘し、セミ
ナー受講者の満足度及
び活用度を高める。

○技術要素別に定
められた研究開発
計画の達成度・進
捗状況
○得られた研究開
発を活用した応用
研究の発展状況
○国内外の研究者
の招聘・派遣数
○技術動向調査数
○セミナー開催に
よる途上国への技
術移転状況
○セミナー及び技
術情報ネットワー
クの満足度及び活
用度（アンケート
調査による）
○プロジェクト研
究開発が実施可能
な技術テーマ件数
○論文数及びそれ
ら論文の被引用度
数
○特許等知的所有
権数、特許等知的
所有権の実施状況
○特に、製品化に
際してのライセン
ス供与数、取得ラ
イセンス数
○国際標準形成へ
の寄与

発表についての満足度
（H14年度より一部アン
ケート開始）

ニュアース2002：72～
88％(非常に充実+充実)

 －

（１）二酸化炭素削減等地球環境産業技術研
究開発事業（補助）
　本格的なプロジェクト研究に移行する前段
階として、技術動向調査及び基礎研究を行
い、研究開発要素の見極め及び実現可能性及
び経済性等の評価を行う

【総予算額】
1,923,500千円

【総執行額】
991,487千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成17年度

○セミナー開催による途上国への技術移転状況
　研究者の交流及び情報交換の場であり、技術移転に
は直接結びついていない。

○セミナー及び技術情報ネットワークの満足度及び活
用度（アンケート調査による）

評価の結果
把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定

○技術要素別に定められた研究開発計画の達成度・進捗
状況
　ほぼ予定どおりの進捗であった。

○得られた研究開発を活用した応用研究の発展状況

○国内外の研究者の招聘・派遣数

地球環境問題への対策の推進
　
○以下の手段による
　

－

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

 
年度 論文数

論文の被引
用度数

シーズ探索  13 51 -
 14 47 -

長期招聘派
遣  13  6  -

 14 0 -
先導研究  13 5 -

 14 41 -

 

特許件数
(出願を含
む)

特許権の実
施件数

ﾗｲｾﾝｽ供与数

シーズ探索  8 - 0
 0 0 0

長期招聘派
遣  0  0  0

 0 0 0
先導研究  0 0 0

 4 0 0

 
取得ﾗｲｾﾝｽ数

国際標準へ
の寄与

シーズ探索  0 0
 0 0

長期招聘派
遣  0  0

 0 0
先導研究  0 0

 0 0

（共通指標）
○論文数及びそれら論文の被引用度数
○特許等知的所有権数、特許等知的所有権の実施状況
○特に、製品化に際してのライセンス供与数、取得ラ
イセンス数
○国際標準形成への寄与

○プロジェクト研究開発が実施可能な技術テーマ件数
　13年度採択事業について実施した中間評価におい
て、１件が本格的プログラムへ移行可能と評価され
た。 また、14年度事業については15年度に中間評
価、13年度採択事業については16年度に事後評価を予
定しており、その結果を踏まえ、研究開発に移行する
かどうかの見極めを行う。



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（２）温室効果ガス削減普及支援事業（委
託）
　京都議定書に定められる我が国の削減目標
の達成に向けて、国民各層が一体となった温
暖化対策への取り組みを促進させるため、以
下の３事業を行う。
 ・地域における温暖化防止に向けた取り組
みを示す「地域ビジョン作成支援」
 ・国民各層に対する温暖化防止への取り組
みを促すための「普及広報活動」
 ・二酸化炭素以外の温室効果ガス削減に向
けた「実用化技術開発支援」

【総予算額】
70,256千円

【総執行額】
－千円

【事業実施期間】
平成14年度～平成20年度

○地域ビジョン作成支
援
○普及広報活動
○実用化技術開発支援

【効率性】
○民間需要創出効
果：815.76億円
○雇用創出効果：
2,818人

○ＮＰＯ及び地方自治
体が作成する「地域ビ
ジョン」が相当程度策
定され、周辺地域にも
相当程度波及されてい
る。
○二酸化炭素以外の温
室効果ガス削減に向け
た「実用化技術開発支
援」については、事業
終了後（事業終了は平
成18年度の予定。）、
５年間以内に極力多く
の事業を実用化させる
ことを目標としている
ため、いまだ目的は達
成されていない。

－



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（３）地域地球温暖化防止支援事業費（補
助）
　地域における地球温暖化防止への取り組み
を促進させるため、温暖化防止地域ビジョン
等に基づく先進的かつ波及性の高い事業（エ
ネルギー起源二酸化炭素を除く）について、
先導的なモデル事業として支援を行い、その
成果について検証を行う

【総予算額】
196,456千円

【総執行額】
0千円

【事業実施期間】
平成14年度～平成18年度

○温暖化防止地域ビ
ジョン等に基づく先進
的かつ波及性の高い事
業（エネルギー起源二
酸化炭素を除く）につ
いて、先導的なモデル
事業として支援を行
い、その成果について
検証を行う

－ ○15年度に実施すべく
調整を図ってきたが、
費用対効果の大きい案
件が無かったことか
ら、執行を見送ってい
る。そのため、目的は
達成されていない。

（４）地球環境保全関係産業技術開発促進事
業（補助）
 石油の生産、利用に際して生じる環境負荷
の低減を図り、今後とも石油をクリーンに利
用していくための技術開発を提案公募により
実施する。

【総予算額】
7,561,540千円

【総執行額】
7,332,288円

【事業実施期間】
平成2年度～平成14年度

石油生産・利用の際に
生じる大気・水質・土
壌等への環境負荷を最
小化させることを目的
に、研究開発終了後、
５年間以内に極力多く
の事業を実用化させ
る。

○採択件数
○実用化件数
○論文数
○特許等知的所有
件数（出願を含
む）

－ ○鉄鋼、化学、建設、
機械、電力等幅広い業
種において多種多様な
観点から技術開発を推
進することができた。
○新分野への進出効
果、研究者の育成、研
究資金の調達等の技術
的な成果以外の効果も
得られている。

－

○採択件数：70件
○実用化件数：11件
○論文数：128件
○特許等知的所有件数（出願を含む）：205件



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（５）地球温暖化対策国内構築事業（委託）
 民間事業者を中心とした各主体による京都
メカニズム活用のために必要な国内における
インフラ整備として、以下の事業を進める。
ⅰ）排出量取引等の登録簿システムの開発
ⅱ）クリーン開発メカニズム運営組織整備事
業
ⅲ）地域温暖化対策モデル事業

【総予算額】
456,544千円

【総執行額】
263,550円

【事業実施期間】
平成14年度～平成20年度

ⅰ）排出量取引等
の登録簿システム
の開発
○登録簿システム
の立ち上げの有無
○構築されたデー
タ件数
ⅱ）クリーン開発
メカニズム運営組
織整備事業
○クリーン開発メ
カニズム運営組織
の立ち上げの有無
○クリーン開発メ
カニズム運営組織
等についての講習
回数
 ⅲ）地域温暖化対
策モデル事業
○モデル事業を行
う地域協議会の数
○ 検証の結果、内
容が不十分であっ
た場合の問題点の
数及び指摘の数

－ ○排出量取引等の登録
簿システムについて
は、基本的な機能は開
発済みであるものの、
運用は開始していな
い。
○クリーン開発メカニ
ズム運営組織事業につ
いては、講習会を実施
し、組織整備の目的を
達する一助となってい
る。
○地域温暖化対策モデ
ル事業を行う地域協議
会はない。

○排出量取引等の登録
簿システムの開発
○クリーン開発メカニ
ズム運営組織整備事業
○地域温暖化対策モデ
ル事業

ⅰ）排出量取引等の登録簿システムの開発
○登録簿システムの立ち上げの有無：基本的な機能は開
発済み。運用は開始していない。
○ 構築されたデータ件数：０件（運用を開始していな
いため）
ⅱ）クリーン開発メカニズム運営組織整備事業
○ クリーン開発メカニズム運営組織の立ち上げの有
無：我が国より６機関がCDM理事会へ申請中。
○クリーン開発メカニズム運営組織等についての講習回
数：平成14年度 ６回（149名）、平成15年度 ６回（120
人）
 ⅲ）地域温暖化対策モデル事業
○モデル事業を行う地域協議会の数：０件
○検証の結果、内容が不十分であった場合の問題点の数
及び指摘の数：０件



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（６）地域共同エネルギー使用合理化・多様
化支援事業費補助金（補助）
 事業者と市民やＮＧＯ等が協力して行うエ
ネルギー使用合理化・多様化に係る先進的な
取組を行うに当たっての資金の一部を補助す
る。

【総予算額】
197,242千円

【総執行額】
0千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成20年度

○事業者と市民やＮＧ
Ｏ等が協力して行うエ
ネルギー使用合理化・
多様化に係る先進的な
取組を行うに当たって
の資金の一部を補助

－ ○15年度に実施すべく
調整を図ってきたとこ
ろであるが，費用対効
果の大きい案件が無
かったことから，執行
を見送っている。

（７）排出量削減取引市場設計事業（委託）
　民間事業者等が自主的に行う国内での温室
効果ガス排出削減事業について、以下のよう
な事業を行う。
１）政府の発行する排出削減についての仮証
書取引に対する管理費用
２）排出削減量の算定、仮証書発行に係る第
三者認証費用
３）温室効果ガス排出量取引及び環境税にか
かる調査研究

【総予算額】
63,797千円

【総執行額】
57,663千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成20年度

○政府の発行する排出
削減についての仮証書
取引に対する管理費用
○排出削減量の算定、
仮証書発行に係る第三
者認証費用
○温室効果ガス排出量
取引及び環境税にかか
る調査研究

○試行的な取引の
実施
○29件の排出削減
プロジェクトの排
出削減量に関する
事前審査、事後評
価を実施

－ （７）～（10）共通
 
○国の支援により、京
都メカニズムの活用に
関するリスクを低減
し、民間事業者による
活用を促進することが
必要である。

－

－



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性、有効性及
び効率性等に関す
る特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（８）地球温暖化防止支援事業（補助）
　民間事業者等がCDM/JIとして実施する海外
におけるエネルギー起源CO2以外の温室効果
ガスの排出削減事業に必要な経費を助成す
る。

【総予算額】
405,324千円

【総執行額】
0千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成20年度

○民間事業者による
CDM/JI事業の実施件数
を増やすこと

○日本国政府によ
る事業承認件数
○ヘルプデスクへ
の相談件数

－

（９）国際エネルギー消費効率化等協力支援
事業（補助）
　民間事業者等がCDM/JIとして実施する省エ
ネ・代エネ技術の導入による海外におけるエ
ネルギー起源CO2の排出削減事業に必要な経
費を助成する。

【総予算額】
1,498,550千円

【総執行額】
0千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成20年度

○民間事業者による
CDM/JI事業の実施件数
を増やすこと

○日本国政府によ
る事業承認件数
○ヘルプデスクへ
の相談件数

－

（１０）エネルギー使用合理化取引市場設計
関連調査委託費（委託）
　エネルギー使用効率の観点を踏まえた温室
効果ガス削減についての自主目標を単独又は
共同で達成しようとする事業者が排出削減分
を相対で取引する場合等についての取引管理
等に対する委託事業を行う。
１）政府の発行する排出削減についての仮証
書取引に対する管理費用
２）排出削減量の算定、仮証書発行に係る第
三者認証費用

【総予算額】
98,400千円

【総執行額】
69,618千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成20年度

○政府の発行する排出
削減についての仮証書
取引に対する管理費用
○排出削減量の算定、
仮証書発行に係る第三
者認証費用

○試行的な取引の
実施
○29件の排出削減
プロジェクトの排
出削減量に関する
事前審査、事後評
価を実施

－

○日本国政府による事業承認件数：６件（うち補助実施
件数０件）
○ヘルプデスクへの相談件数：約90件

・日本国政府による事業承認件数：６件（うち補助実施
件数０件）
・ヘルプデスクへの相談件数：約90件

－



効果の把握の方法

３ ○環境負荷物質につい
て、無害化等の技術開
発、排出等の実態調
査、事業者に対する啓
発普及、公害防止用設
備等に係る助成措置な
どの対策を講じること
により、環境負荷物質
から生じ得る産業公害
の防止のための体制を
整備する。

－ － ○公害対策について
は、科学的知見の充実
や技術的可能性の高ま
り等によって常に見直
しが行われているた
め、これらの動きに対
応しつつ、引き続き総
合的な対策を講じてい
く必要がある。

（１）ダイオキシン類対策技術等啓発普及調
査（委託）
○ダイオキシン類対策技術啓発普及事業
　産業界における適切なダイオキシン類対策
を推進するため、ダイオキシン類の排出削減
のための対策技術マニュアルの策定や、対策
技術の啓発普及を行うための調査の実施。
○バーゼル法の確実な施行のための環境整備
　バーゼル法の確実な施行を確保するため、
輸出入される廃棄物の有害性及び海外におけ
るバーゼル規制の実態を調査するとともに、
輸出入事業者に対する啓発パンフレットを作
成し、関係者に配布。

【総予算額（平成12年度～15年度予算額の総
計】
35,718千円

【総執行額（平成12年度～14年度執行額の総
計】
26,549千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成17年度

○産業界における適切
なダイオキシン類対策
の推進
○バーゼル法の確実な
施行の確保

○「産業系ダイオ
キシン類排出制対
策技術」パンフ
レット配布先７団
体に対する電話に
よる聞き取り調査
○バーゼル法に関
する啓発パンフ
レット配布後に各
税関に対して行っ
た聞き取り調査

－ ○ダイオキシン、バー
ゼルのいずれについて
も、作成したパンフ
レットは配布されてお
り、法制度の周知のた
めに役立っている。

評価の結果
把握した効果

○「産業系ダイオキシン類排出制対策技術」パンフレット配
布先７団体とも内容的に満足しているとの結果が得られた。
また活用方法としては、団体会員企業への配布を中心に活用
されているとの結果が得られた。
（対策技術マニュアル配布先企業数
・平成12年度：4千部
・平成13年度：3千部
・平成14年度：3千部）
○輸出入業者や通関業者においてパンフレットが活用され、
バーゼル法に関する認識が浸透し、バーゼル法上不適切な輸
出入が行われていないとの結果が得られた。
（パンフレット配布先事業者数
・平成13年度：3千部
・平成14年度：3千部）
（輸出入事業者のバーゼル法違反（外為法違反を含む）件数
（平成12年度～14年度：０件）

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

環境負荷物質対策
　
○以下の手段による

－



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

測定箇所 排出濃度
（ng-TEQ/
㎥）

37箇所 ０－5.3

40箇所 ０－80000

５箇所 ０－0.14

８箇所 ０－140

○ダイオキシン類の排
出抑制対策の検討に資
する産業界におけるダ
イオキシン類の排出実
態の把握を行うことを
目的とし、排ガス及び
排水中に含まれるダイ
オキシン類について規
制対象外施設における
排出実態調査及びＰＯ
Ｐｓに関するストック
ホルム条約への対応と
して、ダイオキシン類
対策特別措置法附則第
二条の検討規定にあ
る、臭素系ダイオキシ
ンについての排出実態
調査

（２）環境負荷物質対策調査（委託）
　環境負荷物質について、我が国産業の排出
等の実態把握調査を実施し、物質毎の排出抑
制対策を講じる。 特に、ダイオキシン類に
ついては、産業系発生源からのダイオキシン
類排出実態調査を行い、産業界における排出
削減対策についての検討を行う必要がある。
また、ダイオキシン類対策特別措置法では未
規制となっている製造設備等の発生源からの
ダイオキシン類発生・排出実態調査を実施す
る（民間団体への委託により調査を実施す
る。）。

【総予算額（平成12年度～15年度予算額の総
計】
351,006千円

【総執行額（平成12年度～14年度執行額の総
計】
264,303千円

【事業実施期間】
平成７年度～平成17年度

排ガス中ダイオキシン類

排水中ダイオキシン類

○ダイオキシン類につ
いては、規制対象外施
設の排ガス中の濃度は
ほぼ基準値を満たして
いるが、排水中のダイ
オキシン類濃度は、基
準値を上回っている施
設が存在することが判
明した。
　臭素系ダイオキシン
類については、現状で
毒性等に関する知見が
不十分なため評価する
ことはできないが、今
後、更なる知見の収集
や排出実態が明らかに
なり対策を取る必要が
生じた場合に、その基
礎となる情報の集積が
できた。
　本調査の結果は、ダ
イオキシン類未規制発
生源検討会での検討資
料として利用され、現
在までダイオキシン類
特別措置法に基づく特
定施設の追加が順次行
われており、環境中へ
のダイオキシン類の発
生抑制に繋がってい
る。この結果、ダイオ
キシン類排出総量は、
平成９年から概ね88％
削減減少し、基本指針
で示した削減目標は達
成される見通しであ
る。

排水中ダイオキシン類（臭素系
ダイオキシン）

－

○ダイオキシン類の総排出量
・平成15年度予測：約800g-TEQ

調査対象

○ダイオキシン類排出実態調査

排ガス中ダイオキシン類（臭素
系ダイオキシン）

○排ガス及び排水
中に含まれるダイ
オキシン類につい
て規制対象外施設
における実態調査
○臭素系ダイオキ
シンについての実
態調査
○ダイオキシン類
の総排出量の推移
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（３）生物の持つ機能を利用した環境中化学
物質の高度検出・計測技術の開発
　事業者の有害物質に対するきめ細かい自主
管理の促進や環境汚染への適切かつ早期の対
応を図る
　生物の持つ高感度な認識・応答機能を利用
して、環境中の極微量の有害化学物質を、高
感度、広域的、高速、安価に測定できる技術
の開発を行う。

【総予算額（平成12年度～14年度予算額の総
計】
614,075千円

【総執行額（平成12年度～14年度執行額の総
計】
584,205千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成16年度

○事業者の有害物質に
対するきめ細かい自主
管理の促進や環境汚染
への適切かつ早期の対
応
○生物の持つ高感度な
認識・応答機能を利用
して、環境中の極微量
の有害化学物質を、高
感度、広域的、高速、
安価に測定できる技術
の開発

○検出感度 【効率性】
○ダイオキシン
類、環境ホルモン
等について、現在
の技術においてppt
レベルの測定を行
うと、測定に１か
月程度かかる上、
１サンプル25万円
程度の費用がか
かっている。本技
術開発を行うこと
により、測定に要
する時間を１日程
度まで短縮し、１
サンプルあたりの
測定コストを現状
以下に抑えること
ができる。

○ダイオキシン類、環
境ホルモン等の対策に
おいては、現在の測定
方法では測定に１か月
程度かかる上、１サン
プル２５万円程度の費
用がかかるため、広範
囲の正確な情報収集を
行う上で大きな足かせ
となっている。民間に
よる有効な測定技術の
開発を待っていると対
応に遅れが出る可能性
があるため、ダイオキ
シン類、環境ホルモン
対策の推進に不可欠な
高感度、広域的、高
速、安価に測定できる
技術の開発を、早急に
行うことで、環境対策
にかかるコストの低減
等を促進し、国民生活
や経済に対し多大な損
害を与えている有害化
学物質問題の解決を図
るものであり、国が委
託事業として実施する
ことが適正な課題であ
る。

○ビスフェノールＡ、ＰＣＢに対する抗体（認識素子）を開
発し、サブｐｐｂレベル（＜１ [ng/ml]）の検出感度が得ら
れたため平成１４年の目標は達成できたものの、最終目標で
あるｐｐｔレベル（０．００１～０．１ [ng/ml]）の検出感
度までは得られていない。また、認識素子から得られた信号
の増幅器（トランスデューサ）の開発の内、プローブ型ＳＰ
Ｒ検出装置、ウェーブガイドセンサについては、抗ビスフェ
ノールＡ抗体を認識素子として用いた場合は、平成１４年度
の目標レベルを達成したものの、抗ＰＣＢモノクローナル抗
体を認識素子として用いた場合は、平成１４年度の目標レベ
ルに達しなかった。
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日本政策投
資銀行

中小企業金
融公庫

国民生活金
融公庫

13年度融資件数 13件 75件 67件

13年度総融資額 8,165百万円 4,790百万円 1,298百万円

14年度融資件数 14件 93件 118件

14年度総融資額 10,938百万
円

7,545百万円 1,470百万円

○総融資額
○総融資件数

○総融資件数及び総融資額（４）リデュース・リユース・リサイクル事
業、適正な廃棄物処理を行うための施設整備
（政策金融）
○リデュース・リユース・リサイクル事業に
必要な施設整備に対して、政策金融により支
援
○法令等において、その普及促進の必要性を
定められているリユース・リサイクル品を利
用する設備投資（リサイクル資材を利用する
建築物を含む）に対して、政策金融により支
援
○適正な廃棄物処理を行うために必要な施設
整備に対して、政策金融により支援
○産業廃棄物を生じる者及び処理を行う者が
産業廃棄物処理施設を取得するために必要な
設備資金に対して、政策金融により支援

【事業実施期間】
日本政策投資銀行：平成９年度～平成14年度
中小企業金融公庫、国民生活金融公庫：平成
11年度～平成14年度

※リユース・リサイクル品普及促進については、利用実
績が低調であったため、平成16年度改正により廃止。

○リユース・リサイク
ル品普及促進について
は、利用実績が低調で
あったため、平成16年
度改正により廃止

○リデュース・リユー
ス・リサイクル事業に
必要な施設整備
○法令等において、そ
の普及促進の必要性を
定められているリユー
ス・リサイクル品を利
用する設備投資（リサ
イクル資材を利用する
建築物を含む）
○適正な廃棄物処理を
行うために必要な施設
整備
○産業廃棄物を生じる
者及び処理を行う者が
産業廃棄物処理施設を
取得

－
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（５）産業公害防止基金（財投）
○公害防止事業及び公害防止に関する施設の
取得について、低利融資を実施

【事業実施期間】
日本政策投資銀行：平成９年度～
中小企業金融公庫、国民生活金融公庫：平成
14年３月～

○公害防止事業及び公
害防止に関する施設の
取得について、低利融
資を実施

○総融資額
○総融資件数

－ ○不動産の担保価値の
下落、厳しい経済状況
に伴う経営状況の悪
化、厳しい金融状況の
下、多額の資金を必要
とする公害防止用設備
への投資は、低利で長
期の融資がなければ困
難な状況にある。業界
団体へのアンケート調
査結果によると、水質
汚濁防止法、ダイオキ
シン類対策特別措置法
等の規制の強化によ
り、過去20年で１件当
たりの公害防止用設備
投資額が数倍に上がっ
た事例が見られ、金額
も１千万円～数百億円
と多様ではあるが、非
常に高額となってい
る。このような事業者
の資金需要に対して、
本制度は長期、低利で
融資を行っており、実
績も順調に上がってい
る。

（６）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法関連環境対策資
金（財投）
○自動車ＮＯｘ・ＰＭ法による車種規制開始
による対策地域内の排出基準非適合車を所有
する事業者の排出基準適合車への車両代替を
促進するために必要な資金について低利融資
を実施

【事業実施期間】
日本政策投資銀行：平成５年度～
中小企業金融公庫、国民生活金融公庫：平成
14年３月～

○自動車ＮＯｘ・ＰＭ
法による車種規制開始
による対策地域内の排
出基準非適合車を所有
する事業者の排出基準
適合車への車両代替を
促進するために必要な
資金について低利融資
を実施

【達成年度】
平成19年度

○総融資額
○総融資件数
○二酸化窒素の環
境基準達成率
○浮遊粒子状物質
の環境基準達成率

－ ○自動車ＮＯｘ・ＰＭ
法による規制が本格的
に開始されるのは平成
15年10月からであり、
それ以降平成18年度を
ピークとして車両の買
い替え需要が発生する
ことが見込まれる。ま
た民間コンサルタント
の報告書によれば、経
営の厳しい中、車両の
代替を行う事業者の資
金需要は非常に高い。
　二酸化窒素、浮遊粒
子状物質の環境基準達
成率は改善の途上にあ
り、この点からも、事
業者の車両の代替を促
進していく必要があ
る。

○日本政策投資銀行
・総融資額：343億円（平成９年度～14年度）
・総融資件数:50件（平成９年度～14年度）
○中小企業金融公庫
・総融資額：506億円（平成９年度～14年度）
・総融資件数:734件（平成９年度～14年度）
○国民生活金融公庫
・総融資額：52億円（平成９年度～14年度）
・総融資件数:354件（平成９年度～14年度）

○日本政策投資銀行
・総融資額：46億円（平成５年度～14年度）
・総融資件数:23件（平成５年度～14年度）
○中小企業金融公庫
・総融資額：36.7億円（平成14年度）
・総融資件数:107件（平成14年度）
○国民生活金融公庫
・総融資額：25.5億円（平成14年度）
・総融資件数:333件（平成14年度）
○二酸化窒素の環境基準達成率
・全国：約80％（平成14年度）
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策区域内：約60％（平成14年度）
○浮遊粒子状物質の環境基準達成率
・全国：約35％（平成14年度）
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策区域内：約25％（平成14年度）
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（７）公害防止用の設備の特別償却制度及び
課税の特例措置（税制）
○国税において対象となる公害防止用設備に
ついて、初年度において16％の特別償却（構
築物については12％）を認める。
○地方税において対象となる公害防止用設備
について、固定資産税５／６軽減等、事業所
税３／４軽減、特別土地保有税非課税とす
る。

平成12 平成13 平成14

二酸化窒素 99.2% 99.0% 99.1%

浮遊粒子状物質 84.4% 66.6% 52.6%

二酸化硫黄 94.3% 99.6% 99.8%

ダイオキシン類
（水環境）

97.9% 97.9% 97.2%

ダイオキシン類
（大気環境）

98.9% 99.2% 99.7%

ベンゼン 79.7% 81.8% 91.7%

トリクロロエチレ
ン

100.0% 100.0% 100.0%

テトラクロロエチ
レン

100.0% 100.0% 100.0%

平成11 平成12 平成13

産業廃棄物の排出
量（億トン）

4 4.06 4

うち、再生利用量
（億トン）

1.71 1.84 1.83

うち、減量化量
（億トン）

1.79 1.77 1.75

うち、最終処分量
（億トン）

0.5 0.45 0.42

産業界全体からの
産業廃棄物最終処
分量（万トン）

2,442 2,008 1,920

最終処分場の残余
年数（年）

3.7 3.9 4.3

産業廃棄物の不法
投棄件数(件）

1,049 1,027 1,150

産業廃棄物の不法
投棄量（万トン）

43.3 40.3 24.2

○国税において対象と
なる公害防止用設備に
ついて、初年度におい
て16％の特別償却（構
築物については12％）
を認める。
○地方税において対象
となる公害防止用設備
について、固定資産税
５／６軽減等、事業所
税３／４軽減、特別土
地保有税非課税とす
る。

○公害防止用設備の特別償却制度（国税）総減税額：135.9億
円（平成11～14年度）
○公害防止用設備の固定資産税の課税標準の特例（地方税）
総減税額：232.1億円（平成11～14年度）
○公害防止用設備の事業所税の課税標準の特例（地方税）総
減税額：5.2億円（平成11～14年度）
○特定の資産の買換えの場合の課税の特例（国税）総減税
額：49億円（平成11～1３年度）
○公害防止設備投資額及び公害防止投資比率の推移
・投資額：約1,500億円（平成15年度計画額）
・投資比率：約5.3％（平成15年度計画額ベース）
○工場立地件数及び工場立地面積
・立地件数：約900件（平成14年度）
・敷地面積：約800ha（平成14年度）
○環境基準達成率等（年）
　大気、ダイオキシン関連

－ ○工場立地動向が芳し
くない中、企業の公害
防止用設備投資額は減
少傾向にあるが、実績
額及び全設備投資額に
占める公害防止用設備
の投資比率は一定の数
値を維持しており、特
に設備投資比率は平成
13年度7.2％、平成14
年度7.0％、平成15年
度5.4％と高い水準を
維持している。
　その結果、環境基準
達成状況は近年改善の
方向に向かっている。
公害防止税制は、企業
のこれらの設備投資を
大きく促進する効果を
持っている。

○総減税額
○公害防止設備投
資額及び公害防止
投資比率の推移
○工場立地件数及
び工場立地面積
○環境基準達成率
等

　産業廃棄物関連
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（８）特定の資産の買換えの場合の課税の特
例措置（税制）
　大気汚染防止法・騒音規制法・水質汚濁防
止法・湖沼水質保全特別措置法で規定する規
制区域内から規制区域外に土地等の資産の買
い換えを行った場合、取得資産の帳簿価額を
減額して記帳可能（圧縮割合：80％）

【事業実施期間】
公害防止用設備の特別償却制度（国税）：昭
和42年度～平成17年度
公害防止用設備の固定資産税の課税標準の特
例（地方税）：昭和49年度～平成17年度
公害防止用設備の事業所税の特例（地方
税）：昭和49年度～
特定の資産の買換えの場合の課税の特例（国
税）：昭和44年度～平成17年度

○公害防止用設備の特
別償却制度及び課税の
特例措置は、事業者が
水質汚濁の防止、大気
汚染の防止、ダイオキ
シン類排出抑制等の公
害防止対策を行うに当
たり、汚水処理設備、
ばい煙処理設備、ダイ
オキシン類排出抑制設
備等の個別の設備への
税制上の特例措置を実
施することによって、
事業者の非収益投資に
対する負担を軽減し、
同時に設備の導入の促
進を図り、もって「人
の健康被害の防止」、
及び「環境保全」を図
る

○総減税額 ー ○工場立地動向が芳し
くない中、企業の公害
防止用設備投資額は減
少傾向にあるが、実績
額及び全設備投資額に
占める公害防止用設備
の投資比率は一定の数
値を維持しており、特
に設備投資比率は平成
13年度7.2％、平成14
年度7.0％、平成15年
度5.4％と高い水準を
維持している。
　その結果、環境基準
達成状況は近年改善の
方向に向かっている。
公害防止税制は、企業
のこれらの設備投資を
大きく促進する効果を
持っている。

（９）有害廃棄物等土壌汚染修復技術実用化
開発（補助）
○重金属等が混入した汚染土壌から重金属等
を分離する土壌洗浄法のプロトタイプ実証試
験を実施

【総予算額（平成14年度～15年度予算額の総
計】
200,238千円

【総執行額（平成14年度】
67,145千円

【事業実施期間】
平成14年度～平成16年度

○汚染土壌を汚染が発
覚したサイト内で浄化
し、浄化後の土壌の再
利用が可能となる物理
化学的な手法のプロト
タイプ実証実験を行う
ことによる、土壌の効
果的な浄化の促進

③民間需要創出効
果と雇用創出効果
a)民間需要 １兆３
千億円
b)雇用 ４万人

○市街地における土壌
汚染の件数は近年増加
傾向にあり、国民の健
康への影響を防止する
観点から、平成15年２
月には土壌汚染対策法
が施行され、一定の条
件の下で事業者は汚染
土壌を浄化する義務を
負うこととされてい
る。これにより、土壌
汚染対策の推進が予想
されることから、今後
とも、土壌汚染と一体
となって地下水汚染対
策の推進を図る必要が
ある。
　そのため、事業の終
了年度である平成16年
度末に向けて技術開発
を行っている。

○特定の資産の買換えの場合の課税の特例（国税）総減税
額：49億円（平成11～1３年度）

(把握時期未到）
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（10）産業公害防止技術開発費補助事業（補
助）
○石油の生産、利用に際して生じる環境負荷
の低減を図り、今後とも石油をクリーンに利
用してゆくための技術開発で①環境負荷物質
の回収処理・再利用、代替物質開発、②大
気・水域・土壌等の汚染修復技術、③負荷物
質の影響予測、測定技術等に該当する技術に
対して公募による１／２の補助を実施

【総予算額（平成15年度）】：3.5億円

【総執行額】
－千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成19年度

○①環境負荷物質の回
収処理・再利用、代替
物質開発、②大気・水
域・土壌等の汚染修復
技術、③負荷物質の影
響予測、測定技術等に
該当する技術の開発

ー ○平成15年度開始事業
のため、今後、成果を
出すべく予算を執行し
ていく予定。

（11）石炭燃焼浮遊粒子状物質実態調査（補
助）
○本調査は、委員会形式で実施し、３ケ年計
画で文献、実態(発生源)調査を行う。 文献
調査は発生状況と低減対策技術について実施
する。調査期間はそれぞれ２年間とし第１年
目は文献収集、第２年目に取りまとめを行
う。 実態調査は工場で使用されている石炭
及びその他使用燃料について燃料施設別に排
煙中のばいじんについて粒径別に含有成分を
分析し、石炭燃焼の環境への影響負荷率を調
べ評価を行う。

【総予算額（平成13年度～15年度予算額の総
計】
118,000千円

【総執行額（平成13年度～15年度執行額の総
計】
75,795千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成15年度

○石炭燃焼浮遊粒子状
物質実態調査

○各方式における
石炭灰の除去の状
況

ー ○脱硫装置について
は、代表的な方法であ
る水酸化マグネシウム
式、石灰石・石膏式の
いずれについても大気
汚染防止法の排出基準
値を遵守するためには
十分な値を示したが、
脱硫装置内温度によっ
て除去率が左右される
ことが判明した。従っ
て、事業者が石炭を利
用して生産活動を行う
に当たっては、温度管
理を図りつつ、電気集
塵機、バグフィル
ター、脱硫装置を組み
合わせ、最終的に煙突
によって着地濃度を下
げることによって石炭
灰の除去を行うことが
必要である。

○水酸化マグネシウム式
・脱硫装置内温度51℃のとき除去率60.7％
・脱硫装置内温度46℃のとき除去率92.2％
○石灰石・石膏式
・脱硫装置内温度44℃のとき除去率100％

(把握時期未到）
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（12）ＰＣＢ適正管理推進
　ＰＣＢ含有物の適正管理の徹底を図るた
め、ＰＣＢ含有電気機器について使用状況の
実態把握を徹底する。また、ＰＣＢ含有電気
機器等の適正保管等について講習会及びパン
フレット配布により使用事業者への啓発活動
を行う。

【総予算額（平成13年度～15年度予算額の総
計】
134,484千円

【総執行額（平成13年度～14年度の執行額の
総計】
79,493千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成15年度

○ＰＣＢ含有物の適正
管理の徹底を図るた
め、ＰＣＢ含有電気機
器について使用状況の
実態把握
○ＰＣＢ含有電気機器
等の適正保管等につい
て講習会及びパンフ
レット配布による使用
事業者に対する啓発

○平成10年度調査
の未確認事業所に
おけるＰＣＢ含有
電気機器の使用状
況の確認
○使用事業者の講
習会参加者数
○事業者、環境団
体等のパンフレッ
ト配布先数

ー ○講習会、パンフレッ
トの配布によって使用
事業者への適正管理の
周知徹底を図ることが
でき、ＰＣＢ含有物の
不明紛失及び不適正な
処理の防止に役立っ
た。

○焼却飛灰処理技術の
目標
・金属回収率
Ｐｂ≧90％、Ｚｎ≧
90％
・ダイオキシン類濃度
排ガス中≦0.1ｎｇ-Ｔ
ＥＱ/Ｎ㎥
飛灰中≦１ｎｇ-ＴＥＱ
/Ｎ㎥
・省エネルギー（対従
来技術比）：19％
○溶融飛灰処理技術の
目標
・塩素除去
飛灰中塩素濃度≦１％
（除去率≧95％）
・製団鉱強度
対通常品比50％以上 　　
・金属回収率
Ｐｂ≧90％、Ｚｎ≧90％

・ダイオキシン類分解
率：99％以上
・熱回収率60％以上

○平成10年度調査における未確認事業所の内、使用状況が確
認でいた事業所数
・平成10年度調査結果（平成11年４月）：確認22,035事業
所、未確認51,915事業所
・平成12年度調査結果（平成13年４月）：確認36,759事業
所、未確認37,191事業所
○使用事業者の講習会参加者数
・各地方経済産業局管内：４回、沖縄：１回、合計33回開
催）
○事業者、環境団体等のパンフレット配布先数
・平成13年度26,000箇所
・平成14年度26,000箇所

○焼却飛灰処理技術の実績（達成度）
・金属回収率
Ｃｕ≧85％、Ｐｂ≧75％、Ｚｎ≧50％
・ダイオキシン類濃度
排ガス中＜0.1ｎｇ-ＴＥＱ/Ｎ㎥
飛灰中＜0.1ｎｇ-ＴＥＱ/Ｎ㎥
・省エネルギー（対従来技術比）：25％
○溶融飛灰処理技術の実績（達成度）
・塩素除去
飛灰中塩素濃度≒0.2％
（除去率≧98％）
・製団鉱強度
44～100％（支障なし）
・金属回収率
Ｐｂ≧98％、Ｚｎ≧90％
・ダイオキシン類分解率：99％以上
・熱回収率60％以上
○焼却飛灰処理技術市場創出効果：122億円／年
○溶融飛灰処理技術市場創出効果：57億円／年

（13）飛灰無害化技術開発（補助）
　既存の非鉄金属製錬施設を活用することに
よりエネルギーの使用合理化及び環境負荷の
低減を図りつつ、飛灰（焼却飛灰及び溶融飛
灰）に含まれるダイオキシン類を分解・無害
化したうえで、重金属（鉛、亜鉛等）の回収
するための技術の開発
　焼却飛灰と溶融飛灰は、構成成分比率（主
に重金属濃度、塩素濃度、ダイオキシン濃
度）が異なるため、それぞれの特徴に合った
処理技術（焼却飛灰処理技術及び溶融飛灰処
理技術）の開発

【総予算額（平成11年度～14年度予算額の総
計】
1,120,877千円

【総執行額（平成11年度～14年度の執行額の
総計】
1,002,384千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成14年度

【効率性】
○金属鉱業事業団
において事業を行
うことにより、民
間の研究機関で行
う場合に比較し
て、衆知を結集し
た効率的な技術開
発が可能であり、
・技術料等の負担
が無い（内容・規
模によるが総額の
数～数十％）
・有識者の参画を
実費負担程度の極
度に廉価なコスト
で求めることがで
きる（数十分の一
以下）
等のコストパ
フォーマンスが望
まれる。

○焼却飛灰及び溶融飛
灰中に含まれるダイオ
キシン類を分解・無害
化したうえで、重金属
（鉛、亜鉛等）を製錬
施設・技術の利用によ
り回収する技術を実証
した。金属回収におけ
る数値目標の一部は達
成できていないが、そ
の原因を究明しつつ実
用化に向けた方向性は
示されている。
　また、上記開発技術
による飛灰処理の副産
物として生成される浸
出残渣及びスラグはセ
メント原料として受入
可能な性状であるた
め、最終処分場を必要
としない飛灰処理が技
術的に可能であること
が実証された

○研究開発の実績



効果の把握の方法

４ ○航続距離、使用する
燃料の供給地域等の制
約を克服する技術開発
や、現行の低公害車導
入にあたってのインセ
ンティブ付与等を推進
し、高効率・低公害な
クリーンエネルギー自
動車を含む低公害車
を、今後、より広い地
域・事業者を対象とし
て普及させていく。

－ － ○政府として実用段階
にある低公害車（天然
ガス自動車、ハイブ
リッド自動車等）を
2010年までの出来るだ
け早い段階で1000万台
以上の普及させる目標
を掲げているところ、
着実に普及台数が増加
しており、施策効果が
現れており、引き続き
開発・普及に向けた取
組を継続して行う必要
がある。

整理
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政　　策
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得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

高効率・低公害車の普及促進
　
○以下の手段による

－

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定
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エネルギー
消費率（Ｍ
Ｊ/ｋｍ）

排出ガス
（ＮＯｘ）
（ｇ/ｋｗ
ｈ）

排出ガス
（ＰＭ）
（ｇ/ｋｗ
ｈ）

試作車A 3.97 0.48 0.09

試作車B 3.74 0.50 測定限界以
下

試作車C 8.21 0.73 0.002

試作車D 8.18 1.63 0.006

○本プロジェクトによ
り開発された、キャパ
シターハイブリッド機
構や、リチウムイオン
バッテリーなどの要素
技術を盛り込んだ自動
車が市場投入された。
今後とも、本プロジェ
クト開発した要素技術
を搭載した自動車が市
場投入されることが期
待される。
○上記中間評価委員会
でも、本事業につい
て、「国家プロジェク
トとして、次世代を担
う高効率クリーンエネ
ルギー自動車技術の実
用化に大きく貢献する
もの」との評価を得て
いる。

○技術的可能性の
評価・検証

（１）高効率クリーンエネルギー自動車開発
（補助）
　従来のクリーンエネルギー自動車にハイブ
リッドシステムを組み合わせることで、従来
車の２倍以上の燃費向上や超低レベル（最新
規制値より更に75％低減レベル）の排出ガス
性能といった、将来目指すべき高効率クリー
ンエネルギー自動車の技術的可能性を評価・
検証し、試作車レベルで技術の確立

【総予算額（平成9年度～15年度予算額の総
計】
4,633百万円

【総執行額（平成9年度～15年度の執行額の
総計】
4,190百万円

【事業実施期間】
平成9年度～平成15年度

○試作車Ａ
・エネルギー消費率：
3.36ＭＪ/ｋｍ
・排出ガス（ＮＯ
ｘ）：0.85ｇ/ｋｗｈ
・排出ガス（ＰＭ）：
0.05ｇ/ｋｗｈ
○試作車Ｂ
・エネルギー消費率：
3.53ＭＪ/ｋｍ
・排出ガス（ＮＯ
ｘ）：0.85ｇ/ｋｗｈ
・排出ガス（ＰＭ）：
0.05ｇ/
○試作車Ｃ
・エネルギー消費率：
8.27 ＭＪ/ｋｍ
・排出ガス（ＮＯ
ｘ）：0.85ｇ/ｋＷｈ
・排出ガス（ＰＭ）：
0.05ｇ/ｋＷｈ
○試作車Ｄ
・エネルギー消費率：
7.68 ＭＪ/ｋｍ
・排出ガス（ＮＯ
ｘ）：0.85ｇ/ｋＷｈ
・排出ガス（ＰＭ）：
0.05ｇ/ｋＷｈ

【効率性】
○平成12年度自動
車メーカー主要13
社の研究開発投資
額の合計は1.3兆円
に上るが、その過
半は環境対策に投
資されている。環
境対策投資の中で
も、大型車分野の
排ガス・省エネに
係る技術開発は不
安定要素が強いこ
ともあり、各社が
全く方向性を定め
ずに技術開発を行
うことで、仮に開
発内容の無用な重
複等があった場合
には、数千億円単
位での損失の可能
性がある。そのよ
うな中、総予算額
46億円の予算を効
果的に投入するこ
とによって、技術
の方向性を示し、
関連の技術開発の
重複を避けること
ができる。

○結果
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（２）環境負荷低減に資する自動車の普及促
進（政策金融）
○自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第12条に規定する窒
素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に
適合する自動車を取得する者、又これを取得
しリースする事業者（対策地域内、外）に対
して、政策金融による支援を実施
○電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッ
ド自動車（これらの自動車に必要な燃料供給
設備を含む）、低燃費かつ低排出ガス認定車
及び低ＰＭ認定車のいずれかを取得する運送
業者、リース会社等に対して、政策金融によ
る支援を実施

【事業実施期間】
・日本政策投資銀行　　平成５年度～平成15
年度
・中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫
平成13年度～平成15年度

○環境負荷低減に資す
る自動車の普及促進

【達成年度】
平成22年度

○総融資額
○総融資件数

－ ○自動車ＮＯｘ・ＰＭ
法の規制強化、東京都
を始めとした環境条例
強化などに伴い、排出
基準に適合しない自動
車は一定猶予期間経過
後に強制的に代替させ
ることになっている。
このため、厳しい景気
環境の中、物流の効率
化、経営環境の悪化な
どにより、資金繰りが
厳しいことから、車両
代替に伴う事業者の事
業資金を軽減し、円滑
な代替を促進するた
め、国が金融上で支援
することが必要であっ
た。

（３）電気自動車等に係る自動車取得税の特
例措置（税制）
○電気自動車（燃料電池自動車を含む）、天
然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブ
リッド自動車（トラック、バス）の取得に係
る自動車取得税の税率を2.7％軽減し、ハイ
ブリッド乗用車の取得に係る自動車取得税の
税率を2.2％軽減する特例措置を講ずる。
○低ＰＭ認定車の取得に係る自動車取得税の
税率を1.5％軽減する特例措置を講ずる。

【事業実施期間】
昭和50年度～

○電気自動車等に係る
自動車取得税の特例措
置

【達成年度】
平成22年度

○総減税額 － ○技術開発の進展や自
動車メーカーの努力、
一般消費者の環境に対
する関心の高まり等が
相まって、自動車税の
グリーン化の軽減対象
（低燃費かつ低排出ガ
ス認定車（☆☆☆））
となる自動車について
は、平成15年度の新車
新規登録台数の約65％
にあたる約258万台が
占めており、この結
果、低公害車、低燃費
車の保有台数は約711
万台（全保有台数（軽
自動車を除く）
の約14.2％）に達して
いることから、政策効
果があった。

○総減税額約60億円（平成13年度～15年度）

○日本政策投資銀行
・総融資額：47.4億円（平成５年度～15年度）
・総融資件数：29件（平成５年度～15年度）
○中小企業金融公庫
・総融資額：118.1億円（平成13年度～15年度）
・総融資件数：393件（平成13年度～15年度）
○国民生活金融公庫
・総融資額：230.1億円（平成13年度～15年度）
・総融資件数:3,713件（平成13年度～15年度）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

（４）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に係る自動車取
得税の特例措置（税制）
○自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の基づく対策地域内
で窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基
準に適合しない自動車を廃車し、最新規制適
合車の代替取得に係る自動車取得税を以下の
特例措置を講ずる。
・平成14年３月２日～平成15年３月31日
税率を2.3％軽減
・平成15年４月１日～平成17年３月31日
税率を1.9％軽減
・平成17年４月１日～平成19年３月31日
税率を1.5％軽減
・平成19年４月１日～平成21年３月31日
税率を1.2％軽減
　
【事業実施期間】
平成13年度～

【達成年度】
平成22年度

○総減税額 － ○技術開発の進展や自
動車メーカーの努力、
一般消費者の環境に対
する関心の高まり等が
相まって、自動車税の
グリーン化の軽減対象
（低燃費かつ低排出ガ
ス認定車（☆☆☆））
となる自動車について
は、平成15年度の新車
新規登録台数の約65％
にあたる約258万台が
占めており、この結
果、低公害車、低燃費
車の保有台数は約711
万台（全保有台数（軽
自動車を除く）
の約14.2％）に達して
いることから、政策効
果があった。

（５）最新排出ガス規制適合車の取得にかか
る自動車取得の特例措置（税制）
○中央環境審議会第３次答申で示された平成
15年規制適合車（ディーゼル中量貨物車、重
量貨物車）を取得する場合の自動車取得税の
特例措置を以下のとおり講ずる。
・平成14年 ４月１日～平成15年９月30日 税
率を1.0％軽減
・平成15年10月１日～平成16年２月28日 税
率を0.1％軽減
○中央環境審議会第３次答申で示された平成
16年規制適合車（ディーゼル重量貨物車）を
取得する場合の自動車取得税の特例措置を以
下のとおり講ずる。
・平成15年 ４月１日～平成16年９月30日 税
率を1.0％軽減

【事業実施期間】
昭和62年度～

○最新排出ガス規制適
合車の取得にかかる自
動車取得の特例措置

【達成年度】
平成22年度

○総減税額 － ○技術開発の進展や自
動車メーカーの努力、
一般消費者の環境に対
する関心の高まり等が
相まって、自動車税の
グリーン化の軽減対象
（低燃費かつ低排出ガ
ス認定車（☆☆☆））
となる自動車について
は、平成15年度の新車
新規登録台数の約65％
にあたる約258万台が
占めており、この結
果、低公害車、低燃費
車の保有台数は約711
万台（全保有台数（軽
自動車を除く）
の約14.2％）に達して
いることから、政策効
果があった。

○総減税額約31億円（平成12年度～15年度）

○総減税額約６億円（平成12年度～15年度）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

（６）自動車税のグリーン化（税制）
○自動車税について、排出ガス及び燃費性能
の優れた環境負荷の小さい自動車は、自動車
税を軽減し、新車新規登録から一定年数を経
過した環境負荷の大きい自動車は自動車税を
重くする以下の特例措置を講ずる。
（軽課）
・平成15年度に新車新規登録した電気自動車
（燃料電池自動車を含む）、天然ガス自動
車、メタノール自動車、低燃費車かつ低排出
ガス認定車（☆☆☆）を取得した者は、自動
車税を取得後１年間50％軽課。
（重課）
・新車登録から11年以上経過したディーゼル
自動車、１３年以上経過したガソリン車・Ｌ
ＰＧ車は、自動車税を10％重課。

【事業実施期間】
平成13年度～

○自動車税のグリーン
化

【達成年度】
平成22年度

○総減税額 － ○技術開発の進展や自
動車メーカーの努力、
一般消費者の環境に対
する関心の高まり等が
相まって、自動車税の
グリーン化の軽減対象
（低燃費かつ低排出ガ
ス認定車（☆☆☆））
となる自動車について
は、平成15年度の新車
新規登録台数の約65％
にあたる約258万台が
占めており、この結
果、低公害車、低燃費
車の保有台数は約711
万台（全保有台数（軽
自動車を除く）
の約14.2％）に達して
いることから、政策効
果があった。

（７）低燃費車に係る自動車取得税の特例措
置（税制）
○省エネ法に基づく燃費基準（トップラン
ナー基準）を早期に達成した自動車で、か
つ、国土交通省告示の低排出ガス認定実施要
領に基づく最新排出ガス規制より75％以上低
減した自動車（「以下、「低燃費車かつ低排
出ガス認定車」という」の取得に係る自動車
取得税の特例措置を講ずる。＜自家用：1.5
万円軽減、営業用・軽自動車：0.9万円軽減
＞
　
【事業実施期間】
平成11年度～

低燃費車に係る自動車
取得税の特例措置

【達成年度】
平成22年度

○総減税額 － ○技術開発の進展や自
動車メーカーの努力、
一般消費者の環境に対
する関心の高まり等が
相まって、自動車税の
グリーン化の軽減対象
（低燃費かつ低排出ガ
ス認定車（☆☆☆））
となる自動車について
は、平成15年度の新車
新規登録台数の約65％
にあたる約258万台が
占めており、この結
果、低公害車、低燃費
車の保有台数は約711
万台（全保有台数（軽
自動車を除く）
の約14.2％）に達して
いることから、政策効
果があった。

○405億円（平成12年度～15年度）

○約400億円（平成13年度～15年度）



効果の把握の方法

５ ○アジア各国と連携
し、ｅラーニングの普
及に必要な標準化及び
人材育成のための基盤
整備を行う。
○我が国産業に必要な
IT人材を確保できるよ
う環境を整える。
○ＩＰｖ6二対応した情
報通信機器の技術実証
と標準化を促進し、次
世代インターネット社
会の構築に資する。
○中国において情報化
推進に貢献する。

－ － －

（１）アジアｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇの推進
（委託）
  アジア各国でＩＴ技術者試験の創設、ＩＴ
技術者試験スキル標準に基づいた試験実施機
関との相互認証、問題作成及び試験実施運営
等に関するノウハウ支援を通じ、我が国ＩＴ
産業がアジア大で優秀なＩＴ人材を調達でき
る環境の整備

【総予算額】
1,184,300千円

【総執行額】
1,164,500千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成18年度

○我が国主導のによ
り、アジア大でのｅ
ラーニングシステム、
コンテンツの標準化の
推進や良質なコンテン
ツを作成できる人材育
成支援等を行うことに
よりｅラーニング市場
の拡大を図る。
○我が国ｅラーニング
ベンダー産業でのアジ
アでの市場展開に向け
た基盤整備を図る。

－ ○国際カンファレンス
等を通したｅラーニン
グに関する政策動向・
技術動向等の最新情報
の交換・共有を図るこ
とが可能となった。

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

ＩＴ分野における国際的な協調及び貢献
　
○以下の手段による

－

○ＡＥＮ（Ａｓｉａ　ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）の設立に合意する“Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔａｔｅｍｅｎ
ｔ”を採択
○アジア各国と連携したＷＧにおけるｅラーニングの最新
リファレンスモデルを提供
○アジア５カ国及び米国の標準規格推進団体の専門家とｅ
ラーニングのシステム・コンテンツの相互運用性を確認す
る実証実験の継続実施に関する合意
○アジアの９ヶ国・地域間での情報処理技術者試験の相互
認証の実施



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

（２）情報処理技術者育成の推進（海外ＩＴ
技術者育成）(補助）
○ＩＴ人材育成のための試験を実施している
アジア各国の試験内容にリンクしたカリキュ
ラムに基づく研修事業
○自国においてＩＴ人材育成を行う際に必要
となるインストラクターを養成するための研
修の現地又は我が国での実施

【総予算額】
483,688千円

【総執行額】
471,988千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成17年度

○自国においてＩＴ人
材育成を行う際に必要
となるインストラク
ターの要請

○アジア各国にお
ける研修実績

－ ○アジア各国での人材
のスキルアップがなさ
れ、日系企業での採用
状況や外国人ＩＴ技術
者を我が国に受け入れ
る環境は着実に整って
きた。

－

日本のＩＰｖ６商
用アドレス配布機
関数

33 53

中国のＩＰｖ６商
用アドレス配布機
関数

1 4

ＩＰｖ４ア
ドレス地域
別シェア

ＩＰｖ６ア
ドレス地域
別シェア

アメリカ合衆国 67% 17%

日本 6% 15%

カナダ 3% 13%

平成15年４
月

（３）ＩＰｖ6に対応した情報通信機器共同
研究（補助）
　我が国の技術力、研究開発能力を活用し
て、中国の期間と共同で実施するＩＰｖ６に
対応した情報通信機器に関する研究事業の実
施

【総予算額】
1,819,103円

【総執行額】
1,168,612円

【事業実施期間】
平成14年度～平成16年度

○ＩＰｖ６に対応した
情報通信機器の技術実
証と標準化を促進し、
我が国産業に必要なＩ
Ｔ人材を確保できるよ
うに環境を整える。

○ＩＰｖ６商用ア
ドレス配布機関数
○世界に占めるア
ジア権のＩＰｖ６
商用アドレス配布
機関数
○ＩＰｖ４アドレ
ス及びＩＰｖ６ア
ドレス地域別シェ
ア

平成14年４
月

○中国国内の主要都市
間にＩＰｖ６試験網を
構築し、日中間で接続
試験を試みることで基
盤は整ったといえる。
今後、この回線網を有
効活用、アプリケー
ション開発等を通じ、
次世代インターネット
社会において我が国の
中国市場における優位
性を確保することを目
指す。

○アジア各国における研修実績：400名（平成15年度まで）

○ＩＰｖ６商用アドレス配布機関数

○世界に占めるアジア権のＩＰｖ６商用アドレス配布機関
数　107／370（29.8%）

○ＩＰｖ４アドレス及びＩＰｖ６アドレス地域別シェア



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

－○中国において、物
流・遠隔教育・農業・
防災・遠隔医療・環境
の６分野において、マ
ルチメディア技術を用
いた先進的な情報シス
テムの共同開発を行う
ことにより、情報化推
進に貢献する。

（４）先端マルチメディア情報システムの開
発に関する研究開発
○物流の入荷、在庫、出荷の各部門を連携し
た管理機能を有する総合物流システムの研究
開発
○２つの離れた大学をモデルにして、リアル
タイム遠隔教育、オンディマンド遠隔教育シ
ステム整備とそれに使用する電子教材作成シ
ステムの研究開発
○農業技術情報や収穫予測、気象情報を提供
する農業生産情報システムと、生産者と市場
を結ぶ農産物販売情報システムの研究開発
○衛星画像データ等を用いた水害監視と防災
指令発出システムを整備するとともに、水害
予測シミュレーションシステムの研究開発
○超高精細３Ｄ画像を用いた遠隔臨床診断を
行うことができる遠隔医療システムの研究開
発
○衛星画像データ等を用いた森林火災監視と
消化指令発出システムを整備するとともに、
森林火災炎症シミュレーションシステムの研
究開発

【総予算額】
152,450千円

【総執行額】
1,040,524千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成14年度

○研修生受入数
○研究者派遣人数
○研究開発された
技術の実用化件数

○研究者派遣人数：30人（13年度）、18人（14年度）

○６分野の研究開発成
果は、中国国内での評
価を受け、総じて実施
目標を実現し、成功し
た。この成功は社会的
に比較的大きな利益を
生み出し、その影響力
も小さくない。今後は
この６分野のプロジェ
クトが中国国内の情報
化普及事業に堅実な基
礎を築くと思われる。

○平成12年までにシステム構築を行い、運用を開始した。
彼杵、14年度まで、システム運用・評価及びソフトウェア
機能の拡充等を実施した。

○研修生受入数:29人(13年度）、21人(14年度）

○研究開発された技術の実用化件数：０件（13,14年度）



効果の把握の方法

６ 　コンテンツ制作・流通促進支援
　
○以下の手段による
　

○ブロードバンド市場
という新しい市場を創
出するとともに、コン
テンツをビジネスに結
びつけるプロデュース
機能の強化を図り、我
が国コンテンツ産業の
国際競争力強化を図
る。

－ － ○2003年４月時点で
700万人程度であった
ＤＳＬ加入者数は、
2003年12月時点には、
1000万人を超え、デジ
タルコンテンツ市場
も、10％を超える水準
で成長する見込みであ
る。
○このように、着実に
ブロードバンドコンテ
ンツ市場は成長してお
り、コンテンツ事業者
の新たな流通ルートと
して機能し始めている
状況にある。

－

1999年 2000年 2001年 2002年

14,833億円 17,866億円 19,034億円 20,573億円

平成15年３月 １件

平成15年10月 １件

１件

（１）ブロードバンドコンテンツのブレーク
スルー技術等開発支援事業（補助）
　ブロードバンド時代の到来に向けてインフ
ラ等の整備が進みつつある中で、ブロードバ
ンドネットワークを流通するコンテンツの不
在が深刻となっている。ブロードバンドの特
徴である大容量、双方向性を利用したコンテ
ンツビジネスが開始されるためには、ブロー
ドバンドに適応した新しいビジネスモデルや
権利処理モデルの創設、技術的課題の解決が
必要。
　こうした課題の克服は、ブロードバンド事
業展開の可能性のあるコンテンツ制作事業者
のみの力では困難であることから、国が個別
の課題に対して補助することによりコンテン
ツ制作事業者によるブロードバンド事業参入
に対するボトルネックの解消を図る。

【総予算額】
2,586,001千円

【総執行額】
2,007,663千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成15年度

○ブロードバンドコン
テンツのブレークス
ルー技術等開発支援

○デジタルコンテ
ンツの市場規模

2003年

22,783億円（予測）

○デジタルコンテンツ市場規模

－

平成16年３月事業着手予定

○2005年までにデジタ
ルコンテンツ市場を
1999年時の２倍とする
ことを目標にブロード
バンドコンテンツビジ
ネスの成功事例の創出
を行った。
○市場は順調に伸びて
おり（ここ３年の平均
伸び率は8.43％、2003
年は10.7％）、概ね達
成しているといえる
が、目標達成（2005年
時、29,666億円）に
は、2004年、2005年の
市場伸び率が15%程度
必要となることから、
一層のデジタルコンテ
ンツ市場拡大に向けた
加速化が必要。・技術
開発は、時間とエネル
ギーを必要とすること
から、単年度による取
り組みは、事業者側の
体制も十分に構築する
ことが困難

○事業化案件

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

（２）コンテンツ・プロデュース機能の基盤
強化に関する調査研究 （委託）
　映像・音楽・ゲーム等のコンテンツ産業の
発展・国際競争力の強化は現在の我が国の課
題の１つとなっている。コンテンツ産業の活
性化を図るためには知的財産としてのコンテ
ンツをビジネスに結びつけその価値を最大化
することがポイントとなる。ところが現在の
日本にはプロデューサー人材が不足している
ため、コンテンツの価値が十分に発揮されて
いないという問題が指摘されている。本事業
ではコンテンツ産業発展の要となるプロ
デューサー人材育成のための体制構築を目指
す。具体的には、プロデューサー人材育成の
カリキュラム・テキストの策定及び普及を行
う。現在日本にはプロデューサー人材を体系
的に育成するカリキュラム・テキストがない
ため、プロデューサーに必要とされる知識・
ノウハウ（関連法制、資金調達手法、海外と
の取引実務等）を体系化したカリキュラム・
テキストのプロトタイプを策定し、教育機関
等において策定したカリキュラム・テキスト
を用いた講座を実験的に実施し、その評価を
行う。
　１６年度、１７年度は、講座の結果を評価
し、カリキュラム・テキストを補充、強化す
ると同時に講座の実施機関の拡充を目指す。

【総予算額】
100,000千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成17年度

○コンテンツ産業発展
の要となるプロデュー
サー人材育成のための
体制構築

○テキストの作
成、公表状況
○実証講座の開催
状況

－ （把握時期未到）・テキスト14冊を作成、公表
・現在６機関において、実証講座を開講中（受講生数約250
名）



効果の把握の方法

７ ○各市町村において、
中心市街地の商業集積
としての魅力や機能性
を向上させることによ
り、中心市街地に人を
集め、賑わいを生み出
すとともに、地域コ
ミュニティの場（人が
住み、育ち、学び、働
き、集い、交流する
場）としての中心市街
地を再生する。

－ － ○市町村等向け事業
　支援策が市町村によ
る取り組みへの推進力
になるとともに、支援
策を活用して実施した
事業については、市町
村自身は目標を達成し
たと自己評価してお
り、実際にも過半の支
援事業終了地域では、
改善の兆しが見られ
る。今後は、事業によ
る効果を継続させ更に
大きな効果を挙げてい
く必要がある。
○ＴＭＯ等向け事業
　効果を測定するため
のベンチマークを予め
設定しておき、状況変
化への対応を取るため
に企画立案後、実施、
検証、見直しという商
業活性化のためのマネ
ジメント能力を高める
ことが重要。個別事業
の実施について、実施
能力をもった人材確保
を含めた対応策を講じ
ていくことが必要
商業を含めた中心市街
地活性化の取り組み
は、郊外開発の抑制や
中心市街地への公共施
設の再集約化といった
都市計画との整合性に
も十分な留意が必要が
ある。

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

中心市街地活性化事業の推進
　
○以下の手段による
　

－

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

小売販売額 小売店舗数 売場面積

件数 30件 21件 26件

41市町村中
の割合※１

73.2％ 51.2％ 63.4％

（参考）
全市町村計※２

50.6％ 30.8％ 53.4％

年　度 利用台数 利用回転数

計　画 1,084,320 4.0

13年度 651,893 2.4

14年度 644,098 2.4

15年度 326,851 2.4

計　画 245,160 3.0

13年度 128,453 2.1

14年度 247,401 3.0

15年度 126,277 3.1

計　画 405,144 1.7

13年度 157,184 1.6

14年度 427,915 1.8

15年度 239,125 2.0

計　画 444,960 1.5

15年度 383,656 2.6

計　画 154,440 1.3

13年度 302,350 2.5

14年度 334,614 2.8

15年度 193,557 3.3

○平成14年商業統
計調査（対象期
間：平成13年４月
～14年３月）

【効率性】
　既に施設整備事
業が完了し、当該
施設の共用を開始
している顧客利便
施設（駐車場等）
のうち、商業施設
が隣接している事
業において当該商
業施設の売上額が
確認できる３施設
について、
・出資額合計
　49億円
・隣接商業施設売
上額合計
　約140億円（平成
14年度単年ベー
ス）

施設Ａ
（Ｈ11．４～）

※平成15年度については上半期（４～９月）の実績

施設Ｃ
（Ｈ13．11～）

施設Ｄ
（Ｈ15．４～）

施設Ｅ
（Ｈ12．12～）

（１）～（４）共通
「市町村等向け事業」
としての評価結果

○支援策が市町村によ
る取組への推進力にな
るとともに、支援策を
活用して実施した事業
については、市町村自
身は目標を達成したと
自己評価しており、実
際過半の支援事業終了
地域では、改善の兆し
が見られる。

○施設整備費（土地代
を含む）に相当する額
のうち、一定額を地域
振興整備公団が出資

○平成15年度駐車
場運用実績

施設Ｂ
（Ｈ13．７～）

【効率性】
　平成12年度まで
に施設整備が完了
し、当該施設の共
用を開始している
顧客利便施設（駐
車場等）のうち、
商業施設と直接関
連のある事業にお
いて当該商業施設
の売上額が確認で
きた３事業につい
て、
・補助額合計
　約37億円
・当該商業施設売
上額合計
　約188億円（平成
14年度単年ベー
ス）

（１）商業・サービス業集積関連施設整備事
業（補助）
　市町村や第３セクターが、基本計画に則っ
て、住民や事業者の利便性を高めるための駐
車場、多目的ホール等の商業基盤施設の整備
を行う場合、その整備費（土地代を除く）に
対して補助

【総予算額】
17,438,114千円
【総執行額】
16,074,538千円
【事業実施期間】
平成10年度～平成19年度

（２）地域振興整備公団出資事業（出資）
　中心市街地活性化法に基づいて市町村が策
定する基本計画に則り、商業基盤施設及び都
市型施設の整備に行う地方公共団体が出資す
る第３セクターに対して、施設整備費（土地
代を含む）に相当する額のうち、一定額を地
域振興整備公団が出資する。

【総予算額】
19,800,000千円

【総執行額】
19,200,000千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成14年度

○商業・サービス業集
積関連施設整備

※１　平成12年度までに本事業により施設整備が終了し
　　た41市町村が各件数に占める割合を記した。

※２　比較可能な全市町村中の割合

○伸び率（年率換算）を前回の平成11年調査の伸び率比較
し、減少から増加に転ずる又は減少幅が減少した中心市街地
数

○駐車場運用実績（整備が完了した５施設）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（３）中心市街地商業等活性化総合支援事業
（補助）
　基本計画に則って、市町村等が行う商業基
盤施設、商業施設の整備及びソフトの商業活
性化事業※をパッケージとして一括して補助
を行う。
　
　※商業活性化事業：イベントの開催や商店
街カード事業用ソフト開発等による商業活性
化を図る事業

【総予算額】
9,940,402千円

【総執行額】
8,512,807千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成17年度

○市町村等が行う商業
基盤施設、商業施設の
整備及びソフトの商業
活性化事業をパッケー
ジとして一括して補助

○平成14年商業統
計調査（対象期
間：平成13年４月
～14年３月）

－

（３）-２中心市街地商業等活性化総合支援
事業（補助）

○本事業は、平成13年度からの補助事業であり、平成14年商
業統計調査のデータには効果が反映されていないため、今回
の評価では効果の定量的把握までに至らなかった。



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

12年度 13年度 14年度

利用件数（口数） ２ ３ ４

出融資額（億円） 16 40.4 22.1

12年度
（２事業）

13年度
（３事業）

14年度
（５事業）

年間販売額合計
（億円）

47 464 701

（５）商店街・商業集積等活性化基本構想策
定事業（補助）
　市町村が行う、中心市街地活性化法の基本
計画策定、商業ビジョン策定等に必要な調
査・研究に対して補助を行う。

【総予算額】
2,580,405千円

【総執行額】
2,120,961千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成17年度

○交付市町村のうち９
割が事業開始後３年以
内に基本計画を策定す
ること

○補助金交付先の
計画査定状況

－ ○16年度の補助金額は
55.3億であり、ＴＭＯ
等が行うハード整備や
ソフト事業へ支援を行
うことにより、顧客や
地域住民の利便性が向
上し、中心市街地・商
店街の利便性や魅力が
向上し、当該中心市街
地・商店街の活性化が
図られ、当該商業集積
における民間消費の増
加、それに伴う商店街
の売上増加、新規出店
企業の増加等による民
間投資の拡大が図られ
る。

（４）商業施設等の整備を行う者に対する出
資融資等（政策金融）
〔日本政策投資銀行〕
・特定中心市街地において店舗等の商業施設
を行う者に対して出融資を行う。
・特定中心市街地において駐車場、多目的
ホール等の商業基盤施設整備を行う者に対し
て出融資を行う。
・特定中心市街地において、都市型新事業に
係る事業を行う者に対して融資を行う。
〔産業基盤整備基金〕
・認定特定事業者が行う特定商業施設整備事
業に必要な資金を調達するために発行する社
債及び当該資金の借入に係る債務について保
証を行う。
・日本政策投資銀行等が行う認定特定事業計
画に従って行う特定商業施設整備事業に必要
な資金の貸付けについて、日本政策投資銀行
等に対し利子補給を行う。
・展示会の開催その他の顧客の増加に寄与す
る事業を支援する事業及び研修その他の小売
業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する
事業であって、特定中心市街地における商業
の活性化に資するものに必要な資金の出資を
行う。
・特定中心市街地における商業の活性化に関
する情報の収集、整理及び提供を行う。

【総融資額】
78億円
【総融資件数】
９件

○平成14年度までに施設が完成した事業の売上高合計

○商業施設等の整備を
行う者に対する出資融
資

○平成10年度から14年度までにおける補助金交付先の計画査
定状況（平成15年５月末現在）
　補助金交付市町村数508件中、基本計画等策定市町村数446
件（策定率：88％）

○出融資利用実績
○平成14年度まで
に施設が完成した
事業の売上高合計

○出融資利用実績

【効率性】
　既に施設整備事
業が完了し、当該
商業施設の売上額
が確認できる４施
設について、
・出資額合計
　約41億円
・売上額合計
　約700億円（平成
14年度単年ベー
ス）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

達成できた ほぼ達成で
きた

やや達成で
きなかった

a市民の認知度 35.6 56.3 5.7

b利用率 29.4 52.9 5.9

c通行量への寄与 16.1 54.0 18.4

d商業への寄与 9.2 44.8 29.9

達成できな
かった

不明

a市民の認知度 0.0 2.3

b利用率 0.0 11.8

c通行量への寄与 5.7 5.7

d商業への寄与 5.7 10.3

達成できた ほぼ達成で
きた

やや達成で
きなかった

全体の効果a市民
の認知度

20.7 42.5 4.6

全体の効果b利用
率

16.1 32.2 11.5

全体の効果c通行
量への寄与

8.0 40.2 16.1

全体の効果d商業
への寄与

2.3 33.3 24.1

達成できな
かった

不明

全体の効果a市民
の認知度

1.1 31

全体の効果b利用
率

1.1 39.1

全体の効果c通行
量への寄与

3.4 32.2

全体の効果d商業
への寄与

3.4 36.8

（６）－２中心市街地等商店街・商業集積活
性化施設等整備事業（補助）

○当該事業は目標を①
商業基盤施設の増加②
来街者数の現状維持又
は増加としているが、
①平成10年度以降14年
度までの採択件数は
358件。②フォロー
アップ調査結果で見る
と、施設の利用率につ
いて、達成できた８割
以上、通行量への寄与
は、達成できた約７割
といずれも目標到達度
は非常に高い水準と
なっている。しかしな
がら、中心市街地の商
業への寄与についてみ
ると、４割弱にとど
まっている。また、中
心市街地全体に対する
効果については「不
明」という回答が３割
と非常に高く、全体へ
の波及効果が低い点が
今後の課題と言える。

○フォローアップ調査結果：個別事業

○フォローアップ調査結果：中心市街地

○採択件数：358件（平成10年度～14年度） ー（６）中心市街地等中小商業活性化施設整備
事業（補助）
  商店街振興組合等が、中心市街地活性化法
等の認定を受けた事業計画に基づき、コミュ
ニティホール、アーケード、カラー舗装等の
商業基盤施設を整備する事業に対し、地方公
共団体が補助する事業資金の一部を補助

【総予算額】
31,450,000千円

【総執行額】
16,530,250千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成15年度

○採択件数
○フォローアップ
調査

○商業基盤施設の増加
○来街者数の現状維持
又は増加

平成14年度補正事業（終了）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

－

達成できた ほぼ達成で
きた

やや達成で
きなかった

a市民の認知度 47.1 39.2 9.8

b利用率 71.4 14.3 0.0

c通行量への寄与 19.6 58.8 5.9

d商業への寄与 11.8 43.1 33.3

達成できな
かった

不明

a市民の認知度 3.9 0.0

b利用率 14.3 0.0

c通行量への寄与 3.9 11.8

d商業への寄与 5.9 5.9

達成できた ほぼ達成で
きた

やや達成で
きなかった

全体の効果a市民
の認知度

21.6 35.3 9.8

全体の効果b利用
率

17.6 27.5 3.9

全体の効果c通行
量への寄与

15.7 37.3 5.9

全体の効果d商業
への寄与

7.8 35.3 21.6

達成できな
かった

不明

全体の効果a市民
の認知度

2.0 31.4

全体の効果b利用
率

2.0 49

全体の効果c通行
量への寄与

3.9 37.3

全体の効果d商業
への寄与

3.9 31.4

○ハード事業について
は①平成10年度以降14
年度までの採択件数は
287件。②フォロー
アップ調査結果で見る
と、施設の利用率につ
いて、達成できた８割
以上であり、通行量へ
の寄与は、達成できた
約８割といずれも目標
到達度は非常に高い水
準となっている。
　しかしながら中心市
街地の商業への寄与に
ついてみると４割にと
どまっているまた、中
心市街地全体に対する
効果については「不
明」という回答が３～
４割と非常に高く、全
体への波及効果が低い
点が今後の課題と言え
る。
○ソフト事業について
は、採択件数は平成10
年度」以降14年度まで
に279件。①フォロー
アップ調査結果による
と、本事業の認知度に
関する事業対象者の評
価は、約８割が達成で
きたと回答しており、
一定の認知度は認めら
れる。
　しかしながら、②
「賑わいや、来街者等
の評判など」中心市街
地の商業への寄与につ
いてみると４割にとど
まっており中心市街地
全体に対する効果につ
いては「不明」という
回答が３～４割と非常
に高く、全体への波及
効果が低い点が今後の
課題と言える。

○ハード事業　採択件数（平成10年度～14年度）：287件

・フォローアップ調査結果：中心市街地

・フォローアップ調査結果：個別事業

（７）中小商業活性化総合補助事業（補助）
○ハード事業
商店街振興組合等が、認定を受けた事業計画
に基づき、商店街・商業集積の活性化を図る
ための一般公衆利便に寄与する施設や商店街
のテナントミックスに資する店舗等を整備す
る事業に対し、地方公共団体が補助する事業
資金の一部を補助
○ソフト事業
商店街振興組合、商工会、商工会議所等が行
う、商店街、商業集積の活性化を図るための
空き店舗対策やＩＴ対応事業などのソフト事
業、保育施設や高齢者交流施設などのコミュ
ニティ施設設置・運営に対し、地方公共団体
が補助する事業資金の一部を補助
【総予算額】
ハード事業：13,250,000千円
ソフト事業：4,452,670千円

【総執行額】
ハード事業：6,658,380千円
ソフト事業：2,122,597千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成15年度

○ハード事業
・商業基盤施設の増加
・来街者数の現状維持
又は増加
○ソフト事業
・事業に対する認知度
・賑わいが戻ったり、
来街者等の評判が良く
なった（70％以上）

○採択件数
○フォローアップ
調査

○ソフト事業　採択件数（平成10年度～14年度）：279件



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

達成できた ほぼ達成で
きた

やや達成で
きなかった

a市民の認知度 21.2 54.7 21.2

b利用率 26.3 57.9 10.5

c通行量への寄与 5.1 51.1 26.3

d商業への寄与 8 36.5 38.7

達成できな
かった

不明

a市民の認知度 1.5 1.5

b利用率 0.0 5.3

c通行量への寄与 3.6 13.9

d商業への寄与 7.3 9.5

達成できた ほぼ達成で
きた

やや達成で
きなかった

全体の効果a市民
の認知度

9.8 37.1 16.7

全体の効果b利用
率

8.3 31.1 10.6

全体の効果c通行
量への寄与

3.0 30.3 22.0

全体の効果d商業
への寄与

5.3 20.5 31.1

達成できな
かった

不明

全体の効果a市民
の認知度

1.5 34.8

全体の効果b利用
率

0.0 50.0

全体の効果c通行
量への寄与

6.1 38.6

全体の効果d商業
への寄与

5.3 37.9

（７）－２中小商業活性化総合補助事業（補
助）

・フォローアップ調査結果：中心市街地

・フォローアップ調査結果：個別事業

平成14年度補正事業（終了）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（８）大型空き店舗活用支援事業（補助）
　中心市街地の大型店撤退後の空き店舗をＴ
ＭＯ等が賃借し、テナントミックス事業とし
て店舗や集客施設等として活用する場合に
は、賃借費や改装費等の費用の一部を支援
（補助率１／２最長３年間継続支援）

【総予算額】
249,620千円

【総執行額】
148,731千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成19年度

○中心市街地に賑わい
が戻ったり、活性化に
つながった（70％以
上）
○来街者等の評判が良
くなった（70％以上）

○アンケート調査 － ○当該事業は、目標を
「中心市街地に賑わい
が戻ったり、活性化に
つながった来街者等の
評判が良くなった
（70％以上）としてい
るが、評価時期を事業
実施時期から３年後と
想定しているため、全
事業者へのアンケート
調査は行っていない
（平成14年度補正採択
件数;2件、平成15年度
採択件数;7件）しか
し、いくつかの事業実
施者からの声による
と、施策効果が認めら
れる

（８）－２大型空き店舗活用支援事業（補
助）
（９）ＴＭＯ及び商店街振興組合等に対する
税制措置（税制）
　中心市街地活性化法に基づき取得した商業
施設等に対して、初年度８％（ＴＭＯ等の事
業において一般公衆の利便を図るものは１
２％）の特別償却が認められる。

【事業実施期間】
法人税：平成10年度～平成16年３月末
登録免許税：平成10年度～15年度
事業所税：平成10年度～15年度
特別土地保有税：平成10年度～平成17年３月
末

○ＴＭＯ及び商店街振
興組合等に対する税制
措置

○利用実績 － ○本制度を活用した商
店街協同組合等の生の
声を聞くと「特別償却
により余裕が生じた資
金を用いてイベント規
模を拡大して､集客人
員が５割り増しになっ
た」との効果が上がっ
ており、今後、ＴＭＯ
の事業実施が本格化す
るに伴い、特別償却制
度の活用による商業活
性化効果は高まるもの
と期待される。

○「投資が郊外に集中している」「道路整備とともに市街化
区域が拡大するようなケースもみられ、都市計画との整合性
と広域的な観点が必要」（ＴＭＯ懇談会）
○「商業施設としての魅力が増し来街者の回遊性が高まり、
周辺商店街への波及効果あり」（店舗全体の販売額・客数の
推移：15年3月期（対前年同月比）販売高59％、客数71.4％→
15年12月期販売高101.3％、客数107.4％）
○大型空き店舗に核となる集客施設を適正に配置することに
より、賑わいの低下に歯止めがかかり、少しずつ人通りが回
復してきていることから、中心市街地活性化に非常に大きな
好影響を与えている。

平成14年度補正事業（終了）

○総減税額（実績）
法人税：0.04億円
登録免許税：0.2億円
事業所税：0.14億円
特別土地保有税：０億円



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

(10)流通業強化資金
  中小商業者の経営基盤強化のための設備の
合理化、ショッピングセンターへの入居、販
売促進・人材確保及び新分野への進出等に必
要な資金について低利融資を行うとともに、
中心市街地関連地域における事業活動及び空
き店舗への入居に必要な資金について融資を
実施

【融資限度額】
中小企業金融公庫：7億2千万円
国民金融公庫：7千2百万円

○中小商業者の経営基
盤強化のために必要な
資金について低利融資
を行うとともに、中心
市街地関連地域におけ
る事業活動及び空き店
舗への入居に必要な資
金について融資を実施

○融資額
○利用者数

－ ○16年度の補助金額は
55.3億であり、ＴＭＯ
等が行うハード整備や
ソフト事業へ支援を行
うことにより、顧客や
地域住民の利便性が向
上し、中心市街地・商
店街の利便性や魅力が
向上し、当該中心市街
地・商店街の活性化が
図られ、当該商業集積
における民間消費の増
加、それに伴う商店街
の売上増加、新規出店
企業の増加等による民
間投資の拡大が図られ
る。

（11）商業タウンマネージメント計画策定事
業（補助）
  ＴＭＯ又はＴＭＯの機能を担おうとする中
小企業関係団体が、中心市街地商業の活性化
に係る計画であるＴＭＯ構想・ＴＭＯ計画等
を策定するための調査・研究（研究会の開
催、先進事例調査、アンケート調査の実施
等）に対して補助

【総予算額】
3,268,366千円

【総執行額】
1,531,440千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成15年度

○交付したＴＭＯ又は
ＴＭＯの機能を担おう
とする中小企業関
係団体のうち９割が事
業開始後３年以内にＴ
ＭＯ構想・ＴＭＯ計画
を策定すること

○補助金交付団体
の内、ＴＭＯ構
想・計画が認定さ
れた件数

－ ○当該事業は、目標を
「交付したＴＭＯ又は
ＴＭＯの機能を担おう
とする中小企業関係団
体のうち９割が事業開
始後３年以内にＴＭＯ
構想・ＴＭＯ計画を策
定すること」としてい
る。平成10年度から平
成14年度までにおける
補助金交付先433件
中、計画等認定件数
（平成15年５月末現
在）は323件（策定
率：75％）であり、目
標をやや下回ってい
る。基本計画という全
体のビジョンを描いた
ものの、実際の事業実
施体制の確立や個別事
業の企画立案までに時
間を要していると言
え、商業集積全体また
は個別事業全体をマネ
ジメントする能力向上
が今後の課題である。

○融資額
・中小企業金融公庫（平成14年度）：42,275百万円
・国民金融公庫（平成14年度）：60,093百万円
○利用者数
・中小企業金融公庫（平成14年度）：724件
・国民金融公庫（平成14年度）：4,725件

○補助金交付団体：433件
○補助金交付団体の内、ＴＭＯ構想・計画が認定された件
数：323件（策定率75％）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（12）ＴＭＯ活性化支援事業(補助)
○ＴＭＯ自立支援事業
　ＴＭＯが実施する中心市街地の商業活性化
を図るために行う事業における、立ち上げ時
の経費の一部を最長３年間支援し、ＴＭＯの
経営基盤の確立を図る。
○フォーラム支援事業
　ＴＭＯをはじめとして、中心市街地活性化
に係る関係者を集め、フォーラムの開催や商
業活性化に係る諸活動を支援する。

【総予算額】
1,849,641千円

【総執行額】
34,496千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成18年度

○ＴＭＯ自立支援事業
・事業開始前より、経
常損益が黒字に改善し
たＴＭＯの割合が５割
○フォーラム支援事業
・当該事業での意見や
ニーズが計画に反映さ
れること
・満足度が７割以上

○ＴＭＯ自立支援
事業
・支援対象市町村
数
・事業開始前より
経常損益が黒字に
改善したＴＭＯの
割合（目標：５
割）
○フォーラム支援
事業
・支援対象ＴＭＯ
数
・当該事業で得ら
れた意見・ニーズ
が基本計画・ＴＭ
Ｏ構想に反映され
ること
・当該事業を活用
した市町村の満足
度（アンケート）

－ ○ＴＭＯ自立支援事業
　当該事業は、目標を
「事業開始前より、経
常損益が黒字に改善し
たＴＭＯの割合が５
割」としているが、平
成13年度の制度設立以
来、３年間で本事業を
活用したＴＭＯは８件
と活用例が少ない。ま
た、各ＴＭＯにおいて
本補助期間が終了して
いないため、損益状況
の把握が出来ない状況
にあり、現状は上記指
標による判断はできな
い。しかし本補助事業
によりまちづくり事業
の推進や売上増・来客
増が図られたなど一定
の効果は見ることがで
きる）
○フォーラム支援事業
　当該事業は、目標を
「当該事業での意見や
ニーズが計画に反映さ
れること「満足」度が
７割以上としているが
本制度を利用した５市
町村が既にＴＭＯと
なっており一定の効果
を果たしている。

○ＴＭＯ自立支援事業
　本事業を活用したＴＭＯ：８件
○フォーラム支援事業
　本制度を利用し、ＴＭＯを組織した市町村：５市町村



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（13）ＴＭＯ診断・評価研究調査事業(予
算：委託事業)
  中小企業総合事業団に、学識経験者や専門
家等で構成するＴＭＯ診断・評価委員会を設
置し、ＴＭＯからの要望に応じＴＭＯ構想等
における各種事業の内容や組織体制・経営基
盤等について診断・評価を行い、必要とされ
る助言・提言を行う。当該事業を通じ、ＴＭ
Ｏ事業のモデル事例につなげるとともに、Ｔ
ＭＯ事業の水準向上に資する。また、併せて
事業の課程の中で、制度の問題点等を抽出す
る。

【総予算額】
414,300千円

【総執行額】
231,756千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成17年度

○事業実施後、ＴＭＯ
において事業計画の見
直しが図られ、今後の
事業の円滑な推進に資
すること。

○事業を活用した
ＴＭＯ数の内、事
業見直しが図られ
たＴＭＯの数
○診断に対する満
足度調査（アン
ケート）で満足と
答えたＴＭＯの数

－ ○当該事業は、目標を
「事業実施後、ＴＭＯ
において事業計画の見
直しが図られ、今後の
事業の円滑な推進に資
することとしており事
業を活用したＴＭＯ数
21件の内事業計画の見
直しが図られたＴＭＯ
の数は7割。診断に対
する満足度調査(アン
ケート調査)で満足と
答えたＴＭＯの数は10
割であり施策の効果が
認められる。

（14）商店街活性化専門指導事業(補助)
  中心市街地活性化への取り組み等の円滑な
推進を支援するため、中小企業総合事業団
が、当該取り組みの中心となるＴＭＯや商店
街に、各方面の専門家を派遣し、助言を行う
事業に対して補助

【総予算額】
1,914,317千円

【総執行額】
488,478千円

【事業実施期間】
平成10年度～

○中小企業総合事業団
が、当該取り組みの中
心となるＴＭＯや商店
街に、各方面の専門家
を派遣し、助言を行う
事業に対して補助

○専門家の派遣先
数
○専門家の派遣日
数
○アンケート調査

－ ○本事業により中小企
業総合事業団からＴＭ
Ｏ、商店街などに対す
る専門家の派遣先数及
び派遣日数は、アドバ
イザー制度によりバラ
ツキは見られるもの
の、おおむね順調な利
用状況であると考えら
れる。
○また、中小企業総合
事業団がアドバイザー
派遣直後に派遣先に対
し実施したアンケート
調査によると、どのア
ドバイザー制度におい
ても「アドバイスが参
考になった」とする派
遣先の割合が非常に高
く、派遣先からは高い
支持を得ている

○事業を活用したＴＭＯ数21件の内、事業見直しが図られた
ＴＭＯの数：７割
○診断に対する満足度調査（アンケート）で満足と答えたＴ
ＭＯの数：10割

○専門家の派遣先（14年度）
・商店街活性化シニア・アドバイザー：153地域
・中心市街活性化タウンマネージャー：135地域
・商店街事務局強化アドバイザー：17地域
○専門家の派遣日数（14年度）
・商店街活性化シニア・アドバイザー：603日
・中心市街活性化タウンマネージャー：2115日
・商店街事務局強化アドバイザー：345日
○アンケート調査
・アドバイスが参考になったとする回答：商店街活性化シニ
ア・アドバイザー及び商店街事務局強化アドバイザー：
100％、中心市街活性化タウンマネージャー：99.9％



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（15）全国商店街振興組合連合会補助金(補
助)
  全国商店街振興組合連合会が行う、商店街
の活性化対策等に関する研究会や、商店街の
組織化等に関する研修会（都道府県商店街振
興組合連合会の役職員が対象）等の開催事業
に対して補助

【総予算額】
154,886千円

【総執行額】
101,368千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成16年度

○全国商店街振興組合
連合会が行う、商店街
の活性化対策等に関す
る研究会や、商店街の
組織化等に関する研修
会等の開催事業に対し
て補助

○研修会、講習会
への参加者
○報告書種類
○報告書部数
○フォローアップ
調査

－ ○本事業において実施
した研修会、講習会へ
の参加者数は、延べ
570名、研究会での研
究成果の普及について
は、報告書を６種、延
べ45,620部作成・配布
している。施策の効果
の面では、フォロー
アップ調査結果による
と、研修会・講習会の
が参考になったとする
回答が97.6％にのぼっ
ており、施策の効果が
認められる。

（16）商店街振興組合指導事業(補助)
  都道府県商店街振興組合連合会が、商店街
を活性化するため、商店街振興組合等に対し
て行う、商店街の運営や活性化法策に関する
指導や研修事業に対して補助

【総予算額】
500,000千円

【総執行額】
384,000千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成18年度

○都道府県商店街振興
組合連合会が、商店街
を活性化するため、商
店街振興組合等に対し
て行う、商店街の運営
や活性化法策に関する
指導や研修事業に対し
て補助

○報告書配布部数
○研修会・講習会
等への参加者数
○フォローアップ
調査

－ ○本事業において、情
報提供や調査研究の普
及のために報告書等を
配布した部数は、情報
提供事業において延べ
264,000部（14県振連
で実施）。また、指導
事業における研修会・
講習会等への参加者数
は延べ512名であり確
実に施策が利用されて
いる施策の効果につい
ては、フォローアップ
調査結果によると、都
道府県商店街振興組合
連合会の傘下の商店街
振興組合に対する指導
効果について、83.3％
が「効果的な指導がで
きた」と回答してお
り、一定の評価が得ら
れている。また、都道
府県商店街振興組合連
合会の役職員を対象と
した研修会、講習会が
「参考になった」と回
答した割合は97.1％に
のぼっており、施策の
効果が認められる。

○研修会、講習会への参加者：延べ570名
○報告書種類：６種
○報告書部数：45,620部
○フォローアップ調査
研修会・講習会のが参考になったとする回答：97.6％

○報告書配布部数：延べ264,000部
○研修会・講習会等への参加者数：512名
○フォローアップ調査
・指導効果について「効果的な指導ができた」とする回答：
83.3％
・講習会が「参考になった」と回答した割合：97.1％



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

指標  12年度(1箇 13年度(2箇 14年度(2箇

・入居率 100% 100% 100%

・入居者による会
社設立数

0 4 5

・卒業した入居者
数

0 2 4

・施設来客数(製
販一体型施設等）

309千人 423千人 459千人

・商品販売額(製
販一体型施設等）

256百万円 249百万円 247百万円

・入居者の公的助
成獲得数

0 0 0

指標

①中心市街地にお
ける人の往来の度
合いや、入居施設
の使い勝手の良さ
などの観点からの
施設入居者、来
客、自治体からの
評価・入居率

②雑誌等における
評価（市街地に特
色を与えるシンボ
ル性・モデル性に
ついて)

③他の地域からの
モデルとしての評
価

指標

・入居率

○６億円の補助金を交
付することで、12億円
分の民間需要創出効
果、雇用創出効果が発
生するとともに、新事
業の創出による入居企
業の成長による、雇用
の増加、売上高の増加
などの効果が期待でき
ることにより、電源地
域の活性化が図られ
る。

【効率性】
○補助金：６億円
○民間需要創出効
果、雇用創出効
果：12億円

○入居率の目標値90％
以上
○新規会社設立の場合
は80％以上の卒業率
○インキュベータの場
合は１ヶ所あたり年間
10～20社のスタート
アップ企業を支援し、
整備後３年目より年間3
～4企業を卒業させるこ
とによる起業化の成功
○新規雇用創出の目標
値については、施設の
性格・規模に応じて
各々の施設で設定
○その他施設の性格・
規模に応じて、各々の
施設で必要な目標値を
設定

○都市型新事業
・入居率
・入居者による会
社設立
・卒業した入居者
数
・施設来客数（製
販一体型施設等）
・商品販売額（製
販一体型施設等）
・入居者の公的助
成獲得数
○定性的指標
・中心市街地にお
ける人の往来の度
合いや、入居施設
の使い勝手の良さ
などの観点からの
施設入居者、来
客、自治体からの
評価・入居率
・雑誌等における
評価（市街地に特
色を与えるシンボ
ル性・モデル性に
ついて)
・他の地域からの
モデルとしての評
価
○ビジネスイン
キュベータ
・入居率

○都市型新事業（14年度：２箇所）

○施設の入場者が近隣の商店街へ流入
する効果が発生している。○中心市街
地の情報の拠点となっている。

○定性的指標

○ビジネスインキュベータ

（17）原子力発電施設等周辺地域中心市街地
活性化等促進事業
  原子力発電施設等周辺地域における中心市
街地の活性化を図るために、当該地域内の特
定中心市街地において市町村や第３セクター
が行う、都市型新事業の立地促進施設（研究
開発施設、産学連携施設、新事業支援施設、
貸事業場）及び商業・サービス業集積関連施
設の整備に対して補助。
また、電源地域における起業家育成施設（ビ
ジネス・インキュベータ）の整備を促進する
ため、当該地域内の高度技術産業集積地域、
高度研究機能集積地区、特定中心市街地のい
ずれかの地域において市町村や第３セクター
が行うビジネス・インキュベータ施設整備に
対して、国が１／２を限度に補助金を交付

【総予算額】
4,360,000千円

【総執行額】
709,730千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成18年度

15年末（6箇所）

90%

○他の自治体をはじめ様々な方面から
の視察・問い合わせを受けている。

○昭和初期の歴史的建造物を改造した
物件として、表彰を 受けるなど市街
地に特色を与え、建物としての評価は
高い。



効果の把握の方法

８

備蓄対象鉱種 備蓄目標量
（t)

現状備蓄量
(t)

達成率
（％）

ニッケル 19,505.0 11,904.0 61.0

クロム 94,853.0 68,596.0 72.3

タングステン 579.0 410.0 70.8

コバルト 251.0 144.6 57.6

モリブデン 1,771.0 890.6 50.3

マンガン 43,183.0 32,665.0 75.6

バナジウム 641.0 326.3 50.9

○備蓄目標量について
は達成されていない。
このうち国家備蓄の達
成度が目標水準を満た
していないことに関し
ては、「特殊法人の整
理合理化計画に関する
閣議決定」において備
蓄対象鉱種の新規積み
増しを停止することと
されたこと、及び、鉱
業審議会鉱山部会レア
メタル対策分科会の報
告において一部の鉱種
について平常時売却に
より備蓄量がの低減を
図ることも可能とされ
たことが理由であり、
制度実施上の不備によ
るものではない。一方
民間備蓄については、
平成16年11月末の時点
で７鉱種平均で10.4日
分、達成率は57.8％と
なっている。これは民
間備蓄制度が、国家備
蓄水準に連動している
ためであり、未達成の
理由は国家備蓄の場合
と同じである。
さらには、近時、国際
市況の高騰などを背景
に備蓄物資の売却放出
を実施しており、機動
的な放出に向けた取組
がなされている。緊急
時売却はいまだ実績は
ないが、高騰時売却及
び平常時売却に関して
は、平成16年２月～12
月において４鉱種につ
いて16回の入札を行
い、延べ11件の売却実
績を挙げている。

国家備蓄の達成度等（平成16年11月末時点）

【効率性】
○ニッケルに関し
て、国家備蓄の善
良分の供給障害が
発生した場合に自
動車産業が被る損
失（1.56兆円）
に、供給障害の発
生確率（例えば、
50年間発生確率は
15.56％）を乗じて
「備蓄効果の期待
値」（例えば、50
年間の効果の期待
値は2427億円）を
算出。「備蓄効果
の期待値」と累積
費用を比較する
と、現状の備蓄費
用の水準におい
て、少なくとも80
年～90年程度の
間、その費用をか
けることは十分国
民経済的に合理的
であると判断でき
る結果となった。
なお、この計算は
自動車産業のみで
試算したもので、
他産業を含める
と、更に備蓄効果
の期待値が増加

○我が国のレアメタル消費量の42日分を国家備蓄として確
保

評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

○レアメタル備蓄事業（補助）
 　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資
源機構に対し、レアメタル７鉱種（ニッケ
ル、クロム、タングステン、コバルト、モリ
ブデン、マンガン、バナジウム）の国家備蓄
に必要な下記の費用について補助金を交付

【総予算額（昭和58年度～平成15年度予算額
の総計】
30,855,083千円

【総執行額（昭和58年度～平成15年度の執行
額の総計】
29,880,907千円

【事業実施期間】
昭和58年度～平成17年度

○国家備蓄の達成
度等

○平成17年度末までに
我が国のレアメタル消
費量の60日分（国家備
蓄42日、民間備蓄18日
分）を備蓄

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

レアメタルの安定供給確保



効果の把握の方法

９ ○民間企業の海外炭鉱
開発等の支援、産炭国
との共同の地質構造調
査、産炭国における炭
鉱技術の向上のための
技術移転及び技術開発
等の各種施策を実施
し、海外産炭国の石炭
供給力の拡大により、
我が国への石炭安定供
給確保及び適性供給を
図る。

－ － ○海外炭開発可能性調
査費補助金や企業化基
礎調査等においては、
民間企業による海外炭
の開発・生産に進行
し、我が国への石炭輸
出が行われるなど、石
炭の安定供給に貢献し
ている。
中国・インドネシアに
おける坑内掘炭鉱の保
安水準の向上を図るこ
とによって、石炭供給
力の安定供給確保に寄
与

（１）海外炭開発可能性調査
 本邦法人等が海外における石炭の探鉱又は
海外における石炭資源の開発に必要な調査に
ついて、独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が必要な資金の
一部を補助

【総予算額（昭和50年度～平成14年度予算額
の総計】
3,763,477千円

【総執行額（昭和50年度～平成14年度の執行
額の総計】
1,146,210千円

【事業実施期間】
昭和50年度～

○本邦法人等が行う海
外炭探鉱リスクの低減
を図り、石炭の賦存量
等の確認や地質構造を
解明し、当調査の結果
を基に炭鉱開発へ移行
させ、我が国への石炭
供給を図る。

○海外開発可能性
調査費補助金によ
るプロジェクトの
状況

- ○石炭は我が国の一次
エネルギー供給におい
て、石油に次ぐ約19％
を占め、さらに国内需
要の約99％を海外から
の輸入に依存してい
る。そのため、民間企
業による海外産炭国の
炭鉱開発等に繋がる当
該事業は重要であり、
引き続き実施

評価の結果
把握した効果

－

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

・海外炭開発可能性調査費補助金（地質構造調査）によ
り、これまで36件のプロジェクトに対して交付を行った。
そのうち、９件が操業の段階まで進んでいる（１件は既に
生産終了、８件は生産中）。
・８件における生産量は約950万ｔに及び、これは我が国石
炭需要量の約７％に相当する。
・現時点においては、海外炭開発可能性調査案件の約25％
は生産に至る成果を上げている。また、生産計画段階にあ
るものが５件あり、さらに石炭価格の動向によっては、近
い将来更なる成果（開発へ移行）を期待することができ
る。

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

海外炭の安定供給確保
　
○以下の手段による



効果の把握の方法
評価の結果

把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（２）海外地質構造調査費等補助金（補助）
　海外における石炭資源開発を誘導するた
め、発展途上国等においてＮＥＤＯと相手国
との共同で先行的な地質構造調査等を実施
　また、海外炭開発を有利に展開するための
探査技術に関する基礎調査や産炭国の石炭供
給能力の拡大を図るための各種調査を実施

【総予算額（昭和55年度～平成14年度予算額
の総計】
40,005,835千円

【総執行額（昭和55年度～平成14年度の執行
額の総計】
33,392,473千円

【事業実施期間】
昭和55年度～

○石炭の賦存が期待さ
れる有望地域における
石炭の有無、拡がり等
を確認することによ
る、石炭層の地質構造
を解明し、石炭資源開
発の誘導を図ること等

○海外地質構造調
査の状況
○石炭資源開発基
礎調査の状況
○海外炭開発高度
化等調査の状況
○企業化基礎調査
の状況

- ○石炭は我が国の一次
エネルギー供給におい
て、石油に次ぐ約19％
を占め、さらに国内需
要の約99％を海外から
の輸入に依存してい
る。そのため、産炭国
の石炭供給余力の確保
に繋がる各事業は重要
であり、引き続き実施

1)海外地質構造調査
・これまでの調査件数は10件で、国別の内訳は以下のとお
り。
中国４、ﾍﾞﾄﾅﾑ１、インドネシア４、マレーシア１
・これまでの調査により、約85億トン（確定埋蔵量＋推定
埋蔵量）の石炭の賦存量を確認。これは、我が国の石炭年
間消費量（14年度分）から50数年分に相当する埋蔵量
・海外地質構造調査は民間企業だけでは進出が難しいカン
トリーリスクがあるため、政府ベースにおいて相手国と共
同で石炭の賦存状況を調査するものである。そのため、相
手国にとっても、新たな石炭資源の賦存を確認できたとい
う利点がある。
・本調査地域の開発への移行状況は以下のとおりであり、
現在、生産中は１件である。また、この数年以内の生産に
向けて開発中の段階にあるのが３件ということでは、調査
成果としては、可能性としてこの３件を含めて４件と評価
できる。
生産中１件（中国）（出炭量約120万トン／年）
開発中３件（中国２件、インドネシア１件）（計画出炭量
は３件で約730万トン／年）
待機中５件（中国１件、ベトナム１件、マレーシア１件、
インドネシア２件）
現在、調査中１件（インドネシア１件）
2)石炭資源開発基礎調査
・豪州の実証フィールド（ＮＳＷ州）において、陸域浅層
探査用の適用化技術に係る実証試験を実施し、取得した
データの処理・解釈、並びに総合的な探査システム確立を
図った。その結果、所期の目的である深度400ｍで炭層の確
認精度２～３ｍを達成した。さらに、より複雑な地質構造
での実証試験を行うため、実証フィールドをＱＬＤ州に移
し、より効果的・汎用性の高い探査・評価技術の調査を実
施した。
3)海外炭開発高度化等調査
・海外産炭国の石炭供給能力の拡大を図るための各種調査
を実施し、民間企業に対して報告書の配布、調査結果の報
告会や最近はインターネットを通じた石炭情報の提供も実
施
4)企業化基礎調査
これまで24件実施した（平成13年度終了）。そのうち、10
件が生産に至っており、年産約500万トンの石炭を生産し、
我が国へは約300万トンの輸入がされている。
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（３）炭鉱技術海外移転事業（補助）
　ＮＥＤＯが主体となり、海外産炭国の炭鉱
技術者等を我が国の炭鉱等へ研修生として受
入れ、実務を含む研修事業を実施するととも
に、海外産炭国へ我が国の炭鉱技術者等を指
導員として派遣し現地指導を行い、我が国の
優れた炭鉱技術を海外産炭国へ移転する事業
を行う。

【総予算額（平成12年度～平成14年度予算額
の総計】
5,369,965千円

【総執行額（平成12年度～平成14年度の執行
額の総計】
3,809,252千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成18年度

○海外産炭国の炭鉱技
術者等に対する我が国
の優れた炭鉱技術の移
転（具体的には、受入
れ研修及び派遣研修の
研修内容についての研
修生の満足度及び活用
度を高める。）

○受入研修生数
○受入研修期間
○派遣指導員数
○研修の内容等

【効率性】
中国、インドネシ
ア等海外産炭国の
一人当たりの坑内
掘石炭生産能率
は、我が国と比べ
１／10以下であ
り、本事業により
我が国技術の生産
能率（2,140ｔ/人/
年）に近づける技
術を移転し、研修
生が各国の炭鉱に
おいて、修得した
技能を他の技術者
に伝播させること
により、事業終了
の５年後には、
３ヶ国で約6000万
トンの生産性向上
が可能と試算され
る。我が国の年間
石炭輸入量は約１
億6400万トンであ
り、本事業により
約6000万トンの石
炭が新たに確保す
ることが可能とな
れば、今後の石炭
需給の逼迫が避け
られ、海外炭の安
定供給確保に資す
る。

○海外産炭国の石炭採
掘条件は、露天掘りか
ら坑内掘りへの移行な
ど開発困難性が見込ま
れている。一方、我が
国は厳しい自然条件で
の採掘での実績があ
り、優れた採掘技術の
蓄積があることから、
この技術を産炭国に移
転することは、産炭国
の石炭供給力の向上を
図り、我が国への石炭
安定供給にも寄与する
もの。直接、収益に結
びつく事業ではないた
め、国が実施する事が
適当

受入研修生数60名（平成13年度）、225名（平成１４年
度）、256名（平成15年度）
各国別に、ベトナム256名、中国164名、インドネシア121名
の計541名
受入研修期間平成13年度：８～11月まで３ヶ月間実施
平成14年度：コースにより３ヶ月～１年間実施（８コー
ス）
平成15年度：コースにより３ヶ月及び６ヶ月実施（８コー
ス）
派遣指導員数60名（平成14年度）、66名（平成15年度）
指導員派遣回数等指導員１人につき年1回～6回の派遣を実
施。（平成14年度から実施）
具体的には、13年度はベトナムから60名の研修生を受入れ
て試行的な研修を実施。14年度からベトナムに加え、中
国、インドネシアからの研修生を北海道の釧路炭鉱と長崎
県の長崎炭鉱技術研修センターの２ヶ所への受入れと、我
が国の炭鉱技術者を上記３ヶ国へ派遣し研修を実施してい
る。
研修の内容等については、研修終了時にアンケート調査で
研修生の満足度等を把握しているが、研修生からは、概ね
満足度合いは高いという結果が得られている。
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（４）石炭生産・利用技術振興費補助金のう
ち生産技術（補助）
　（財）石炭エネルギーセンターが主体とな
り、海外の石炭の生産能率の向上等を図る技
術開発や海外の炭鉱の地質構造に応じた生産
技術の開発を実施

【総予算額（昭和57年度～平成14年度予算額
の総計】
10,377,100千円

【総執行額（昭和57年度～平成14年度の執行
額の総計】
9,205,979千円

【事業実施期間】
昭和57年度～平成18年度

○個別事業毎に設定。
具体例として、平成１
５年度に実施中の事業
の目標は以下のとお
り。
・簡易型斜坑運搬技
術：インドネシアの坑
内操業に適合した斜坑
運搬設備の開発
・低品位炭改質技術：
インドネシア低品位炭
改質技術の開発及び改
質コスト$10/トン以下
等
・高効率選炭システ
ム：歩留を57%から59%
へ2%向上

○簡易選炭排水処
理システムの状況
○高度選別技術の
開発の状況
○高能率運搬シス
テムの開発の状況

- ○簡易選炭廃水処理シ
ステム
産炭国の選炭プラント
の廃水処理施設の設置
の取り組みは、産炭国
の環境規制に左右され
るが、今後の環境規制
は強化されることが予
想され、従来のように
選炭廃水をそのまま排
出することは困難とな
ることから、本事業の
実用化が期待できる。
○高度選別技術の開発
終了直後から即効的な
効果を上げたが、今後
の課題としては、品質
を維持させるために選
炭プラントの各工程を
維持管理する品質管理
マニュアルの的確な運
用が不可欠であり、定
期的に中国側が工程管
理出来ているかの
チェックを行う必要が
あり、相手国側の取り
組みによるところがあ
る。
○高能率運搬システム
の開発
我が国の炭鉱坑内の生
産性及び保安の向上に
大きな成果をもたらす
事はもとより、海外へ
の普及により、安定し
た石炭生産に貢献する
と判断する。

（簡易選炭廃水処理システム）
計画と比較した事業の達成状況は以下のとおり。
ⅰ処理量：３t/h の計画に対し、1.7t/h と低いが、高分子
凝集剤は計画どおり未使用。
ⅱ脱水ケーキ水分：25%以下の計画を達成。
ⅲSSスラリ投棄量低減：微粉炭回収系の運転未実施のため
データ不十分。
ⅳフィルタープレスケーキ：3t/h の計画に対し、1.7t/h
と低い。微粉炭回収：5t/h の計画であったが、微粉炭回収
系の運転は未実施。
ⅴ選炭廃水の20%の循環使用：運転状況の変更もあり20%以
下と低い。
（高度選別技術の開発）
計画と比較した事業の達成状況は以下のとおり。
ⅰ製品炭性状の予測：一般性状予測精度±10%以内との計画
に対して、製品炭予測性状は実際の性状とほぼ一致した。
ⅱ実記ボイラ特性の予測：実機ボイラでのハンドリング、
スラッキングのトラブルなしとの計画に対して、両トラブ
ルともに発生しなかった、等。
ⅲ品質管理体制の構築：品質管理マニュアルを作成・運用
するとの計画に対して、品質管理マニュアルを作成し、実
操業での運用を行い、目標を達成した。
ⅳ異物混入の防止：製品炭１万トン中の異物混入量が1kg以
下の計画に対して、異物混入量は0.2kgと目標を達成した。
（高能率運搬システムの開発）
計画と比較した事業の達成状況は以下のとおり。
当事業の成果として、坑内ベルト駆動部の簡素化、設備の
設置・撤去の効率化が図られた（最大48工数要した作業が
31工数に減少）。また、高度運転監視制御システム開発
（警報システム、音声通話システム、非常停止機能を有し
た多機能現場スイッチ）により、現場試験で良好な結果を
得られた事から、一応成功であったと判断される。しか
し、当初から達成度を判断するための数値的な目標値がな
く、例えば全体の運搬量がどの程度増加したか等の成果を
表す定量的な指標が必要であった。
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-

平成11年度 平成12年度 平成13年度

中国全体

　事故件数 3,570 3,093 3,082

　うち死亡事故を
伴う火災件数

10 14 12

　死亡者数 6,478 5,798 5,670

　うち火災による
死亡者数

33 40 83

老虎台礦（モデル
炭鉱）
　自然発火件数 6 0 0

平成10年 平成11年 平成12年

インドネシア全体

　死亡者数 11 11 6

　負傷者数 105 100 103

オンビリン炭鉱

　死亡者数 0 0 0

・中国の炭鉱事故による死亡者数

○中国の炭鉱事故
による志望者数
○インドネシアの
炭鉱事故による死
亡者数
○中国及びインド
ネシアに係る保安
技術交流・移転事
業の状況

○発展途上産炭国の炭
鉱に技術を適用化する
にあたっては、炭鉱の
おかれている自然・地
質条件が異なるだけで
なく、保安管理のため
の機構・システムも異
なることから、技術仕
様の変更が不可欠であ
り、民間で実施するこ
とは困難であるととも
に、各国モデル炭鉱に
おいて技術の適用化・
実証を行うことによ
り、災害の減少を結果
を示すことが重要であ
る。このため、発展途
上産炭国の現場に赴い
て事業を実施している
ことは妥当

（５）石炭導入促進調査委託費のうち石炭保
安技術（委託）
   我が国に蓄積されている炭鉱保安技術及
び海外炭鉱のニーズに応えた技術開発の成果
等を発展途上産炭国に技術移転する。又、高
度な保安技術に関する研究を先進産炭国と共
同で実施
   平成９年度から平成13年度までの間に、
中国における自然発火防止技術の共同研究、
インドネシアにおける集中監視システムの共
同研究、中国及びインドネシアを対象にした
保安技術交流・移転事業を実施
   平成14年度から平成18年度までの計画で
ガス爆発災害防止技術適用化（中国）、自然
発火災害防止技術適用化（インドネシア）、
出水災害防止技術適用化（ベトナム）、落盤
予知・防止システムの開発、総合坑内ガス管
理技術の開発、移動式消火装置の開発、坑内
通信とリスク管理情報システム共同研究を実
施

【総予算額（平成9年度～平成14年度予算額
の総計】
4,202,270千円

【総執行額（平成9年度～平成14年度の執行
額の総計】
3,852,978千円

【事業実施期間】
平成9年度～平成18年度

○発展途上産炭国及び
先進産炭国のモデル炭
鉱に対する技術適用化
事業あるいは共同研究
事業の実施により、保
安レベルの向上を図る
ことにより災害発生件
数を減少させ、災害率
の低下を図る。
  平成14年度以降の事
業については、「保安
技術開発・移転長期計
画（平成14年度～平成
18年度）」に基づき、
各技術分野・課題毎に
目標を設定

○自然発火防止技術の共同研究

○集中監視システムの共同研究

○保安技術交流・移転事業

平成９年度から平成13年度までの５年間で、中国に関し
て、８箇所９回の延べ25名の技術者を派遣して研修を行
い、合計で813名の炭鉱管理者、保安技術者、保安センター
職員等が受講するとともに、日本への受入では保安管理に
関係する中央、省の代表者30名を招へいして研修を行っ
た。
インドネシアに関しては、同期間に、３箇所８回の延べ25
名の技術者を派遣し、炭鉱保安技術者、管理者、監督官を
含む地方及び中央政府職員、大学を含む教育・訓練施設講
師等96名の研修を実施した。インドネシアから炭鉱保安技
術者、管理者、地方及び中央政府職員、教育・訓練施設講
師25名の炭鉱の経営管理者・技術者を受け入れた。

・インドネシアの炭鉱事故による死亡者数
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（６）石油代替エネルギー特定設備等資金利
子補給金（石炭分）（補給金）
  石油代替エネルギーの利用促進を図るた
め、輸入炭の中継基地としてのコールセン
ター建設事業を行う者に対し、日本政策投資
銀行が行う設備投資資金の長期低利融資に対
し利子補給を行う。

【総予算額（平成10年度～平成13年度予算額
の総計】
2,020,103千円の内数

【総執行額（平成10年度～平成13年度の執行
額の総計】
1,918,458千円の内数

【事業実施期間】
昭和60年度～平成28年度

○石油代替エネルギー
特定設備（コールセン
ター）の導入を誘導す
る。（具体的には、石
油代替エネルギー特定
施設件数を増加させ
る。）

○融資による施設
整備等の状況

－ ○本制度は、石油代替
エネルギー利用促進の
ため、輸入炭の中継基
地としてのコールセン
ター建設事業を行う者
に対して、日本政策投
資銀行が行う融資
（コールセンター建設
に係る融資事業は平成
13年度で終了。）の利
子補給を行うものであ
り、民間企業が本制度
を活用するための政策
誘導として適当

・昭和55年度～平成13年度までの22年間に、９コールセン
ターに対して、約380億円の融資を行い、輸入炭の中継基地
であるコールセンターの施設の設置、増設等が行われた。
・その結果、自前の貯炭ヤードを保有できないユーザーに
対する石炭の利用を促進してきている。



効果の把握の方法

10 ○災害対等型給油所の
普及を促進し、地震等
発生時等の緊急時にお
いても石油製品を安定
的に供給することが可
能な流通体制（停電時
にも給油可能な給油シ
ステム等）の整備
○石油流通に関する知
識や理解力の高い消費
者等の育成

－ － ○災害対応型給油所に
ついては、大都市（政
令指定都市）及び都市
を中心に普及を推進し
一定の成果を得ている
ところ。今後は、大都
市等のみならず全国へ
の災害対応型給油所の
普及促進を図るため、
引き続き実施していく
必要がある。
○また、石油情報普及
啓発事業についても、
15年度初頭のイラク戦
争の際には、第一次、
第二次石油ショックの
ような混乱は消費者の
間では起こらなかった
ことから、十分な成果
をあげていると評価。
今後についても、消費
者が一定の知識レベル
を保持できるよう、普
及啓発事業を引き続き
行う必要がある。

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

石油製品流通安定化対策
　
○以下の手段による

－

効果の把握・測定
評価の結果

把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果
効果の把握・測定

評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

○災害対応型給油所：平成15年度までに全国で16箇所設置（１）災害対応型給油所普及事業（補助）
　自家発電装置等の設置を行う揮発油販売事
業者等に対して、設備費及び設置費の補助
（補助率：1/5、1/3、定額）を行う。
　

【総予算額】
967,334千円

【総執行額】
226,522千円

【事業実施年度】
平成8年度～平成24年度

○自家発電装置等の設
置を行う揮発油販売事
業者等に対して、設備
費及び設置費の補助

【効率性】
　仮に、国が専用
の災害対応型給油
所を設置する場
合、一箇所につい
て約1.5億円の費用
が必要である。ま
た、災害が発生し
ない平時において
も、施設の維持や
管理にも費用が必
要である。
　一方、民間事業
者の給油所を改造
した場合には、補
助金での支出のみ
（最大約1700万
円）であり、施設
の維持や管理の費
用は民間事業者が
事業の運営費用と
して負担すること
になる。このよう
に、既存給油所へ
の機能追加のため
の補助という手法
は、コストの面か
らも効率的である
と予想。

○景気の低迷のため事
業者が設備投資に積極
的でないこと、特に災
害対応型給油所の設置
が望まれる地域（重点
地域）を中心に当該給
油所設置の普及を進め
るため、補助事業の応
募要件を重点地域に指
定された地域内に設置
される給油所としてき
たことなどにより、災
害対応型給油所の普及
促進が予定したペース
で進んでいない。
○普及を促進するた
め、補助率について見
直すとともに、今後求
められる機能や現在の
状況などについて、制
度への反映を念頭に調
査を行う。更に、重点
地域については、これ
までも、地元重要需要
家の推薦等があれば認
定し、重点地域を増や
しつつ災害対応型給油
所設置を促進してきた
ことにより重点地域で
の普及は一定の成果を
得ていることから、今
後は現在の重点地域の
みならず全国的に普及
させるため、重点地域
に限定せず応募の自由
度を向上させる。

○災害対応型給油
所数



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果
効果の把握・測定

評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

（２）石油情報普及啓発事業 （委託）
ア．消費者講習会開催費
一般消費者を対象とした講習会を日本国内各
地において開催し、石油に関する知識の向上
等の啓発を図る。
イ．情報収集・提供事業
石油に関する情報を各方面から収集するとと
もに、情報誌、パンフレットやインターネッ
ト等を通じ一般消費者等に対して、石油の適
正な使用、購入などに関する情報提供を行
い、資料・情報を資料室において一般消費者
等に公開する等、石油に関する情報の普及を
図る。
ウ．普及啓発事業
・ 小中学校の学童、生徒を対象といた石油
事情に関する移動教室を開催し、将来消費者
となる若年層に対する普及・啓発を図る。
・ 学校教育用や父兄用の資料を作成・配布
し、学校教育の場を生かした石油に関する情
の浸透を図る。

【総予算額】
6,515,364千円

【総執行額】
5,435,054千円

【事業実施年度】
昭和56年度～

○一般消費者の他、近
い将来我が国の中心的
役割を担う若年層を対
象に、普段から石油に
かかる普及啓発を実施
することにより、石油
に関する知識や理解力
の高い消費者の育成

○出版物における
発行部数、ホーム
ページにおけるア
クセス数、講習
会、移動教室等の
参加者数の把握
○出版物、ホーム
ページにおける消
費者アンケートの
実施
○講習会、移動教
室における参加者
から直接意見聴取

－ ○これまでの事業の成
果でもある現在の消費
者の知識水準を維持す
るため、引き続き事業
を実施していく。そし
て、講習会、移動教室
等の普及啓発対象者に
対し実施しているアン
ケート結果から、改善
点を抽出し今後の事業
に反映していく。

○平成13年度実績
　・出版物の延べ発行部数 （275,394部）
　・ホームページのアクセス数 （133万アクセス）
　・講習会の参加者数 （947人）
○平成14年度実績
　・出版物の延べ発行部数 （280,800部）
　・ホームページのアクセス数 （251万アクセス）
　・講習会の参加者数 （１,485人）



効果の把握の方法

11

589件

２．立体化 16件

３．集約化 67件

４．廃業 36件

５．事業多角化 134件

６．事業転換 10件

46件

39件

29件

 54件

34組合

11組合

○構造改善促進利子補給等事業
  石油製品販売業者が実施する事業多角化、
事業転換及び環境対策等に必要な設備資金及
び運転資金に係る資金の借入に対する利子補
給を行う。（補助率：定額）
○石油販売業者経営高度化調査・実現化事業
　石油製品販売業者の共同化・協業化による
競争力強化につながり、かつ、広域性を有し
ている事業であって、(1)マーケティング調
査や経営戦略立案等の調査・研究事業、(2)
石油製品販売業者にとって収益性、独創性の
高い経営手法、販売手法の展開を図るための
実証実験事業に対して支援を行う。
○事業環境整備等支援事業
　都道府県石油組合が実施する、地域の治安
対策や高齢化対応等の地域貢献やリサイクル
等の環境対策など社会的に必要と考えられ、
石油製品販売業界全体で行うことが期待され
る活動等に対して支援を行う。
○土壌環境保全対策事業
　石油製品販売業者等が給油所周辺地域の土
壌環境保全の確保を図る観点から実施する土
壌汚染未然防止等事業（老朽化地下タンク等
の撤去・入れ換え事業）に対して支援を行
う。

【総予算額（平成2年度～14年度予算額の総
計】
150,599,169千円

【総執行額（平成2年度～14年度の執行額の
総計】
40,546,956千円

【事業実施期間】
昭和62年度～平成24年度

○構造改善促進利
子補給事業利子補
給実績件数
○石油販売業者経
営高度化調査・実
現化事業採択件数
○事業環境整備等
支援事業採択組合
数
○老朽化－重殻地
下タンク等を撤去
した給油所数
○老朽化－重殻地
下タンク等を入れ
替えた給油所数

マーケティングリサーチ等開催事業

セミナー等開催事業

経営コンサルタント等相談事業

「かけこみ110番」事業

○平成８年３月末の特
定石油製品輸入暫定措
置法（以下「特石法」
という。）の廃止等に
より石油産業を巡る規
制が緩和される中で、
厳しい経営環境に直面
している石油販売業者
が実施する構造改善事
業に対して支援するこ
とにより、石油流通イ
ンフラたる石油販売業
の経営基盤強化を図
り、適正かつ安定的・
効率的な石油流通の確
保を目指す。

老朽化一重殻地下タンク等を入れ換えた給油所数：44件

平成15年度（16年3月末現在）

「救急救命講習」事業

→ 合計159件

実験・実用化試験事業

平成14年度 40都道府県石油組合事業を採択

○構造改善促進利子補給事業

○石油販売業者経営高度化調査・実現化事業（平成14年度
採択件数）

○事業環境整備等支援事業

○土壌環境保全対策事業

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

石油製品販売業の構造改善支援

老朽化一重殻地下タンク等を撤去した給油所数 ：115件

評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

○本施策を実施したこ
とにより、収益性のあ
る創意工夫に富んだ新
たな業態モデルが創出
されつつあり、また、
マーケティングリサー
チ・セミナー等の開催
により、石油製品とい
う限られた品目を顧客
の来店を待って販売す
るといった経営スタイ
ルを見直す事業者も増
え、経営手法の転換を
促すことができ、石油
製品販売業の構造改善
がある程度進んだと評
価される。
○しかしながら、石油
製品販売業界は、依然
厳しい経営状況にある
ことから、本施策によ
り構造改善事業を引き
続き支援し、経営革新
が図られる業態モデル
の創出等の促進を図
る。
○老朽化し、漏洩の可
能性が高い一重殻タン
クから、二重殻タンク
への入替えなどを支援
したことにより、経営
基盤の強化に一定程度
寄与。今後は本事業が
更に活用されるよう事
業の改善を図り、二重
殻タンクの入替えなど
を促進し、石油販売業
の経営基盤の強化を図
る。

１．情報化、メカトロニクス化、近代化

（平成14年度利子補給実績件数）

【必要性】
○石油製品の安定
的かつ効率的な供
給の確保のための
関係法律の整備等
に関する法律案に
対する附帯決議
（平成７年３月 衆
議院・商工委員
会）
○石油製品の安定
的かつ効率的な供
給の確保のための
関係法律の整備等
に関する法律案に
対する附帯決議
（平成７年４月 参
議院・商工委員
会）



効果の把握の方法

12 ○軽油周辺油種（灯
油、Ａ重油）に対する
識別剤添加の円滑化を
図り、適正な品質であ
る石油製品を供給する
とともに、自動車のエ
ンジントラブル等の被
害を防止し、石油製品
市場における品質・流
通の適正化を図る。

－ 【必要性】
○石油製品の安定
的かつ効率的な供
給の確保のための
関係法律の整備等
に関する法律案に
対する附帯決議
（平成７年３月 衆
議院・商工委員
会）
○石油製品の安定
的かつ効率的な供
給の確保のための
関係法律の整備等
に関する法律案に
対する附帯決議
（平成７年４月 参
議院・商工委員
会）

○本施策により、粗悪
品による自動車のエン
ジントラブル等の被害
を防止し、消費者利益
の保護を確保し品質規
格不適合である石油製
品による排ガス中の粒
子状物質や窒素酸化物
等の排出抑制に効果。
しかしながら、本施策
については、継続的に
実施しなければ、適正
品質である石油製品を
供給することが困難と
なることから、引き続
き支援が必要

サンプリン
グ・品質検
査実施給油

全国の給油
所数②

実施割合
（①／②）

平成12年度 58,494 55,172 106.0%

平成13年度 58,981 53,704 109.8%

平成14年度 58,288 52,592 110.8%

○サンプリング・品質検査実施給油所数推移表（レギュ
ラーガソリン）(単位：件)

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

適正な品質の石油製品の安定的な供給
　
○以下の手段による

評価の結果
把握した効果

（１）石油製品品質確保事業費補助金
○社団法人全国石油協会が行う以下の事業に
対して、補助
・全国約５万２千の給油所においてサンプル
（ガソリン・軽油・灯油）を購入し、同協会
の地方試験センター等において分析を行う。
・同協会の分析技術レベルの向上を図るた
め、同協会の品質試験室において、分析技術
の研究開発等を行う。
○石油製品の品質確保等に関する普及広報事
業を行うことに対して補助

【総予算額（平成8年度～14年度予算額の総
計】
23,518,921千円

【総執行額（平成8年度～14年度の執行額の
総計】
14,597,500千円

【事業実施期間】
昭和61年度～平成17年度

・全国約５万２千の給
油所においてサンプル
を購入し、同協会の地
方試験センター等にお
いて分析を行う。
・同協会の分析技術レ
ベルの向上を図るた
め、同協会の品質試験
室において、分析技術
の研究開発等を行う。
○石油製品の品質確保
等に関する普及広報事
業を行うことに対して
補助

【効率性】
分析費用について
は、十分な能力を
有する分析機関
（４箇所）で受託
分析費用を比較す
ると、同協会が実
質的に最も安価で
あり（輸送費の込
／別を考慮した後
ベース）、この意
味でも対費用効果
は高いと分析

○サンプリング・
品質検査実施給油
所数
○サンプリング・
品質検査実施率

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

－

○本施策により、全国
の給油所に対しサンプ
リング・品質検査を実
施し、当該検査等の抑
止力によって石油製品
販売業者に対し法定規
格に適合した適正な品
質である石油製品の販
売を促すと共に、法定
規格に適合しない石油
製品を販売している給
油所を把握。これに
よって、粗悪品による
自動車のエンジントラ
ブル等の被害を防止
し、消費者利益の保護
を確保し品質規格不適
合である石油製品によ
る排ガス中の粒子状物
質や窒素酸化物等の排
出抑制に効果
しかしながら、本施策
については、継続的に
実施しなければ、適正
品質である石油製品を
供給することが困難と
なることから、引き続
き支援が必要



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
把握した効果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

－

生産・輸入
数量①

識別剤添加
数量②

識別剤添加
率（①／

平成12年度 61,212 61,212 100.0%

平成13年度 58,857 58,857 100.0%

平成14年度 61,210 61,210 100.0%

利子補給利
用者生産数
量③

運転資金補
助申請数量
④

補助金利用
率（（③＋
④）／①）

平成12年度 56,904 1,403 95.3%

平成13年度 55,854 1,842 98.0%

平成14年度 57,498 1,502 96.4%

○識別剤添加率・補助金利用率（単位：件） ○本施策を利用した灯
油、Ａ重油に対する識
別剤添加についても、
添加率が100％に達し
ており、石油製品の品
質適正化を確保した。
これによって、粗悪品
による自動車のエンジ
ントラブル等の被害を
防止し、消費者利益の
保護を確保し品質規格
不適合である石油製品
による排ガス中の粒子
状物質や窒素酸化物等
の排出抑制に効果
しかしながら、本施策
については、継続的に
実施しなければ、適正
品質である石油製品を
供給することが困難と
なることから、引き続
き支援が必要

（２）軽油流通適正化事業費補助金 （補
助）
　識別剤添加の負担が課される石油精製業者
等に対し、識別剤購入経費の一部を補助
○識別剤添加設備建設に要する資金の借入に
対する利子補給
製油所、油槽所等において識別剤の添加を行
うための設備等の取得に要する資金の利子補
給
○灯油、Ａ重油の輸入業者等に対する識別剤
添加に要する運転資金の補助
・添加対象者のうち、軽油の製造、販売を全
く行っていない事業者に対する補助
・添加対象者のうち、軽油の製造を全く行っ
ておらず、販売のみを行っている事業者に対
する補助

【総予算額（平成２年度～14年度予算額の総
計】
4,197,662千円

【総執行額（平成２年度～14年度の執行額の
総計】
3,155,346千円

【事業実施期間】
平成２年度～

○識別剤添加の負担が
課される石油精製業者
等に対し、識別剤購入
経費の一部を補助

○識別剤添加率
○補助金利用率



効果の把握の方法

13 ○国民生活・産業活動
に不可欠な電力量を供
給するのに十分な送配
電網を維持することを
可能とする。

－ － ○当該施策は進んでい
るが、欧米と比較して
無電柱化率等は未だ低
水準のため、引き続き
本施策を推進していく
ことが必要である。

（１）共同溝（財投）
　一般電気事業者等の共同溝に関する分担金
及び付帯工事費並びに指定外共同溝及び付帯
工事費に対する融資を実施

【総融資額（平成10年度～14年度融資額の総
計】
291億円

【総融資件数（平成10年度～14年度）】
38件

○一般電気事業者等の
共同溝に関する分担金
及び付帯工事費並びに
指定外共同溝及び付帯
工事費に対する融資を
実施

○共同溝整備済延
長距離

－ （１）～（５）共通
「送配電設備の高度
化」としての評価結果

○まちなかの幹線道路
については従来の計画
に基づき整備が図られ
てきており、市街地の
幹線道路の無電柱化率
は９％（平成15年度末
見込み）になっている
が、歩行空間のバリア
フリー化、歴史的な街
並みの保全、避難路の
確保等の都市防災対
策、良好な住環境の形
成等の時代の要請と課
題に応えるため、対象
を歴史的な街並み等ま
で拡大するとともに、
浅層埋設によるコスト
低減などを盛り込んだ
「無電柱化推進計画」
（平成16年４月策定、
対象期間：平成16年度
～平成20年度）に基づ
き送配電設備の地中化
を着実に推進してい
く。

（２）電線の地中化事業及び電力系統防災対
策事業（財投）
　一般電気事業者の配電線地中化工事、地下
式変電所建設工事、送配電設備多重化工事に
対する融資を実施

【総融資額（平成10年度～14年度融資額の総
計】
2,516億円

【総融資件数（平成10年度～14年度）】
64件

○一般電気事業者の配
電線地中化工事、地下
式変電所建設工事、送
配電設備多重化工事に
対する融資を実施

－

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

送配電設備の高度化
　
○以下の手段による

【共同溝整備済延長距離】
・平成13年度末約470㎞
・平成14年度末約490㎞
・平成15年度末約510㎞（予定）

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

－

【電線類地中化計画】
・第一期（昭和61年度～平成２年度；実績）1,000㎞
・第二期（平成３年度～平成６年度；実績）1,000㎞
・第三期（平成７年度～平成10年度；実績）1,400㎞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計3,400Km



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（３）エネルギー需給構造改革投資促進税制
による配電多重化設備（税制)
　配電経路を多重化する工事であって、配電
の設備を地下に収容する工事の施工に伴って
取得し、または建設する管路及び電力ケーブ
ル並びに変圧器等に係る税制優遇措置（取得
価額の50％相当額に対し、法人税又は所得税
における特別償却率30％又は税額控除７％）

【総減税額（平成14年度）】
380億円の内数

【事業実施年度】
昭和61年度～

○配電経路を多重化す
る工事であって、配電
の設備を地下に収容す
る工事の施工に伴って
取得し、または建設す
る管路及び電力ケーブ
ル並びに変圧器等に係
る税制優遇措置

－

（４）エネルギー需給構造改革投資促進税制
による四百ボルト級配線設備（税制）
　400ボルト及び230ボルトの三相４線式配線
方式による電線、変圧器等の取得に係る税制
優遇措置（取得価額に対し、法人税又は所得
税における特別償却率30％又は税額控除率
７％）

【総減税額（平成14年度）】
380億円の内数

【事業実施年度】
昭和61年度～
　

○400ボルト及び230ボ
ルトの三相４線式配線
方式による電線、変圧
器等の取得に係る税制
優遇措置

【効率性】
ビルや工場におけ
る屋内配線など
で、幹線、動力機
器などに400Ｖ及び
230Ｖを採用するこ
とによって配電電
流を減少させ、需
要家構内配電設備
の電力損失を削減
することができる
ため、大幅な省エ
ネが見込める。例
えば、標準的な建
物（用途：事務
所、床面積30,340
㎡、年間電力使用
量：4,370MWh）に
おいては、約570kL
／年・基の省エネ
が見込まれる。

・401km（平成12年度～平成14年度）

・389基（平成12年度～平成14年度）



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

（５）電線類の地中化設備に対する特例措置
（税制）
　一般電気事業者等が電線類の地中化を行う
ために新設した償却資産（管路、ケーブル、
引込線、変圧器、保安開閉装置等）に係る課
税標準の特例措置（架空線に代えて地中化し
た場合は課税標準額の７／８、架空線がない
道路の場合は同９／10。ただし新たに固定資
産税が課されることとなった年度から５年間
に限る。）

【総減税額（平成14年度）】
447百万円

【事業実施年度】
昭和61年度～

○一般電気事業者等が
電線類の地中化を行う
ために新設した償却資
産に係る課税標準の特
例措置

－【電線類地中化計画】
・第一期（昭和61年度～平成２年度；実績）1,000㎞
・第二期（平成３年度～平成６年度；実績）1,000㎞
・第三期（平成７年度～平成10年度；実績）1,400㎞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計3,400Km



効果の把握の方法

14 ○負荷平準化
　質の高い電力を安定
的にかつ国際的に遜色
のないコスト水準で取
引が可能となるシステ
ムの構築

○燃料転換
　一次エネルギー供給
の約４割を占める発電
分野によるCO2 を約109
万t-C(2010 年度電気事
業CO2 排出量の1.3％に
相当)の削減

－ － ○負荷平準化
年負荷率は、平成14年
度時点において、約
59％の水準まで改善さ
れている。

○燃料転換
中国電力及び東北電力
により老朽石炭火力発
電施設の高効率LNG 火
力発電施設へのリプ
レース計画が公表され
ており、ＣＯ２排出削
減に向け燃料転換の計
画が着実に進行してい
る。

価格差［千円］ 10馬力相当
未満

10馬力相当
以上

13馬力相当
以上

平成12年度末現在 315 890 1,100

平成13年度末現在 315 830 970

平成14年度末現在 315 770 830

価格差［千円］ 16馬力相当
以上

20馬力相当
以上

平成12年度末現在 1,250 1,500

平成13年度末現在 1,120 1,400

平成14年度末現在 990 1,300

○市場全体の氷蓄熱式空調システムの設置台数
平成10年度単年度：4,876台
平成11年度単年度：7,672台
平成12年度単年度：9,806台
平成13年度単年度：7,939台
平成14年度単年度：7,597台
○補助金による氷蓄熱式空調システムの設置台数
平成10年度単年度：2,374台
平成11年度単年度：4,617台
平成12年度単年度：6,700台
平成13年度単年度：5,102台
平成14年度単年度：5,177台

○市場全体の氷蓄
熱式空調システム
の設置台数
○補助金による氷
蓄熱式空調システ
ムの設置台数

○補助金制度の最終目
標は、氷蓄熱式空調シ
ステムの市場での自立
化を図ること。
○市場自立化とは、機
器の普及促進が進み、
量産効果でコストダウ
ンが図られることによ
り、市場において、一
般の空調機器との価格
差が夜間の割安な電力
を使用することで、３
年程度で回収可能にま
で縮小することにより
競争力を持つこと。
○市場全体での生産台
数が年間50,000 台程度
にまで増加すること

【効率性】
平成10～14年度の
補助金当たりの
ピークシフトkW
12.66kW／百万円
平成10～14年度の
補助金当たりの補
助台数 2.37台／百
万円

○夏季ピーク時におけ
る民生用需要の多くを
占め、我が国の負荷率
低下の主要因となって
いる冷房需要の負荷移
行を図るためには、蓄
熱式空調システムやガ
ス冷房の普及を一層拡
大していくことが重要
である。
○政府は、平成14年６
月に制定された「エネ
ルギー政策基本法」に
基づき平成15年10月に
閣議決定されたエネル
ギー基本計画におい
て、既に確立した蓄熱
技術やガス冷房につい
て、更なる普及に向け
て必要な環境整備を図
るとともに、負荷平準
化の意義・必要性につ
いての国民の理解促進
を図る等、電力負荷平
準化対策に引き続き取
り組むこととしてお
り、この趣旨を踏まえ
つつ、所要の助成策を
検討しているところ

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

－

（１）氷蓄熱式空調システム普及促進事業補
助金（補助）
○氷蓄熱式空調システム導入に係る利子補給
事業
○システム設置補助事業
○普及関連事業

【総予算額（平成７年度～15年度予算額の総
計】
18,719,793千円

【総執行額（平成７年度～14年度の執行額の
総計】
11,251,277千円

【事業実施期間】
平成７年度～平成16年度

 

○氷蓄熱式空調システムの馬力ごとによる価格差

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

電力需給システムの高度化（負荷平準化、石炭
火力発電ＬＮＧ化等）
　
○以下の手段による



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

要素  低減率

導体 ▲80.8%

コイル構造＋真空
容器

▲92.4%

冷凍設備 ▲88.6%

電気設備 ▲59.2%

合計 ▲72.1%

要素  低減率

導体 ▲83.3%

コイル構造＋真空
容器

▲92.1%

冷凍設備 ▲92.5%

電気設備 ▲60.2%

合計 ▲84.0%

用途 仕様 目標コスト コスト低減
試算値

系統安定化用途 出力：100MW
貯蔵容量：
15kWh

7.0 6.9

負荷変動補償・周
波数調整用途

出力：100MW
貯蔵容量：
500kWh

27～31 20.1

○フライホイール等の
既存技術に比べ、貯蔵
効率が高く、エネル
ギーの出し入れ速度が
速い等の優れた特徴を
有している超電導電力
貯蔵システムの実用化
を図るべく、既存技術
と同程度のコスト（10
～30万円／ｋW 程度）
とするため、現状の１
／10程度の初期コスト
低減が図る。

○ライフサイクルコストの低減結果（単位：万円／ｋW）

○フライホイール等の
既存技術に比べ、貯蔵
効率が高く、エネル
ギーの出し入れ速度が
速い等の優れた特徴を
有している超電導電力
貯蔵システムの実用化
を図るべく、既存技術
と同程度のコスト（10
～30万円／ｋW 程度）
とするため、現状の１
／10程度の初期コスト
低減が図られた。
また、初期コストにラ
ンニングコストを含め
たライフサイクルコス
トの概念を設定した結
果、目標コストを上回
るコスト低減が図られ
た。

【効率性】
第２フェーズ（平
成11年度～15年
度）の総事業予算
額（約38.1億円）
に対する産業界へ
の効果は、2010年
頃には340億円規
模、2015年頃には
2,040億円規模の市
場に成長していく
と予想

○系統安定化用途（15kWh）（発電所設置、土地代を除く）○初期コストの低
減結果
ａ．系統安定化用
途（15kWh）（発電
所設置、土地代を
除く）
ｂ．負荷変動補
償・周波数調整用
途（500kWh）（超
高圧変電所設置、
土地代を除く）
○ライフサイクル
コストの低減結果

○負荷変動補償・周波数調整用途（500kWh）（超高圧変電
所設置、土地代を除く）

（２）超電導電力貯蔵システム技術開発（補
助）
　電力貯蔵を図るべく、貯蔵効率が高く、エ
ネルギーの出し入れ速度が速い等の優れた特
徴を有している超電導電力貯蔵システム（Ｓ
ＭＥＳ：Superconducting Magnetic Energy
Storage）について、系統制御用途に絞った
コスト低減技術の開発等を実施し、実用化を
図る。

【総予算額（平成11年度～15年度予算額の総
計】
3,807,415千円

【総執行額（平成11年度～14年度の執行額の
総計】
2,878,001千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成15年度



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（３）海水揚水発電技術実証試験（委託）
　立地が困難化している揚水発電所の立地拡
大に資するため、パイロットプラントの試験
運転を通じ海水揚水発電技術の信頼性を実証

【総予算額（昭和62年度～平成15年度予算額
の総計】
40,457,217千円

【総執行額（昭和62年度～平成14年度の執行
額の総計】
35,584,227千円

【事業実施期間】
昭和62年度～平成15年度

○５年間の実証試験運
転により、海水揚水に
伴う海水浸透・飛散、
材料腐食等の問題はな
く、技術面、環境面で
の対策の妥当性が実証
できた。これにより、
海水揚水発電システム
は、既存の淡水揚水発
電と同程度の信頼性を
有し、周辺の環境に対
してもほとんど影響が
無いことが実証する。

○パイロットプラ
ントの実証実験

－ ○５年間の実証試験運
転により、海水揚水に
伴う海水浸透・飛散、
材料腐食等の問題はな
く、技術面、環境面で
の対策の妥当性が実証
できた。これにより、
海水揚水発電システム
は、既存の淡水揚水発
電と同程度の信頼性を
有し、周辺の環境に対
してもほとんど影響が
無いことが実証され
た。

（４）既築中小建築物個別分散ガス冷房導入
促進事業（補助）
　平成14年度まで電力負荷平準化の改善、天
然ガスの高効率利用のため、既築中小建築物
における個別分散ガス冷房の普及促進を図る
ことを目的として、同機器の設置費用の一部
を助成してきた。平成15年度は負荷平準化の
必要性及び既築中小建築物個別分散ガス冷房
の有効性に関する広報等普及活動を実施

【総予算額（平成10年度～15年度融資額の総
計】
4,203,868千円

【総執行額（平成10年度～平成14年度の執行
額の総計】
2,567,627千円

【事業実施期間】
平成10年度～平成15年度

○既築中小建築物にお
ける個別分散ガス冷房
の普及促進を図る

○ガス冷房とＥＨ
Ｐの価格差
○市場全体の年間
普及台数

【効率性】
平成10～14年度の
補助金当たりの
ピークカットｋＷ
58.6kW／百万円
平成10～14年度の
補助金当たりの補
助台数 4.93台／百
万円

○ガス冷房普及による
ピークカット効果は非
常に大きく、補助事業
の費用対効果も優れて
いる。しかしながら、
ガス冷房の普及が進ん
できたとはいえ、負荷
平準化のためにはさら
なる普及拡大が必要で
あり、ガス冷房の設置
価格の負担を緩和させ
るための政策的補助が
必要である。このため
に、既築中小建物以外
の建物への普及を拡大
させることも有効であ
り、引き続きガス冷房
導入に対する補助施策
が必要である。

○ガス冷房とＥＨＰの価格差：75千円／ＲＴ
○市場全体の年間普及台数：39,000台

実証試験運転開始以降、３万人以上の見学者がパイロットプ
ラントを訪問し、地元の活性化に寄与している。また、パイ
ロットプラントは、国頭村、東村の役場ホームページに紹介
される等、観光資源として活用され、地元小中学校の科学技
術、環境教育の場としても有効に活用されている。



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（５）電力負荷平準化事業 （財投）
　電力ピークシフト効果の高い蓄熱式空調設
備、給湯設備等、電力ピークカット効果の高
い都市ガス冷房設備を設置する者等に対し融
資を実施
【総融資額（平成8年度～14年度予算額の総
計）】
89億円

【総融資件数】
33件

○電力ピークシフト効
果の高い蓄熱式空調設
備、給湯設備等、電力
ピークカット効果の高
い都市ガス冷房設備を
設置する者等に対し融
資を実施

○電力負荷率 － ○財投による長期・低
利資金の提供は、負荷
平準化設備を設置しよ
うとする事業者の資金
調達にかかるリスク及
び負担を軽減し、また
当該設備導入を着実に
進める手段のひとつと
して非常に有効であ
り、事業者のニーズも
大きい。

（６）エネルギー需給構造改革投資促進税制
（負荷平準化設備） （税制）
　対象設備を取得する事業者等に対して所得
税又は法人税における30％の特別償却又は
７％の税額控除(資本金１億円以下の者に限
る)を認め、初期の設備投資負担を軽減する
（負荷平準化対象設備：蓄熱式空調・給湯装
置、深夜電力利用型蓄熱式暖房装置、ガス冷
房装置、電力貯蔵設備）。

【事業実施期間】
平成４年度～平成17年度

○対象設備を取得する
事業者等に対して所得
税又は法人税における
30％の特別償却又は
７％の税額控除を認
め、初期の設備投資負
担を軽減

○総減税額 － ○我が国が今後ともエ
ネルギーセキュリティ
を確保すると共に、持
続的な経済発展を確保
していくためには、省
エネルギー化や電力負
荷平準化設備、新エネ
ルギー設備等の導入促
進が必要であり、従来
型の設備に比して初期
投資の負担が重いこれ
らの設備の導入に際し
て、その負担を直接的
かつ公平に軽減でき、
国の支援を明確にする
支援策が必要である。
一方で、エネルギー使
用量を制限する等の規
制的措置は、国民生
活、経済活動に大きな
影響を与える可能性も
あるが、これに対し、
税制上の支援措置は企
業に自発的かつ積極的
な対策を講じさせるこ
とが出来、現実的かつ
即効性のある対応策で
あり、エネルギー政策
の推進が、産業・民
生・運輸にわたるあら
ゆる部門に関係するこ
とを踏まえれば、エネ
ルギー関連投資の促進
支援は全ての事業者が
利用可能な税制による
措置をもって進めるこ
とが最も適切である。

・平成14年度 58.5％
・平成13年度 56.7％
・平成12年度 58.8％

平成15年度見込み：250億円
※減税総額はエネルギー需給構造改革投資促進税制制度全体
の額



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果
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番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（７）石炭火力発電天然ガス化転換補助事業
（補助）
　老朽石炭火力発電のうち、35 年以上運転
したものについて、建設費の10％の補助を最
大５年間にわたって行うことにより、天然ガ
スを利用したコンバインドサイクル発電への
リプレースを促す。

【総予算額（平成14年度～15年度予算額の総
計）】
4,476,228千円

【総執行額】
0千円

【事業実施期間】
平成14年度～平成24年度

○燃料転換前の石炭火
力発電施設におけるＣ
Ｏ２排出量と、燃料転
換後の高効率のＬＮＧ
火力発電施設における
ＣＯ２排出量との差を
比較

燃料転換前の石炭
火力発電施設にお
けるＣＯ２排出量
と、燃料転換後の
高効率のＬＮＧ火
力発電施設におけ
るＣＯ２排出量と
の差

－



効果の把握の方法

15 ○中小企業が抱える
様々な経営課題を解決
し、中小企業の多様で
活力ある成長発展に資
するため、中小企業の
経営方法の改善等に関
し、情報提供や助言を
行うほか中小企業及び
中小企業の支援人材に
対する研修の実施や優
れた人材の確保等中小
企業が労働力確保を図
る上で、大企業に比し
て遅れている雇用環境
の改善のための施策を
支援することにより、
中小企業の経営基盤強
化に必要な経営資源の
効率的な確保等を支援
する。

－ － ○中小企業を取り巻く
経済情勢が厳しい状況
下にある中、経営面や
雇用面等でも具体的な
成果が現れているな
ど、一定の効果が現れ
ている。このため、本
施策については、中小
企業の経営資源確保の
ために引き続き実施し
ていくことが必要であ
る。

平成12年度 平成13年度 平成14年度

窓口相談件数 48,516件 85,174件 118,408件

講習会等開催回数
（実受講数)

370回
(7,646人）

1,866回
(52,786人)

2,000回
(67,986人)

専門家派遣件数 10,205件  17,665件  20,094件

事業可能性評価委
員会開催回数

126回 303回 489回

売上増加額  利益増加額

1,166万円  1,097万円

利用事業者数 売上増加額 利益増加額

68,018 650,847 532,088

雇用増加人数 税収増加額

136,273 99,710

今後、支援センターの
認知度を更に高めると
ともに、利用事業者の
拡大を図る必要があ
る。
支援内容の質的向上や
重点化等に努め、この
ような課題項目の解決
度の向上を図る必要が
ある。
総合支援センターと都
道府県等支援センター
及び都道府県等支援セ
ンター相互間はもとよ
り他の支援機関との密
接な連携・補完体制を
図り、中小企業者への
満足度の高いワンス
トップサービスができ
得る拠点としての機能
を高める必要がある。
事業可能性評価委員会
での評価が事業化に向
けた具体的な支援に結
びついていないことが
見受けられるため、今
後、本事業の活用の在
り方を検討する必要が
ある。

【効率性】
○１アクセス当た
りの事業費
・平成13年度：
152.4円
・平成14年度：
28.3円

○総補助金投入コ
スト：約136億円
（平成13年度）、
○支援先中小企業
の売上増加額：約
6,500億円
○利益増加額：約
5,300億円

○窓口相談等実績
売上げ増加及び利
益増加効果
○雇用増加及び税
収増加効果
○利用者の満足度
○外部経営資源調
達件数

○都道府県等における
中小企業支援事業の実
施体制の中心として、
成功事例のＰＲ等を積
極的に実施し、専門家
派遣や事業可能性評価
委員会による評価をよ
り多くの中小企業に対
して行うとともに、支
援量的拡大及び質的向
上を図る。
○窓口相談件数、専門
家派遣件数、講習会等
開催回数、事業可能性
評価委員会開催回数の
増加及び利用者の満足
度を高める。

（１）都道府県等中小企業支援センター等事
業（補助）
　都道府県（含む政令指定市）における中小
企業支援事業の実施体制の中心として、都道
府県等中小企業支援センター等が行う以下の
事業に対して補助
Ａ．創業者や経営の向上を図る中小企業者
（以下、中小企業者等という。）を支援する
相談窓口の設置、求めに応じた専門家の派遣
Ｂ．中小企業者等から提出されるビジネスプ
ラン等を事業可能性評価委員会で評価
Ｃ．中小企業者等に対する研修会の開催、施
策情報の提供等

【総予算額】
18,664,872千円

【総執行額】
10,548,113千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成17年度

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

　中小企業経営資源強化対策
　
○以下の手段による

－

○窓口相談等実績

○売上げ増加及び利益増加効果 （単位：人、百万円）

○雇用増加及び税収増加効果 （単位：人、百万円）

１社平均（約100社）

支援センター全体（試算）



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

高い やや高い 普通

窓口相談 19.8 40.1 27.2

専門家派遣 27.9 38.8 20,6

事業可能性評価委
員会

17.5 28.9 36,1

ややもの足
りない

もの足りな
い

窓口相談 8.6 4.3

専門家派遣 7.9 4.8

事業可能性評価委
員会

9.3 8.2

12年度 13年度 14年度

創業件数 207 643 879

経営革新法計画承 402 358 565

創造法計画認定件 95 127 128

特許出願件数 127 202 221

うち特許取得件数 15 27 36

株式公開件数 0 1 1

ＩＳＯ取得件数 296 527 651

15年度上期 合 計

創業件数 425 2,154

経営革新法計画承 307 1,632

創造法計画認定件 40 390

特許出願件数 148 698

うち特許取得件数 17 95

株式公開件数 4 6

ＩＳＯ取得件数 169 1,643

○利用者の満足度 （単位：％）

○外部経営資源調達件数 （単位：件）



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

平成12年度 平成13年度 平成14年度

窓口相談件数 45,973件 50,629件 61,258件

講習会等開催回数
（実受講者数）

804回
(19,533人)

1,377回
(36,897人)

1,603回
(43,998人)

専門家派遣件数 6,106件 4,348件 4,643件

売上増加額  利益増加額

862万円 545万円

利用事業者数 売上増加額 利益増加額

33,888 240,002 209,929

雇用増加人数 税収増加額

62,399 44,037

高い やや高い 普通

窓口相談 27.4 26.2 33.5

専門家派遣 23.5 28.6 29.4

ややもの足
りない

もの足りな
い

窓口相談 6.7 6.1

専門家派遣 8.4 10.1

（２）地域中小企業支援センター事業（補
助）
　都道府県において、地域の身近な支援拠点
として設置する地域中小企業支援センターが
行う以下の事業に対して補助
Ａ．創業予定者や地域の中小企業者等からの
創業、経営革新に関する相談に対する助言
Ｂ．企業経営を行っていく上での重要な課題
に対する専門家による助言
Ｃ．経営資源発掘（販路開拓等）のための調
査研究
Ｄ．創業や経営革新支援等に関する講習会の
開催や情報提供

【総予算額】
5,884,008千円

【総執行額】
3,298,565千円

【事業実施期間
平成12年度～平成17年度

【効率性】
○総補助金投入コ
スト：約50億円
（平成13年度）
○支援先中小企業
の売上増加額：約
2,400億円
○支援先中小企業
の利益増加額：約
2,100億円
○雇用の創出：約
6.2万人
○税収の増加：約
440億円

○地域におけるきめ細
やかな支援の拠点とし
て、窓口相談及び専門
家派遣や講習会等の支
援をより多くの小規模
企業者等に対して提供
するとともに、利用者
の様々な課題等に対し
有効に対応できるよう
支援の量的拡大及び質
的向上を図る。
具体的には、窓口相談
件数、専門家派遣件
数、講習会等開催回数
の増加及び利用者の満
足度を高める。

○窓口相談件数
○専門家派遣件数
○講習会等開催回
数の増加
○利用者の満足度

１社平均（約40社）

支援センター全体（試算）

○利用者の満足度 （単位：％）

○今後、支援センター
の認知度を更に高める
とともに、利用事業者
の拡大を図る必要があ
る。
○支援内容の質的向上
や重点化等に努め、こ
のような課題項目の解
決度の向上を図る必要
がある。
○多くの利用事業者に
とって課題とされる項
目の中には、解決度が
低い項目も見受けられ
ることから、今後は、
支援内容の質的向上や
重点化等に努め、この
ような課題項目の解決
度の向上を図る必要が
ある。
○コーディネーターを
外部からの民間人材の
登用により事業を実施
しているセンターの相
談実績がよいことか
ら、一層外部人材を登
用するような支援体制
に改善し、地域の中小
企業者の利用拡大に努
める必要がある。

○窓口相談等実績

○売上増加及び利益増加効果 （単位：人、百万円）

○雇用増加及び税収増加効果 （単位：人、百万円）



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

12年度 13年度 14年度

創業件数 2,001 3,198 3,679

経営革新法計画承
認件数

49 71 280

創造法計画認定件
数

9 19 16

特許出願件数 18 38 55

うち特許取得件数 6 10 10

ＩＳＯ取得件数 6 17 19

15年度上期 合 計

創業件数 1,945 10,823

経営革新法計画承
認件数

183 583

創造法計画認定件
数

7 51

特許出願件数 33 144

うち特許取得件数 2 28

ＩＳＯ取得件数 17 59

○外部経営資源調達件数 （単位：件）



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

平成12年度 平成13年度 平成14年度

窓口相談件数 4,718件 5,851件 10,143件

講習会等開催回数
（実受講者数）

 9回
(395人）

78回
(2,967人）

112回
(6,182人)

専門家派遣件数 515件  2,500件 3,403件

インキュベータマ
ネージャー派遣回
数

16回 216回 415回

ＩＴ専門家派遣件
数

－ 124件  271件

売上増加額 利益増加額

2,360万円 494万円

利用事業者数 売上増加額 利益増加額

6,031 153,948 40,108

雇用増加人数 税収増加額

60,223 40,792

高い やや高い 普通

窓口相談 12.7 22.2 37

専門家派遣 18.2 47.3 16.4

ややもの足
りない

もの足りな
い

窓口相談 12.7 15.3

専門家派遣 10.9 7.3

○株式公開まで視野に
入れたベンチャー企業
や高度な経営課題を抱
える中小企業への支援
拠点として、窓口相
談、専門家派遣等の支
援をより多くの企業に
対し提供するととも
に、支援の量的拡大及
び質的向上を図る。
具体的には、窓口相談
件数、講習会等開催回
数・参加人数、イン
キュベータマネー
ジャー・ＩＴ専門家を
含めた派遣件数の増加
及び利用者の満足度を
高める。

（３）中小企業・ベンチャー総合支援セン
ター事業（補助）
  株式公開まで視野に入れたベンチャー企業
や高度な経営課題を抱える中小企業への支援
を行うため、中小企業総合事業団が全国８か
所に設置した｢中小企業･ベンチャー総合支援
センター｣が行う以下の事業に対して補助
Ａ．高度な経営課題を抱える中小企業、ベン
チャー企業等に対する窓口相談
Ｂ．中小企業・ベンチャー企業等に対する長
期、継続的な専門家派遣
Ｃ．インキュベータ施設に対するインキュ
ベータマネジャーの派遣
Ｄ．ＩＴ専門家の派遣等によるＩＴ推進アド
バイス事業
Ｅ．創業・ベンチャー企業等を対象に株式公
開までにかかる実務的かつ実践的な内容の経
営支援講座等の開催
Ｆ．創業・経営革新等を行おうとする中小企
業者等の優秀なビジネスプランの具体化を支
援センターのプロジェクトマネージャーを中
心に一貫した支援を行い、その成果を全国の
モデルとして普及する創業・経営革新支援事
業

【総予算額】
6,176,805千円

【総執行額】
3,467,400千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成17年度

１社平均（約50社）

支援センター全体（試算）

○今後、支援センター
の認知度を更に高める
とともに、利用事業者
の拡大を図る必要があ
る。
○支援内容の質的向上
や重点化等に努め、こ
のような課題項目の解
決度の向上を図る必要
がある。
○より支援センター相
互間の密接な連携・補
完体制を図り、中小企
業者への満足度の高い
ワンストップサービス
が提供し得る拠点とし
ての機能を高める必要
がある。

○総補助金投入コ
スト約16億円（平
成13年度）
○支援先中小企業
の売上増加額：約
1,539億円
○利益増加額：約
401億円
○雇用の創出：約
６万人
○税収の増加：408
億円

○窓口相談等実績
○売上増加及び利
益増加効果
○雇用増加及び税
収増加効果
○利用者の満足度
○外部経営資源調
達件数

○窓口相談等実績

○売上増加及び利益増加効果 （単位：人、百万円）

○雇用増加及び税収増加効果 （単位：人、百万円）

○利用者の満足度 （単位：％）
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14年度 15年度上期 合 計

経営革新法計画承
認件数

10 5 15

創造法計画認定件
数

3 1 5

特許出願・取得件
数

15 36 60

株式公開 1 0 1

資金調達（運転資
金含）

23 24 55

技術開発等助成金 8 10 19

平成13年度 平成14年度

登録情報数 約426千件 約1,000千件

アクセス件数 約244万件 約802万件

○アクセス件数・
登録情報量
○満足度
○ＩＴフォーラム
（基調講演等）・
ＩＴフェア（展示
会等）参加者

 　「週に数回」28.6％

・中小企業者等一般ユーザー

○ＩＴ化事例のＤＢ作
成、及び創造力と意欲
ある中小企業のＩＴ化
とビジネスチャンス拡
大を図るための中小企
業ＩＴフェスタの開催
事業に対し補助

 　「月に数回」 40.5％

○外部経営資源調達件数 （単位：件）

○アクセス件数・登録情報量

○満足度

（４）センター等交流ネットワーク事業
（補助）
　中小企業総合事業団が実施する３類型の中
小企業支援センター等が有する情報を集約化
して一元的に検索できるポータルサイト（Ｊ
－Ｎｅｔ21）の設置運営、中小企業のＩＴ支
援を円滑に進めるために必要となるＩＴ化事
例のＤＢ作成、及び創造力と意欲ある中小企
業のＩＴ化とビジネスチャンス拡大を図るた
めの中小企業ＩＴフェスタの開催事業に対し
補助

【総予算額】
1,239,416千円

【総執行額】
726,217千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成17年度

　ロ）Ｊ－Ｎｅｔの利用頻度

・支援センター等担当者

　イ）役立つ情報が得られているか

　 「利用した」11.9％

 　「今後利用したい」42.9％

 　「ある程度得られている」66.7％

　イ）役立つ情報が得られているか

　ハ）施策の利用（Ｊ－Ｎｅｔで知った支援施策を実際
に利用したか）

○Ｊ－Ｎｅｔ21につい
ては、年間800万件を
超えるアクセスがあ
り、また、アンケート
調査では、約80％の利
用者が「役立つ情報が
得られてい」と回答す
る等一定の評価を受け
ているところである
が、中小企業者のニー
ズは日々変化してお
り、これに対応するた
め、情報の最新性やコ
ンテンツの充実等を図
ることが必要

【効率性】
○平成13年度・平
成14年度の１アク
セス当たりの事業
費
・平成13年度：
152.4円
・平成14年度：
28.3円

　 「得られている」19.0％

 　「毎日」9.5％

　　「毎日」3.8％

　　「得られている」24.1％

　　「ある程度得られている」54.4％

　ロ）Ｊ－Ｎｅｔの利用頻度

　　「週に数回」21.5％

　　「月に数回」48.1％
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平成13年度 平成14年度

開催場所 山口県下関
市

石川県金沢
市

フォーラム参加者 2,247人 1,496人

フェア来場者 2,423人 1,993人

・満足度

大変良かっ
た

良かった

基調講演 42.9% 53.5%

公開討論 19.2% 71.8%

ＩＴフェア 13.7% 78.2%

　開催直後調査

　　「特に無し」 24.6％

・ＩＴフェアの具体的効果

　　「製品やサービスに関して情報交換を行った」
92.9％

　　「問い合わせがあり連絡を取った」 29.5％

　　「見積りを出した」 8.6％

　　「資料の請求があった」 36.1％

　　「売上げが増えた」 3.2％

　　「事業・技術提携ができた」 6.5％

・事例掲載企業

　　「製品が売れた」 6.6％

　　「現在商談を継続中」 4.9％

　　「マスコミなどからの取材を受けた」 23.0％

　　「売り込みが増えた」 11.5％

　　「商取引が成約済み・成約見込み」 21.0％

　　「自社ＨＰへのアクセス件数が増えた」 47.5％

　イ）事例掲載による影響・効果（複数回答）

　　「商取引や事業・技術提携の話に及んだ」 45.7％

　　「商取引や事業・技術提携の成約見込み有」25.7％

　フォローアップ調査

　　「新規企業からの問い合わせが増えた」 23.0％

　　「取引先が増えた」 11.3％

　ロ）新規取引の発生について（複数回答）

　　「知名度が上がった」 46.8％

○ＩＴフォーラム（基調講演等）・ＩＴフェア（展示会
等）参加者
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平成12年度 平成13年度 平成14年度

モデル事例件数 － 9事例 37事例

専門員派遣件数
（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数）

835件
（49件）

919件
（28件）

808件
（33件）

都道府県等中小企
業支援センターで
の窓口相談件数

19,265件 23,116件 22,072件

　「普通」8.3％

　「大変適切である」33.7％

　「まったく役に立たなかった」0.0％

（５）エネルギー使用合理化設備導入促進支
援事業 （補助）
　中小企業総合事業団が、自ら実施するエネ
ルギー使用合理化モデル事例の情報提供及び
中小企業者の依頼に応じて行うエネルギー使
用合理化に関する専門家の派遣事業及び都道
府県等中小企業支援センターを活用して実施
するエネルギー使用合理化設備導入の促進に
関する相談事業に対して補助

【総予算額】
8,294,466千円

【総執行額】
6,556,521千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成17年度

○設備導入・改善を考えた動機

【効率性】
平成14年度につい
ては、458百万円の
コストで、中小企
業総合事業団が有
する知見や民間人
材を効果的に活用
することにより、
工場への設備導入
等中小企業者の省
資源・省エネへの
取組を効率的に支
援することができ
ており、専門員派
遣・窓口相談１件
当たりの費用は以
下のとおりとなっ
ている。
○専門員派遣
平成12年度 190.2
千円／件（158,856
千円／835件）
平成13年度 110.9
千円／件（101,922
千円／919件）
平成14年度 122.8
千円／件（ 99,256
千円／808件）
※専門員派遣につ
いては、派遣先企
業の地理的な条件
等によって旅費等
の増減があるた
め、平成14年度に
ついては前年より
若干増加してい
る。
○窓口相談
平成12年度 32.0千
円／件（616,533千
円／19,265件）
平成13年度 19.8千
円／件（458,533千
円／23,116件）
平成14年度 16.2千
円／件（358,434千
円／22,072件）

　「あまり役に立たなかった」 1.0％

　「適切である」57.1％

○中小企業のエネル
ギー使用合理化設備導
入促進を支援するため
に、多種多様なモデル
事例を収集し、周知す
るとともに、より多く
の専門員派遣による支
援を行うこと等により
中小企業の省エネル
ギーへの取組を喚起

○モデル事例件
数・専門員派遣件
数等
○専門家派遣先か
ら見た助言の適節
度
○専門家派遣によ
る効果
○設備導入・改善
を考えた動機
○設備導入・改善
後の効果

　「専門員のアドバイス」79.8％

　「既に計画していた」20.2％

　「設備の運転・保守等に関し管理標準を設定」25.9％

　「設備改善、設備導入を予定している」 22.5％

　「既設設備を更新・改善し、又は付加設備を導入し
た」22.0％

○専門員の派遣先から
は、その助言等につい
て高く評価されており
（「大変適切、適切」
と回答した者が90％
超）、助言後、具体的
に派遣先の省エネに役
立ったと回答した中小
企業も85.4％と高い評
価を受けている。
今後も引き続き、派遣
先中小企業の省エネに
ついての課題を的確に
判断し、より省エネに
役に立つアドバイスを
実施していくことが必
要

　「省エネ率６％超～10％以下」20.4％

○専門家派遣による効果（複数回答）

○モデル事例件数・専門員派遣件数等

○専門家派遣先から見た助言の適節度

　「エネルギー管理体制の充実を行った」 18.7％

　「エネルギー消費効率が優れた新規の設備を導入し
た」 6.2％

　「余剰エネルギーを向上・事業所の外で有効利用し
た」 0.8％

○設備導入・改善後の効果

　「省エネ率６％以下」 36.1％

　「省エネ率10％超」 43.5％
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平成12年度 平成13年度 平成14年度

開催回数 45回 81回 90回

参加者数  2,179人 3,966人 4,287人

平成12年度 平成13年度 平成14年度

講習会開催回数 183回 282回  271回

講習会参加者数 約13,000人 約25,900人 約21,000人

相談対応件数 約 2,150件 約 2,560件 約 2,830件

テーマ数 6テーマ 10テーマ 11テーマ

    16.4%

（６）中小企業エネルギー対応情報提供事業
（補助）
　中小企業総合事業団が、都道府県等中小企
業支援センターを活用して実施する省エ
ネルギーに関する啓発普及のための講習会開
催事業に対して補助する。

【総予算額】
363,604千円

【総執行額】
122,302千円

【事業実施期間】
平成13年度～平成17年度 　「大変高まった」24.7％ 「高まった」71.9％

　内容の難易度：「適」69.2％

　今後への参考：「大変参考になった」24.7％

　「参考になった」67.8％

【効率性】
○講習会参加者１
人当たりの事業費
・平成13年度17.9
千円（71,023千円
／3,966人）
・平成14年度12.0
千円（51,280千円
／4,287人）

○講習会開催回
数・参加者数・相
談対応件数
○講習会参加者の
満足度
○講習会の効果
○窓口専門家によ
る相談対応の満足
度

　・「規制法等への理解度が高まった」 93.9％

　・「役に立った」 94.9％

　　 → 「テキスト・資料が参考になった」 47.2％

　　　　「新たな情報・知識を収集できた」 43.1％

　　　　「具体的な対応方法が分かった」 37.9％

　　　　「法律や制度の内容がよく理解できた」36.3％

○当該事業は、都道府
県等中小企業支援セン
ターとの共催により、
全国で講習会を開催す
るものであるが、都道
府県等の事情により全
県での開催はできてお
らず、中小企業者の受
講機会を広く確保する
上で課題が残った。

○講習会の内容等につ
いては、94.9％が「役
に立った」と回答し、
また、93.9％が「理解
度が高まった」と回答
しており、内容自体に
ついては高い評価を受
けているところであ
る。
今後は、講習会の内容
に、さらに「中小企業
に具体的な行動を促
す」という視点を付加
し、情報提供を行って
いく。

【効率性】
○参加者１人当た
りの費用は、
・平成12年度 23.1
千円（296,404千円
／12,848人）
・平成13年度 8.3
千円（214,635千円
／25,898人）
・平成14年度 11.7
千円（245,541千円
／21,066人）

　対応に対して「不満」と回答した者は4.8％にとどまっ
ており、95.2％が期待どおりかそれ以上のアドバイス内
容であったとしている。

○講習会の効果

○窓口専門家による相談対応の満足度

　・「現在検討中」 21.6％

（７）中小企業環境・安全等対応情報提供事
業 （補助）
　環境・安全等の課題に関して中小企業者が
必要とする情報について、中小企業総合事業
団が、自ら設置する相談窓口や都道府県等中
小企業支援センターで開催する講習会等（中
小企業総合事業団から講師を派遣）を活用し
て中小企業者に提供する事業に対して補助

【総予算額】
987,746千円

【総執行額】
756,577千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成17年度

　・「対応の必要がないことが分かった」 9.8％

　・「対応の必要はあるが何も進めていない」 8.6％

　・「今後の講習会開催を希望する」 90.9％

　・「何らかの対応を進めた」 41.2％

○環境・安全等（法規
制を含む）に関して、
中小企業総合事業団の
相談窓口の質の充実、
都道府県等中小企業支
援センターで開催する
講習会等の内容の充実
を図る（講習会参加者
の認識度を高める）こ
とにより、企業がこれ
らの分野で直面する課
題に対する取組の推進
を図ることを目的と
し、講習会参加者のう
ち、80％以上が「規制
法等に対する理解度が
高まった」と回答する
ことを目標とする。

○開催回数・参加
者数
○講習会等の内容
の妥当性
○参加者の省エネ
ルギーに対する意
識

　・「既に組織や担当者を決めて対応を進めていた」

　時間 ：「適」75.4％

　講師説明 ：「分かりやすかった」63.8％

○中小企業の省エネル
ギー対策について、講
習会を開催することに
より、より多くの中小
企業者に対する情報提
供を実施するととも
に、内容の一層の充実
を図る（講習会参加の
満足度を高める）こと
により、中小企業の省
エネルギーへの取組を
促進することを目的と
し、当該講習会参加者
のうち「省エネに対す
る意識が向上した」と
回答する割合を80％以
上とする。

○講習会等の内容の妥当性

○参加者の省エネルギーに対する意識

○講習会開催回数・参加者数・相談対応件数

○講習会参加者の満足度

○開催回数・参加者数
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1 2 年度 1 3 年度 1 4 年度

９校合計中小企業
者研修

1 0 ,1 8 5 1 0 ,0 0 4 9 ,7 7 3

　新規創業支援研
修

4 7 9 3 9 4 3 5 5

中小企業者研修　昭和40年度から平成14年度までの累
計：205,175人

中小企業者研修　研修回数：4,958回

新規創業支援研修　研修回数：55回

新規創業支援研修　平成11年度：19回、平成12年度：18
回　それ以降：９回

（８）養成研修事業（補助）
　中小企業の経営者及びその従業員に対する
研修並びにこれら中小企業を支援する人材
（都道府県、中小企業支援法施行令第２条に
規定する市及び中小企業支援法第７条に規定
する指定法人の職員や商工会・商工会議所の
経営指導員等の中小企業支援協力機関職員）
に対する研修を実施することにより、中小企
業にとって最も重要といえる知的経営資産で
ある人材の養成及び育成の推進

【総予算額】
7,499,777千円

【総執行額】
6,639,610千円

【事業実施期間】
昭和37年度～

○中小企業にとって最
も重要といえる知的経
営資産である人材の養
成及び育成の推進

○中小企業者研修
の定量的結果
ａ）受講者数と研
修回数の累計
ｂ）受講者数の近
年の推移
ｃ）受講者数拡大
への取組
ｄ）中小企業者の
研修ニーズに合致
し、有益な研修を
実施するための処
理策
ｅ）多様な研修提
供手法の導入

○中小企業支援担
当者研修及び中小
企業支援協力機関
職員研修の定量的
結果
ａ）受講者数の累
計
ｂ）受講者数の近
年の推移

○中小企業者研
修、中小企業支援
担当者研修及び中
小企業支援協力機
関職員研修の定性
的結果
ａ）研修利用者か
らの研修満足度調
査
ｂ）講師の活用状
況
ｃ）研修事業活用
度等研修効果

○今回の政策評価指標
として採用した研修受
講者に対するアンケ―
ト調査や各種ヒアリン
グ等の実施による①研
修内容、②講師の評
価、③研修事業活用度
等の研修効果を検証し
た結果、研修利用者の
研修内容に対する満足
度は極めて高い割合で
推移しており、これは
研修テーマ、カリキュ
ラム（内容、範囲及び
深度等）において需要
と供給がベストマッチ
ングを完備した独自の
研修施設を有するとい
う特徴を活かし、他の
研修機関では実施困難
な研修サービスを中小
企業のニーズを踏ま
え、かつ、きめ細かな
研修を実施すること
が、今さらに望まれて
いる。その際単なる知
識された結果であると
考える。
なお、講師に対する評
価についても中小企業
大学校が全国の優秀な
講師をデータベース化
し、常に当該データ
ベースのブラッシュ
アップを図った努力の
結果、受講者に対し受
け入れやすい円滑な研
修が実施出来たもので

新規創業支援研修累計：2,621人

－

・受講者の近年の推移

○中小企業者研修の定量的結果



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

実施校 開催地 応募者数 受講者数

東京校 静岡県浜松
市

4 1 3 9

東京校 埼玉県越谷
市

3 0 2 6

東京校 神奈川県横
浜市

1 6 1 6

関西校 滋賀県草津
市

2 2 1 9

関西校 大阪府大阪
市

4 3 3 6

直方校 福岡県福岡
市

5 1 4 6

旭川校 北海道室蘭
市

3 9 3 6

広島校 愛媛県新居
浜市

6 8 6 2

広島校 岡山県岡山
市

6 3 5 5

瀬戸校 岐阜県岐阜
市

6 6 5 6

瀬戸校 愛知県名古
屋市

6 8 6 0

仙台校 青森県青森
市

6 8 5 8

仙台校 宮城県仙台
市

6 0 5 0

三条校 長野県長野
市

3 3 3 0

人吉校 沖縄振興
コース

2 0 2 0

人吉校 沖縄振興
コース

2 1 2 0

人吉校 沖縄振興
コース

3 3 2 9

人吉校 沖縄振興
コース

3 5 3 2

あると考える。研修事
業活用度等の研修効果
を検証した結果では、
定量的な分析として、
ＴＫＣ経営指標と大学
校研修受講企業との比
較において、売上高伸
び率及び経常利益伸び
率において大学校研修
受講企業群の方が高い
伸び率を示す結果と
なっている（ただし、
これがすべて研修によ
る効果であるという因
果関係を証明すること
は困難である）。
人材育成・人材養成は
その投資効果がすぐ発
現されるという性格の
ものではないが、企業
の安定的成長のために
は重要な投資である。
中小企業者という企業
規模等の制約から自力
では確保できない当該
分野に対して、中小企
業大学校は、宿泊施設
付与にとどまらず、現
場で実践・応用できる
能力を養成するという
視点を重視すべきであ
り、これらの行為によ
り更なるより多くの中
小企業者に研修サービ
スを提供することを期
待する。
　常に中小企業の現場
を意識した研修サービ
スを提供する観点か
ら、さらに事例を多用
した研修を実施するな
ど、中小企業が抱える
経営課題に対して研修
を受講することによ
り、当該課題解決の答

平成1 4 年度移動コース実績

中小企業支援担当者研修（昭和37年度～）及び中小企業
支援協力機関職員研修（昭和39年度～）の平成14年度ま
での累計：82,333人

○中小企業支援担当者研修及び中小企業支援協力機関職員
研修の定量的結果



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

平成12年 平成13年 平成14年

９校合計支援担当
者研修

770 842 880

９校合計支援協力
機関職員研修

2,102 2,006 1,918

非常に良
かった

良かった 悪かった
非常に悪
かった

13年度 36% 59% 4%

14年度 34% 59% 8%

非常に良
かった

良かった 悪かった
非常に悪
かった

13年度 33% 64% 2%

14年度 30% 66% 4%

非常に良
かった

良かった 悪かった
非常に悪
かった

12年度 31% 63% 6%

13年度 34% 63% 3%

14年度 36% 62% 2%

非常に良
かった

良かった 悪かった
非常に悪
かった

12年度 51% 44% 5%

13年度 56% 42% 2%

14年度 56% 42% 2%

え又は糸口を持ち帰れ
る研修提供に注力す
る。また、中小企業総
合事業団の中小企業・
ベンチャー総合支援セ
ンターの専門家派遣事
業を始めとする各種中
小企業支援策との連携
強化を図ることによ
り、研修という単体で
事業を終了させるので
はなく、政策資源の投
資効果を最大化するよ
う努める。同時に、研
修の提供方法について
も校外研修やＷｅｂ研
修の充実、中長期研修
の実施を可能とするイ
ンターバル研修の採用
及び最も受け入れやす
い研修実施時間帯の設
定等、受講者の視点に
立ち研修提供手法の更
なる改善に努める。

中小企業支援担当者研修（昭和37年度～）及び中小企業
支援協力機関職員研修（昭和39年度～）の平成14年度ま
での累計研修回数：2,393回

中小企業診断士の養成（昭和37年度～）の平成14年度ま
での累計：5,989人

・新規創業支援研修利用者からの研修満足度調査

・中小企業支援担当者研修利用者からの研修満足度調査

・中小企業支援協力機関職員研修利用者からの研修満足
度調査

・中小企業者研修利用者からの研修満足度調査

中小企業診断士の養成（昭和37年度～）の平成14年度10
月開講第51期までまでの累計研修回数：115回

○中小企業者研修、中小企業支援担当者研修及び中小企業
支援協力機関職員研修の定性的結果

受講者数の近年の推移



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

・講義の理解度

12年度 13年度 14年度

理解度Ａ＋Ｂが
70％以上の講師数

958 920 897

理解度Ａ＋Ｂが
70％以上の講師割
合（％）

78.2 80.3 83.4

理解度Ｄ＋Ｅが
50％以上の講師数

9 5 0

理解度Ｄ＋Ｅが
50％以上の講師割
合（％）

0.7 0.4 0.0

参考度Ａ＋Ｂが
70％以上の講師数

858 850 897

参考度Ａ＋Ｂが
70％以上の講師割
合（％）

76.1 79.2 83.4

参考度Ｄ＋Ｅが
50％以上の講師数

8 2 0

参考度Ｄ＋Ｅが
50％以上の講師割
合（％）

0.7 0.2 0.0

－

回答数 割合

1057 77.6%

1009 74.1%

1060 77.8%

733 53.8%

776 57.0%

719 52.8%

○当該事業にて作成し
たパンフレットの内容
について、70％以上が
「わかりやすく、理解
するのに十分」と回答
しており、また適格退
職年金制度が平成24年
３月末で廃止されるこ
とに関する認知度が
78％から95％へ上昇す
る等、高い効果を上げ
ている。
今後とも中立・公正な
立場から中小企業の企
業年金制度の円滑な移
行に資する情報提供を
行っていくことが必要
である。
適格退職年金制度から
他の企業年金制度（確
定拠出年金、中小企業
退職金共済等）へ移行
するのに有益な情報を
提供することにより、
円滑な制度移行を支援
する。

適年の移行先に確定給付企業年
金が認められていることを知っ
ているか

第１回アンケート

「はい」と回答したもの

（９）企業年金制度啓発普及事業
　確定給付企業年金法、確定拠出年金法の成
立、適格退職年金制度の平成24年３月末の廃
止決定等、既存の企業年金制度は大幅に変更
された。適格退職年金の加入企業のうち約
93％は中小企業であり、中小企業に与える影
響は大きい。このため、中小企業に対し、新
企業年金制度の理解を深めるために有益な情
報を記載したパンフレット配布することによ
る新企業年金制度の周知徹底

【総予算額】
29,749千円

【総執行額】
25,487千円

【事業実施期間】
平成14年度～平成18年度

○企業年金・退職
金制度に関する認
識度
○企業年金・退職
金制度に関する認
識度
○パンフレットの
理解度

適年の移行先に確定拠出年期が
認められていることを知ってい
るか

適年の移行先に中退共が認めら
れていることを知っているか

適年を廃止した場合、資産分配
及び課税されることを知ってい
るのか

厚生年金基金の代行返上が可能
なことを知っているか

適格年金は10年で廃止され、他
の制度に移行する必要がある事
を知っているか

企業年金・退職金制度に関する認識度向上状況（基本項
目について）

○確定給付企業年金、
確定拠出年金が創設さ
れたことに伴い、適格
退職年金が平成24年３
月末に廃止されるこ
と、他の企業年金制度
に移行する際に年金資
産に積立不足がある場
合には、それを解消す
る必要があること、適
格退職年金の移行先と
して確定拠出年金、確
定給付企業年金、中小
企業退職金共済の制度
がある等の情報を提供
することにより、中小
企業の企業年金制度の
円滑な移行を実現



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

回答数 割合

887 94.6%

795 84.8%

817 87.1%

779 83.0%

718 76.5%

540 57.6%

回答数 割合

571 51.5%

540 52.1%

533 50.1%

526 46.9%

470 36.4%中退共では予定利率水準により
受給額が決まってくることを
知っているか

確定拠出年金では制度管理・運
営上のコストが発生することを
知っているか

確定給付企業年金では積立基準
が強化されることを知っている
か

現在の適年の受託機関に支払っ
ているコスト負担を知っている
か

確定給付企業年金でも現在と同
等かそれ以上のコスト負担が生
じることを知っているか

適年を廃止した場合、資産分配
及び課税されることを知ってい
るのか
厚生年金基金の代行返上が可能
なことを知っているか

第１回アンケート

「はい」と回答したもの

適格年金は10年で廃止され、他
の制度に移行する必要がある事
を知っているか
適年の移行先に確定給付企業年
金が認められていることを知っ
ているか
適年の移行先に確定拠出年期が
認められていることを知ってい
るか
適年の移行先に中退共が認めら
れていることを知っているか

「はい」と回答したもの

第２回アンケート

企業年金・退職金制度に関する認識度向上状況（負担に
関する項目について）



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

回答数 割合

571 60.9%

540 57.6%

533 56.8%

526 56.1%

470 50.1%

集計数  構成比

149 9.2%

1006 62.4%

394 24.5%

22 1.4%

不明 40 2.5%

総計 1611 100.0%

比較的わかりやすく、理解する
のには十分

ややわかりにくく、理解できな
い部分がる

大変わかりにくく、ほとんど理
解できない

中退共では予定利率水準により
受給額が決まってくることを
知っているか

合計

大変わかりやすい

確定拠出年金では制度管理・運
営上のコストが発生することを
知っているか

確定給付企業年金では積立基準
が強化されることを知っている
か

現在の適年の受託機関に支払っ
ているコスト負担を知っている
か

確定給付企業年金でも現在と同
等かそれ以上のコスト負担が生
じることを知っているか

第２回アンケート

「はい」と回答したもの

パンフレットの内容



効果の把握の方法

16 ○我が国の経済環境の
変化に対応し、中小企
業者が新商品・新サー
ビスの開発又は新たな
生産方式、販売方式の
導入などの経営革新に
取り組むことを支援す
ることにより、企業の
付加価値額を増大さ
せ、中小企業の経営革
新を増大させる。

－ 【必要性】
○今後の経済財政
運営及び経済社会
の構造改革に関す
る基本方針（平成
13年６月26日閣議
決定）

○経営革新計画終了企
業に対し、アンケート
調査、ヒアリング調査
を行った結果、経営革
新計画終了企業におけ
る成功企業の割合が
52.4％であった。
中小企業全体におい
て、５年間で15％以上
（年率３％以上）の付
加価値額または１人当
たりの付加価値額の伸
ばした中小企業が約３
割から４割程度にとど
まっていたことを考慮
すると、付加価値向上
の観点からは当初想定
していた数字を上回っ
ていることから、経営
革新施策は一定の効果
を発揮

（１）中小企業経営革新事業及び中小企業経
営革新支援事業（補助）
・中小企業経営革新事業（国１／２、自己負
担１／２）
  組合等又は４者以上の任意グループによる
国から承認を受けた経営革新計画に従って行
う新商品・新技術・新役務開発、販路開拓、
人材育成等の事業に必要な経費の一部を補助

・中小企業経営革新支援事業（国１／３、都
道府県１／３、自己負担１／３）
  中小企業者及び組合等が都道府県知事から
承認を受けた経営革新計画に従って行う新商
品・新技術・新役務開発、販路開拓、人材育
成等の事業に必要な経費の一部を補助

【総予算額】
9,739,724千円

【総執行額】
2,552,723千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成16年度（中小企業経営革新
事業）／平成17年度（中小企業経営革新支援
事業）

○中小企業経営革新事
業
○中小企業経営革新支
援事業

○アンケート調査 【効率性】
○執行額：8.8億円
（平成14年度）
○経営革新補助金
利用件数：363件
（平成14年度）
○付加価値額：約
28.4億円

○経営革新への取り組
み全般を後押しする際
に、本事業を講じない
場合は、資金の調達が
難しい中小企業の経営
革新計画の着実な遂行
は困難であり、資金調
達環境を整えることが
適当と判断

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

中小企業経営革新対策 －

○アンケート調査のうち、当該補助金を利用した経営革新
計画終了企業における成功企業の割合は50.0％であった。



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（２）創業・経営革新意識喚起活動事業（予
算：委託事業）
 経営革新支援法により承認を受けた中小企
業者、又はそれに準じる事業を行っている中
小企業者や創業後間もない事業者が、国が行
うビジネスフェアに出展し、自ら開発した新
商品、新役務、新技術等の経営革新への取り
組みを紹介することを通じて、経営革新計画
承認企業間のネットワーク構築の場を設ける
とともに、先進的な取り組みの先導となる計
画承認企業間において、将来の継続的な能力
向上と事業展開に活用できる等の市場開拓・
取引機会の拡大等ビジネスチャンスを相乗効
果的に支援。 同時に、来場者が出展企業の
経営革新への取り組みに直に触れることによ
り、個々の経営革新への意識醸成・啓発を行
うとともに、具体的な問題意識を有する企業
に専門家がその場で相談に応じる窓口を設け
ることにより、具体的な経営革新への取り組
みの契機を作り出展企業、来場者双方を支援

【総予算額】
440,586千円

【総執行額】
213,898千円

【事業実施期間】
平成14年度～平成18年度

○先進的な取り組みの
先導となる計画承認企
業間において、将来の
継続的な能力向上と事
業展開に活用できる等
の市場開拓・取引機会
の拡大等ビジネスチャ
ンスを相乗効果的に支
援
○具体的な経営革新へ
の取り組みの契機を作
り出展企業、来場者双
方を支援

○出展者アンケー
ト
○来場者アンケー
ト
○出展者フォロー
アップアンケート

【効率性】
〇執行額：約2.1億
円
○売上：約4.3億円

○全国各地において、
幅広く中小企業者に経
営革新に向けた啓発や
ビジネスチャンスの機
会を提供するため、国
の予算により（本事業
を講じない場合は、出
展者の自己負担が増大
し、経営資源の弱い中
小企業にとって負担が
大きくなる）、民間の
能力・主体性を活用し
つつ、効率的に公共の
場の提供を行うことが
適当である。従って、
本事業は手段の観点か
ら適正と判断

・ 延べ来場動員数：約14.1万人
Ⅰ．出展者アンケート（フェア開催中に実施）
・ 「来場者と今後のコネクション形成のきっかけができ
た。」 76.1％
・ 「出展者と今後具体的な形に発展する可能性を持った
つながりが得られた。」
69.4％
・ 「アドバイザー（支援センターのプロジェクトマネー
ジャーや民間コンサルタント等による、展示方法・プレ
ゼン等へのサポート・アドバイス）が役に立った。」
70.5％
・ 「会期中に商談があった。」 69.9％
Ⅱ．来場者アンケート
・ 満足度調査：「満足している」 57.9％
「他社とのつながりが得られた」 40.2％
Ⅲ．出展者フォローアップアンケート（フェア出展後に
実施）
・ 商談成約件数：168企業（出展企業ベース）
689件（商談件数ベース）
・ 交渉中：280企業（出展企業ベース）
1,161件（商談件数ベース）
・ 成約金額：159百万円
※ 上記数字は全て「中小企業ビジネスフェア2002全国６
会場の合計」



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

金額（億
円）

11年基準
による対比

デフレー
ター
調整後対比

11年決算（実績） 10,345 100% 100%

12年決算(１年目) 10,943 106% 108%

13年決算(２年目) 11,324 109% 113%

14年決算(３年目) 10,882 105% 111%

ＧＤＰデフ
レーター

11年決算（実績） 100

12年決算(１年目) 98

13年決算(２年目) 97

14年決算(３年目) 95

○政府系金融機関が行
う政策金融は、Ⅰ専門
の知識、ノウハウが必
要な業務であること、
Ⅱ採算、リスク、政策
ニーズ等の面から、民
間金融機関が実施する
ことが困難であるこ
と、Ⅲ地域間で格差、
不平等等が生じること
のないよう、全国一律
の実施が必要であるこ
と、Ⅳさらには国の中
小企業政策に沿って機
動的かつ弾力的に実施
することが求められて
いることから、国の関
与の下で独立した組織
による実施することが
有効と判断

【効率性】
○中小企業の利子
負担軽減額：約30
億円
○付加価値額：約
785億円

付加価値（営業利益＋人件費＋減価償
却費）

○アンケート調査
○貸付先に係る付
加価値等の増減状
況

（３）中小企業経営革新等支援貸付（政策金
融）
　経営革新支援法により「経営革新計画」の
承認を受けた中小企業者及び組合等が、経営
革新支援法に基づく「経営革新計画」に従っ
て行う事業に必要な設備資金、（長期）運転
資金について低利融資を実施

【総融資額】（平成16年1 月末現在）
537,256百万円

○経営革新支援法によ
り「経営革新計画」の
承認を受けた中小企業
者及び組合等が、経営
革新支援法に基づく
「経営革新計画」に
従って行う事業に必要
な設備資金、（長期）
運転資金について低利
融資を実施

・アンケート調査のうち、当該貸付を利用した経営革新
計画終了企業における成功企業の割合は51.4％であっ
た。
・中小企業金融公庫が作成した「平成14年度の業務に係
る政策評価報告書」において、12年度貸付先の付加価値
の推移（デフレーターで調整後）を見ると、３年間で
11％の増加となっている。
・アンケート調査の結果、当該貸付を利用した経営革新
計画終了企業において、45.7％の企業が従業者数を増や
している。

平成１２年度貸付先に係る付加価値等の増減状況



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（４）中小企業経営革新関連税制
　経営革新支援法により、「経営革新計画」
の承認を受けた計画に従って事業を行う場
合、以下の特例措置を講じ、事業開始の設備
投資等に要する負担を軽減する。
・設備投資減税（機械設備を導入する場合の
特別償却又は税額控除）
・欠損金の繰戻し還付（欠損金が生じた事業
年度前１年間の法人税の還付）
・試験研究税制（税額控除、特別償却、圧縮
記帳）

【事業実施期間】
平成11年度～平成16年度（設備投資減税）／
平成17年度（欠損金の繰戻し還付）／平成15
年度（試験研究税制）

○設備投資減税
○欠損金の繰戻し還付
○試験研究税制

○アンケート調査
○総減税額

○事業者に対して
本来課税されるべ
きであった総減税
額（Ⅰ）（368.8
（百万円））に関
して減税されなけ
れば、付加価値額
の向上（Ⅱ）
（281.8（百万
円））を図ること
が困難であり、付
加価値額の減少
（Ⅰ）－（Ⅱ）
（87（百万円））
となることから、
付加価値額を伸ば
すことが困難で
あった企業に対し
減税を行うことに
より、付加価値額
の向上が見込める
ようになることか
ら効果があったと
言える。

○中小企業の「経営革
新」に向けた前向きな
新たな取り組みを行う
ための試験研究や新た
な事業分野への進出等
に係る資金確保は容易
ではないため、欠損事
業年度に還付金がある
ことや試験研究に必要
な負担金等に係る税制
上の優遇措置を行うこ
とにより、資金面での
サポートを行うこと
は、経営革新を進める
上で大変重要であるこ
とから、適正と判断

・アンケート調査のうち、当該税制を利用した経営革新計
画終了企業における成功企業の割合は50.0％であった。
・アンケート調査の結果、当該税制を利用した経営革新計
画終了企業において、30.0％の企業が従業者数を増やして
いる。

○総減税額
・設備投資減税　145百万円
・欠損金の繰戻し還付　558百万円
・試験研究税制　0.5百万円



効果の把握の方法

17 ○地域社会の実現を図
る。地域経済の中核で
ある地場産業は、経済
環境の変化等により厳
しい状況にあることか
ら、これら地場産業に
属する中小企業の新商
品の開発や販路の拡大
等を支援し、地場産業
の活性化及び地域中小
企業の振興を図る。

－ － ○アンケート結果によ
れば、地場産業活性化
事業を活用した者のう
ち約９割強が所期の目
的を達成したとの高い
回答が得られており、
また、売上の増大の見
通しは約35％、雇用の
増大の見通しも約10％
に達する回答が得られ
るなど、施策の目的は
相当程度達成している
と考えられる。しか
し、一方では「今後も
こうした施策を継続し
て欲しい」とする回答
が新商品開発等事業で
約69％、展示会・販路
開拓事業で約66％、人
材育成事業で約53％と
差異があるなど、各事
業について、補助事業
の選定方法等も含め、
補助効果をより高める
ように改善していく必
要があると考えられ
る。

－

12年 13年 14年

地域中小企業創造
力形成事業

990 2,484 2,797

地域資源等活用型
企業化推進事業

757 1,410 707

12年 13年 14年

地域中小企業創造
力形成事業

4,047 15,162 17,718

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

（A）各事業の新商
品、新技術、試作
品の開発数の実績
推移
（B）各事業の講習
会、研修会等の延
べ研修時間の実績
推移
（C）各事業の販路
開拓事業における
商談成約件数の実
績推移
（D）地場産業創
出・育成支援事業
における試作品開
発数の実績推移
○アンケート結果

地場産業振興対策

○地場産業活性化事業
が、売上げ等に直接貢
献する成果を創出して
いることを示してお
り、引き続き、地場産
業振興施策を講ずる意
義がある。一方、事業
の効果が得られていな
ものも含まれており、
所期の計画と成果との
関係を十分に評価し、
補助事業の選定等に反
映する。
○展示会事業による成
果は販路開拓だけでな
く商品開発に向けた情
報収集面でも成果が得
られている。市場ニー

－

（１）地場産業活性化事業（補助）
(A)地域中小企業創造力形成事業
　ア．新商品開発能力育成等事業
　イ．地域人材育成確保・養成事業
　ウ．地場産品展示・普及等支援事業
(B)地域資源等活用型起業家事業
(C)地場産業創出・育成支援事業

【総予算額】
4,817,729千円

【総執行額】
3,583,125千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成15年度

○地域中小企業創造力
形成事業
○地域資源等活用型起
業家事業
○地場産業創出・育成
支援事業

（A）各事業の新商品、新技術、試作品の開発数の実績推
移（単位：件数）

（B）各事業の講習会、研修会等の延べ研修時間の実績推
移（単位：件数）



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

12年 13年 14年

地域中小企業創造
力形成事業

958 1,104 4,991

12年 13年 14年

地場産業創出・育
成支援事業

407 419 1,543

アンケート結果

・売上見通し

増大 横ばい 減少 計

56 28 77 161

34.8% 17.4% 47.8% 100.0%

・雇用の見通し

増大 横ばい 減少 計

15 111 30 156

9.6% 71.2% 19.2% 100.0%

十分達成した 概ね達成し
た

不十分で
あった

計

44 150 12 206

21.4% 72.8% 5.8% 100.0%

（D）地場産業創出・育成支援事業における試作品開発数
の実績推移（単位：件数）

ズを十分把握した試作
品や新商品等を開発し
た上で、販路開拓事業
を実施するような意欲
的な取組等を重点的に
支援する必要がある。
さらに、全国的又は国
際的に展開される販路
開拓事業への支援が可
能となるように運用の
拡大が必要。
○人材育成の施策展開
に当たり、企業業績と
直接結びつく事業活動
とより関連性のある事
業が選定できるように
評価方法を見直す。
○地場産業活性化のた
めの新たな支援策につ
いては、国と地方の役
割を明確化しつつ、よ
り少ないコストでやる
気と能力のある中小企
業の支援を行えるよう
に運用等を見直すとと
もに、適切な受益者負
担の導入を進める。
○施策提供側と施策利
用者側の双方で改善す
べき課題として、引き
続き施策の充実と効率
的な運営を図るため、
施策利用者側の計画作
りを随時支援するとと
もに、事業実施期間を
十分確保するため、交
付決定時期の早期化を
図る。

（C）各事業の販路開拓事業における商談成約件数の実績
推移（単位：件数）

・所期の目標達成度



効果の把握の方法
評価の結果

必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

12年
１か所

13年
４か所

14年
３か所

来場動員数（１各
会場平均）

48,450
（48,450）

146,150
(36,538)

128,924
(42,975)

12年
１か所

13年
４か所

14年
３か所

商談成約件数
（１会場平均）

54
（54)

132
(33)

110
(37)

アンケート結果

新規取引の
開拓

消費者ニー
ズの把握

即売による
売上

出展してよかった 32.4 42.3 27.7

出展してよくな
かった

16.2 15.4 29.8

どちらともいえな
い

48.6 38.5 40.4

不明 2.7 3.8 2.1

売れ筋商品
の把握

新商品の
PR・販路開

その他

出展してよかった 70.0 47.3 30.0

出展してよくな
かった

10.0 7.1 70.0

どちらともいえな
い

10.0 40.2 0.0

不明 10.0 5.4 0.0

不明

出展してよかった 0.0

出展してよくな
かった

22.2

どちらともいえな
い

55.6

不明 22.2

(A) フェアー開催
における来場動員
数の実績推移
(B) フェアー開催
における商談成約
件数の実績推移
○アンケート調査
結果

○全国の地場産品の展
示・普及を行う「全国
地場産業フェアー」に
要する経費等に
ついて補助

－ ○平成12年度以降、主
に地場産品展示会事業
として複数の都市にお
いて実施されたが、出
展応募者が予定に満た
ない会場もあった。ま
た、本事業のアンケー
ト結果から、主な成果
として「売れ筋商品の
把握ができた」とする
者は多かったが、「新
規取引の開拓」の成果
が得られなかったとす
る者も少なからずあっ
た。この原因として
は、展示会出展物が多
種多様にある中で、業
種ごとの強力なバイ
ヤーや流通業者の参加
者が少なく、具体的な
商談に発展する件数が
少なかったこと、加え
て、展示品の商品力が
不足していたことなど
が考えられる。今後、
既存商品等の販売戦略
は、インターネット等
でのＰＲ、さらには電
子商取引等も可能であ
り、各商品の特性、消
費者のニーズ、販売層
などを十分踏まえ、販
売戦略の自らの創意・
工夫と継続的な販売努
力が必要である。

(A) フェアー開催における来場動員数の実績推移

・出展目的と出展成果について

(B) フェアー開催における商談成約件数の実績推移

（２）全国地場産業販路拡大支援事業（補
助）
　全国の地場産品の展示・普及を行う「全国
地場産業フェアー」に要する経費等に
ついて補助（補助率：定額）

【総予算額】
461,647千円

【総執行額】
592,201千円

【事業実施期間】
平成12年度～平成15年度



効果の把握の方法

18 ○小規模企業の経営基
盤や経営形態の実態等
に即して、経営資源の
確保の滑化等競争条件
の整備や経営の改善に
向けた前向きな自助努
力の支援を政策的に行
うため、経営改善普及
事業、無担保・無保証
人融資、設備資金の無
利子貸付・貸与等を実
施することにより、小
規模企業の有する中小
企業一般との格差を是
正する。

－ － ○小規模事業者と一般
の中小企業者には依然
として格差があるが、
アンケートのほとんど
の項目で「経営改善に
つながった」、「役に
立った」、「参考に
なった」とほぼ全員が
回答していること、ま
た、厳しい経済情勢に
ある中で、本施策によ
り、経営面、雇用面等
でも具体的な成果が現
れているなど、一定の
効果が出ている。この
ことから、本政策につ
いては、格差の是正の
ために引き続き実施し
ていくことが必要

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果

　小規模企業支援 －

評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

事業所数 従業員数変
動率（H12か
らH14）

現金給与総
額変動率
（H12から
H14）

小規模事業所全体 155,208 97.250 89.735

経営指導あり 3,950 97.700 89.759

マル経利用あり 742 99.279 91.821

製造品出荷
額変動率
（H12から
H14）

祖付加価値
額変動率
（H12から
H14）

小規模事業所全体 111.167 138.997

経営指導あり 111.088 138.402

マル経利用あり 125.509 185.418

従業者数変
動率（H11か
らH14）

年間商品販
売額変動率
（H11から
H14）

小規模事業所全体 90.704 84.707

経営指導あり 91.082 89.195

マル経利用あり 93.169 87.243

従業者数 現金給与総
額

製造品出荷
額

小規模事業所全体 97.2% 89.7% 111.2%

経営指導あり＜役
に立った＞

98.2% 90.2% 114.0%

粗付加価値
額

小規模事業所全体 139.0%

経営指導あり＜役
に立った＞

142.1%

○経営指導およびマル経利用の効果

○経営指導およびマル経利用の効果＜商業事業者＞

○「経営指導が役立った者」への経営指導の効果＜工業事
業所＞

（１）小規模事業支援事業（補助）
　商工会又は商工会議所及び都道府県商工会
連合会が小規模事業者支援促進法第４条第１
項に基づいて行う小規模事業者の経営の改善
発達を支援

【総予算額】
14,840,540千円

【総執行額】
14,449,469千円

【事業実施期間】
平成11年度～平成15年度

○統計データとアン
ケートを用いた成果検
証
　前述の統計データと
アンケートを用いた成
果検証のうち、指導の
効果をわかりやすく比
較するために、経営指
導を受けた企業を抽出
し、小規模企業全体と
比較することとした。
経営指導を受けた事業
者と小規模事業者全体
を比較すると、工業事
業者における従業者
数、現金給与総額、出
荷額、粗付加価値額及
び商業事業者における
従業者数ともに小規模
企業全体と同程度の伸
びとなっている（経営
指導およびマル経利用
の効果及び経営指導お
よびマル経利用の効果
＜商業事業者＞参照）
が、アンケートにおい
て経営指導が「役に
立った」と回答した者
と小規模事業者全体と
を比較すると落ち込み
が少ない、あるいは伸
びが大きくなってお
り、指導の効果が見て
取れる。（「経営指導
が役立った者」への経
営指導の効果＜工業事
業所＞及び「経営指導
が役立った者」への経
営指導の効果＜商業事
業所＞参照） さら
に、指導を受けた企業
全体について、指導回
数により分類し、指導
回数の多い事業者と少
ない事業者を比較する

【効率性】
全中小企業の付加
価値額は約154兆円
で、巡回指導企業
数は全中小企業の
約４分の１、巡回
指導企業１社当た
りの付加価値額は
全中小企業者１社
当たりの付加価値
額の約87％と推計
されることから、
148億円のコスト
（平成15年度予
算）により、約34
兆円の付加価値を
生み出していると
いえる。

○小規模製造業の１事
業所当たり年間平均出
荷額の伸び率が中小企
業全体と同程度
○小規模製造業の従業
者１人当たり年間平均
出荷額の伸び率が中小
企業全体と同程度
○小規模小売業の１商
店当たり年間平均販売
額の伸び率が中小企業
全体と同程度
○小規模小売業の従業
者１人当たり年間平均
販売額の伸び率が中小
企業全体と同程度
○小規模事業者の経営
の改善発達、事業機会
の増大に資する商工会
等の相談・指導件数を
増加させ、満足度を高
める。

○統計データとア
ンケートを用いた
成果検証



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

従業者数 現金給与総
額

小規模事業所全体 90.7% 84.7%

経営指導あり＜評
価＞

92.2% 87.9%

従業者数 現金給与総 製造品出荷

経営指導あり＜１
～４回＞

97.6% 89.8% 112.7%

経営指導あり＜５
回以上＞

98.2% 90.1% 117.5%

粗付加価値
額

経営指導あり＜１
～４回＞

144.5%

経営指導あり＜５
回以上＞

155.3%

従業者数 年間商品販

経営指導あり＜１
～４回＞

88.0% 85.4%

経営指導あり＜５
回以上＞

94.7% 87.5%

8.6%

6.5%

6.5%

4.4%

12.6%

5.3%コストダウンを図り､利益に繋がり､納税ま
で至った

○「経営指導が役立った者」への経営指導の効果＜商業事
業所＞

従業員数を維持又は拡大できた

と指導回数の多い事業
者が、落ち込みが少な
い、あるいは伸びが大
きくなっている。（指
導回数別経営指導の効
果＜工業事業所＞及び
らしても、１度だけの
指導を行うよりも複数
指導回数別経営指導の
効果＜商業事業所＞参
照）経営指導の性質か
回にわたって指導を繰
り返すことで効果を発
揮し、継続的に行うこ
とが事業者の業績を向
上させるものであるこ
とが裏付けられてい
る。
○支援・指導を受けた
ことによる具体的成果
　経営支援を受けたこ
とによる具体的成果の
うち、売上げ・利益や
雇用の拡大等、定量的
に評価できる成果につ
いて、経営支援を受け
た企業全体に対する構
成比は雇用面では、
8.6％の小規模事業者
が雇用を維持・拡大で
きたと回答している。
また、収益面では、売
上の維持・拡大やコス
トダウンができた事業
者の割合が合計で
35.3％に達し、納税ま
で至った割合も合計
9.7％となっている。
この割合は、厳しい雇
用情勢や経済情勢の中
にあって、経営指導員
の経営支援は一定の成
果を挙げているものと
いえる。 オ．の「満
足度」については、ア
ンケート調査の結果に
よれば、ほとんどの項

「経営改善 な

コストダウンを図った

○指導回数別経営指導の効果＜工業事業所＞

○指導回数別経営指導の効果＜商業事業所＞

○経営支援を受けたことによる具体的成果

売上が向上した

売上の減少に歯止めがかかった

売上が向上し､利益に繋がり､納税に至った



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

○政策評価のために実
施した統計データの分
析、アンケート調査の
結果を踏まえ、小規模
事業者のニーズにマッ
チするよう、支援策の
重点化や、情報提供、
施策利用のサポートを
積極的に行うための経
営指導員の資質の向
上、経営指導を継続的
に実施していく体制の
整備を図っていくこと
とする。

（２）まちの企業家等資金調達マッチングモ
デル事業（補助）
　地域で顔の見える人たちからの融資（少人
数私募債発行による資金調達）を受けられる
場を設けることが「まちの起業家」的な創業
や経営革新に取り組もうとする小規模事業者
の育成にとって有効と考えられる。こうした
資金調達のきっかけとなる場を提供する地域
コーディネーターとしての活動は新たな事業
であることから、全国団体への委託によって
全国各地の商工会等のうち10か所程度を選定
しモデル事業として実施し、成功事例の創
出、ノウハウの蓄積を図る。

【総予算額】
9,694千円

【総執行額】
7,968千円

【事業実施期間】
平成15年度～平成17年度

○モデル事業の成果を
受け、多くの商工会・
商工会議所が施策とし
ての実施につなげる。

－ －－



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

年度 10年度 11年度 12年度

貸付件数（件） 122,081 99,528 89,449

貸付金額(百万円) 432,428 342,068 307,368

年度 13年度 14年度

貸付件数（件） 85,738 73,950

貸付金額(百万円) 301,784 257,999

年度 10年度 11年度 12年度

事故率（％） 2.21% 2.54% 3.31%

年度 13年度 14年度

事故率（％） 4.34% 5.16%

－

○事故率

（３）小企業等経営改善資金融資事業（マル
経融資）（財投）
　商工会議所・商工会等の推薦を通じて無担
保、無保証人、低利で国民生活金融公庫が貸
付けを行う融資制度において、融資実行機関
である公庫がその業務の円滑な運営を図るこ
とができるように、公庫に対して国が貸付金
及び収支差補給金を投入

○貸付金
【総予算額】
290,700,000千円

【総執行額】
328,300,000千円

○補給金
【総予算額】
55,539,600千円

【総執行額】
47,960,600千円

○財投
【総融資額】
10,047,090千円

【総融資件数】
4,356,929件

【事業実施期間】
○貸付金：昭和48年度～平成13年度
○補給金：昭和49年度～平成17年度

○定性的な評価として
は、(1)「小規模事業
者支援事業の目標達
成」の中で小規模企業
支援事業の成果におい
て示したように、経営
支援は一定の成果を上
げている。その経営支
援の内容における評価
で金融斡旋指導につい
ては30.1％が「経営改
善につながった」、
54.2％が「役立った」
と非常に高い評価を得
ている。さらに、「経
営基盤強化支援に対す
る事業者の評価」では
その金融斡旋指導にお
けるマル経融資の成果
はその他の金融規制度
の成果に比べおおむね
高い評価を得ており、
特に経営改善を図れた
と回答した事業者が
36.6％にも上ったこと
は評価に値する。
○また、定量的な成果
は、「経営指導および
マル経利用の効果＜商
業事業者＞」及び
「「経営指導が役立っ
た者」への経営指導の
効果＜工業事業所＞」
にあるとおり、工業事
業者については平成12
年から平成14年までの
「従業者数」「現金給
与総額」「製造品出荷
額」「粗付加価値

○貸付企業の業績の向
上
○事故率の低減（平成
14年度末事故率5.16％
から事故率を低減して
いくことを目標とす
る。）

○貸付実績
○事故率

○貸付実績



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

金融斡旋支援・指
導計

制度利用に
より経営改
善を図れた

融資後も効
果的な指導
を受けた

経営の危機
を回避出来
た

2498 915 382 306

100 36.6 15.3 12.2

資金繰りの改善に
つながった

新設備等の
導入に役
立った

その他 無回答

1170 457 51 642

46.8 18.3 2 25.7

金融斡旋支援・指
導計

制度利用に
より経営改
善を図れた

融資後も効
果的な指導
を受けた

経営の危機
を回避出来
た

2498 611 486 212

100 24.5 19.5 8.5

資金繰りの改善に
つながった

新設備等の
導入に役
立った

単なる融資
斡旋のみで
あった

その他

858 333 88 38

34.3 13.3 3.5 1.5

その他金融制度の
支援・指導成果
無回答

926

37.1

○マル経融資の支援・指導及びその他の融資制度の支援・
指導の成果（複数回答）（上段：件数、下段：％）

○経営指導およびマル経利用の効果＜商業事業者＞（再
掲）

○「経営指導が役立った者」への経営指導の効果＜工業事
業所＞（再掲）

額」、商業事業者につ
いては平成11年から平
成14年までの「従業者
数」「年間商品販売
額」の各項目の変動率
（伸び率）をマル経利
用事業所と小規模事業
所全体とで比べたとこ
ろ、すべての項目にお
いてマル経利用事業所
の方が落ち込みが少な
い、あるいは伸びが大
きくなっており、明ら
かにマル経を利用した
事業所は定量的にも成
果を挙げている。 以
上のような評価は、マ
ル経融資は小規模事業
者の資金調達や経営改
善に貢献し、経営指導
員の経営支援に重要な
役割を担っているとい
える。
○小企業等経営改善資
金融資（マル経）制度
では、事故率が上昇を
続けているが、事故防
止策を実施した結果、
「事故率と延滞口発生
の推移」のとおり事故
率の上昇幅は明らかに
減少している、特に過
去３年間の延滞口金額
は平成15年度第２四半
期より減少に転じてお
り、確実に効果を挙げ
ている。
○また、他の金融機関
の延滞発生状況と比較
する観点から、マル経
制度について、各金融
機関がディスクローズ
しているリスク管理債
権の比率（ストック

マル経の支援・指導の成果

その他金融制度の支援・指導成果

その他金融制度の支援・指導成果

マル経の支援・指導の成果



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

13年度1/四 13年度2/四 13年度3/四

事故発生金額 37,218,526 38,268,147 39,579,189

事故率 3.55 3.77 4.11

13年度4/四 14年度1/四 14年度2/四

事故発生金額 41,249,013 42,878,795 44,056,253

事故率 4.34 4.60 4.86

14年度3/四 14年度4/四 15年度1/四

事故発生金額 44,621,801 44,713,010 44,995,240

事故率 5.06 5.16 5.27

15年度2/四 15年度3/四

事故発生金額 44,708,490 43,978,684

事故率 5.31 5.34

貸付制度等 平成10年度
末

平成14年度
末

伸び率

都市銀行 4.10% 3.54% 86.34%

信用組合 8.31% 10.25% 123.34%

マル経 5.56% 7.35% 132.19%

国金合計（マル経
を除く）

2.64% 3.50% 132.57%

信用金庫 4.45% 7.12% 160.00%

中小企業金融公庫 3.94% 6.75% 171.31%

第２地銀 3.37% 6.14% 182.19%

地方銀行 2.71% 5.03% 185.60%

○各制度等のリスク管理債権比率等の推移表

○事故率と延滞口発生の推移 ベースの延滞口発生
率）との比較を行っ
た。 具体的には、各
金融機関等について過
去５か年度のリスク管
理債権等の比率を比較
したところ「各制度等
のリスク管理債権比率
等の推移表」のとお
り、平成10年度末から
平成14年度末にかけ
て、ほとんどの他の金
融機関の方が、伸び率
が高くなっており、近
年、マル経制度の事故
率が上昇しているが、
これは制度固有の問題
と言うより金融環境全
般の問題と考えられ
る。
○政策評価のために実
施した統計データの分
析、アンケート調査の
結果、小規模事業者の
経営改善に効果を発揮
していることがうかが
える。一方、事故率が
上昇傾向にある現状
で、15年度において延
滞口金額が減少する
等、事故対策に一定の
効果が出つつあること
から、引き続き融資後
における継続した指導
の充実を図っていくこ
ととする。



効果の把握の方法

整理
番号

政　　策
（施策及び施策に含まれる手段たる事業）

得ようとする効果 評価の結果
必要性及び効率性
に関する特記事項

効果の把握・測定

把握した効果

経営基盤の強化に関する指標として、平成12年度に制度を
利用した企業の１年後の付加価値率の調査を実施した結
果、年平均15.53％以上向上する結果を得た。 また、創業
に関する指標については、平成12～14年度の創業貸付け
（貸与）に対する平成15年４月現在の企業の残存率は94％
という結果を得た。 ちなみに、中小企業白書2002版による
開業年次別事業所の開業後の経過年数別退出率によると、
1987年から1999年までに開設した製造業の事務所の退出率
は、１年目で約３割近くが消滅（残存率は約７割）すると
いう高い退出率を示しており、本制度を活用する創業者の
創業後の残存率は高いことがうかがえる。

（４）小規模企業設備資金貸付事業・設備貸
与事業（予算、財投）
　設備資金貸付事業及び設備貸与事業の２つ
の事業を実施することで、小規模企業の創業
及び経営基盤の強化に必要な設備導入の促進
を図る。 制度の体系としては、都道府県が
特別会計を設置し、国からの貸付金と都道府
県の一般会計からの繰入金を貸付原資として
管理している。そして、特別会計から貸与機
関に対し資金を貸し付けて、貸与機関が小規
模企業者に対し無利子貸付けを実施したり、
割賦販売及びリースを行って、小規模企業の
設備投資に必要な資金を助成

○貸付金
【予算額】
50,000千円

○補助金
【予算額】
378,875千円

【事業実施期間】
○貸付金：平成15年度～
○補給金：平成15年度～平成20年度

○基本的に都道府
県の特別会計にあ
るこれまでの貸付
金を使って事業実
施しており、国庫
の新規のコストは
４億３千万円（平
成15年度予算、16
年度予算は３億８
千万円）である。
一方、平成14年度
において、全国で
約2,250の企業が当
制度を利用して約
268億円の設備投資
を実施

○平成12年度に制度を
利用した企業の１年後
の付加価値額の向上が
平均15％以上、制度を
利用した創業企業の創
業３年以内の残存率が
94％となるなど、経営
基盤の強化、創業企業
の残存率の向上に貢献
しているといえる。し
かしながら、当該制度
が平成12年度の抜本改
正からあまり時間を経
過しておらず、経年変
化を見ることが必要で
あることから、引き続
き調査を行うこととす
る。

○経営基盤の強化の促
進（制度を利用した企
業のうち、付加価値額
が５年で10％以上向上
した企業の増加）
○創業の促進（制度を
利用した企業の残存率
の向上）

○制度を利用した
企業の１年後の付
加価値率
○創業貸付け（貸
与）に対する平成
15年４月現在の企
業の残存率


